
令和 5年度 第 3回 益田地域保健医療対策会議 

（第 3回医療・介護連携部会/地域医療構想調整会議関係者会議） 

 

日 時：令和 6年 3月 12 日（火） 

                            14:00～16:00 

                      場 所：益田合同庁舎 大会議室 

                             

開会あいさつ 

 

 

議 事  

報告事項 

1．島根県保健医療計画の進捗状況（資料 1－1、1－2、1－3） 

 

 

2．益田圏域において次期力を入れること 

①5疾病 6事業等（医療部分）（資料 2－1） 

 

 

②健康長寿しまね（健康づくり）（資料 2－2） 

 

 

3．地域医療構想について（資料 3） 

 

 

4．公立病院経営強化プランについて 

①津和野共存病院（資料 4－1） 

 

②よしか病院（資料 4－2） 

 

5．医療連携推進コーディネーター活動報告（益田市医師会）（資料 5） 

 

意見交換 今年度の取組（資料 6） 

 

その他 

・益田圏域在宅医療・緩和ケア資源情報の更新（資料7） 

・地域医療拠点病院に対する支援の拡充について（津和野共存病院） 

 

まとめ 
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島根県保健医療計画（素案）
－概要版－

令和５年12月
島根県健康福祉部

資料１−１

令和5年12月15日差替
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計画の構成

第１章 基本的事項
第２章 地域の現状と課題
第３章 医療圏及び基準病床数
第４章 地域医療構想
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患、
救急医療、災害医療、感染症に対する医療［感染症予防計画］、
地域医療、周産期医療、小児医療、在宅医療、
外来医療に係る医療提供体制の確保［外来医療計画］ 外

第６章 健康なまちづくりの推進
［健康長寿しまね推進計画、健やか親子しまね計画］

第７章 保健医療従事者の確保・育成
［医師確保計画、薬剤師確保計画］

第８章 将来の保健医療提供体制の確保に向けた事業の推進
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計画策定に向けたスケジュール

〇 令和５年１２月２２日（金） 第２回医療審議会（素案の審議） 【本日】

〇 令和６年１月〜２月 パブリックコメント
医療法に基づく関係団体への意見照会
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・保険者協議会・市町村）

〇 令和６年３月 第３回医療審議会（計画最終案の諮問・答申）

⇒答申を受け、「島根県保健医療計画」策定

〇 令和６年４月１日〜 「島根県保健医療計画」（令和６〜１１年度）施行
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１．基本的事項
第１章 基本的事項

基本理念
すべての県民が、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するため、良質かつ適切な保健・医療・福祉サービスの
一体的提供を目指す

位置づけ
①医療法に基づく「医療計画」
②健康増進法に基づく「健康増進計画（健康長寿しまね）」
③成育医療等基本法に基づく成育医療等基本方針を踏まえた「健やか親子しまね計画」
④感染症法に基づく「予防計画（島根県感染症予防）」

全体目標

計画期間
令和６(2024)年度から令和11(2029)年度までの６年間

項目 現状
(2017〜2021年平均値)

目標
(2029年)

平均寿命
男性 81.42歳 81.66歳
女性 87.87歳 88.08歳

65歳平均自立期間
男性 18.26年 18.50年
女性 21.49年 21.70年

計画素案 P.2〜



２．医療圏
第３章 医療圏及び基準病床数
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趣旨
〇地域の医療需要に対応して包括的な医療を提供していくための場であり、基本的には「医療資源の適正な配置と

医療提供体制の体系化を図るための地域的単位
〇保健医療サービスには、日常的なものから専門的・技術的な保健や高度で特殊な医療まで様々な段階が、これらの

機能区分に応じて一次、二次、三次の医療圏を設定
〇各関係機関は相互に協力し、それぞれの圏域の実態に応じた保健医療体制の整備・充実を進めるとともに、関連する

福祉サービスとも連携した総合的な取組を推進

一次医療圏
〇日常的な保健・医療サービスを提供する圏域であり、市町村を単位

二次医療圏
〇通常の入院医療を提供する圏域であり、県土の地理的条件等を総合的に考慮して設定
〇県民が住み慣れた地域で安心して医療を受けられるよう、松江・雲南・出雲・大田・浜田・益田・隠岐の７圏域を設定

※地域医療構想（第４章）に定める構想区域と同一の区域

三次医療圏
〇高度・特殊・専門的な医療サービスを提供するための圏域であり、全県を単位

計画素案 P.20〜



３．基準病床数
第３章 医療圏及び基準病床数
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趣旨
〇病床の地域的偏在を是正し、効果的な医療提供体制を確立するために設定するもの
〇原則として新たな病院・有床診療所の開設・増床を許可しない上限値

療養病床及び一般病床

精神病床、結核病床及び感染症病床

二次医療圏
既存病床数※
(R5.9.30)

①

現行の
基準病床数

②
基準病床数

③

既存病床
との差異
(③-①)

現行基準病床
からの増減
(③-②)

必要病床数
(R7)
④

松 江 2,489(2,416) 2,655 2,481 ▲ 8(   65) ▲174 2,474
雲 南 566( 538) 536 525 ▲41( ▲13) ▲ 11 523
出 雲 2,194(2,194) 1,809 1,758 ▲436(▲436) ▲ 51 1,661
大 田 459( 417) 425 448 ▲11(   31) 23 403
浜 田 784(  784) 895 862 78(   78) ▲ 33 760
益 田 767(  677) 754 624 ▲143( ▲53) ▲130 613
隠 岐 135(  135) 135 135 0(    0) 0 135
合計 7,394(7,161) 7,209 6,833 ▲561(▲328) ▲376 6,569

病床種別
既存病床数
(R5.9.30)
①

現行の
基準病床数

②
基準病床数

③

既存病床
との差異
(③-①)

現行基準病床
からの増減
(③-②)

精神病床 2,223 2,115 1,829 ▲394 ▲286
結核病床 10 16 11 1 ▲5

感染症病床 30 30 30 0 0

※()内は、H30.4.1以後に療養病床から転換した介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数を除いた数（R6.3.31までは既存病床数に含む）

計画素案 P.21〜
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趣旨
〇令和７(2025)年に向けて、適切な医療・介護の提供体制構築の検討を進めるためのもの

内容
〇国の定めた算定式に基づき推計した令和７(2025)年の必要病床数
〇構想区域（二次医療圏）ごとの課題と医療提供体制の構築の方向性

① 医療機関の医療機能分担と相互連携
② 医療と介護の連携による円滑な入退院時連携体制の構築
③ 医療・介護従事者の確保・育成
④ 構想区域を越えた救急搬送体制の整備
⑤ ＩＣＴの活用による地域連携の強化・診療支援
⑥ 医療体制の現状と今後のあり方に関する住民への理解促進

⇒①〜⑥の達成のため、継続して検討を重ねる
※検討の過程で解決に向け国の対応が必要なものについては、国に政策提言する

【全県】
医療審議会

（地域医療構想部会）

【各構想区域】

地域医療構想調整会議

４．地域医療構想（平成28年10月策定）
第４章 地域医療構想

計画素案 P.24〜
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（１）医療連携体制の構築
〇限られた医療資源の中で患者によりよい医療が提供されるため、医療機能の分化（役割分担）と連携を推進
〇人口減少・高齢化の進展による医療・介護需要の変化を見据え、地域の実情に応じたサービス提供体制の構築に向けて議論

⇒地域医療構想調整会議等により、将来に向けた医療機関間の連携と役割分担の在り方について検討

〇疾患・病状によっては、二次医療圏を越えた医療連携体制の構築が必要

⇒医療機関と消防機関、行政等との連絡会議の開催や、ドクターヘリ等を活用した広域的な搬送体制の確立
容態安定後には、より身近な地域で治療が受けられる体制を確保

〇患者・医療機関等の負担軽減、地域医療の安定的供給、医療の質の向上に向けてICTの活用を推進

⇒しまね医療情報ネットワーク（愛称︓まめネット）のさらなる医療機関等への普及と県民の参加促進

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

計画素案 P.35〜
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（２）５疾病・６事業及び在宅医療
１） がん

〇科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実
⇒「健康長寿しまね推進計画」に基づく生活習慣の改善、発がんのリスクとなり得る感染症対策の推進

科学的根拠に基づくがん検診を精度管理のもとに実施し、がんの早期発見を促進
〇患者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしいがん医療の実現

⇒拠点病院体制の維持及び地域の病院との連携促進、診断時から切れ目のない緩和ケアの提供
〇尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

⇒相談支援体制の充実、小児からAYA世代・働き盛り世代・高齢世代のライフステージに応じた支援の充実

項目 現状 目標
①75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対） 男性 91.6 女性 51.5 男 79.0 女 49.6

②年齢調整罹患率（人口10万対）

胃がん 50.7
肺がん 41.5
大腸がん 61.2
子宮頸がん 8.8
乳がん（女性） 86.6

低減

③臨床進行度 早期がん（上皮内及び限局）の割合

胃がん 62.8％
肺がん 41.2％
大腸がん 59.2％
子宮頸がん 86.9％
乳がん（女性） 67.0％

増加

④全がん5年相対生存率 全がん 62.4％ 増加

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

計画素案 P.43〜
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２）脳卒中
〇生活習慣の改善、基礎疾患予防・適正管理、特定健診・保健指導の実施率向上の推進

⇒「健康長寿しまね推進事業」「しまね健康寿命延伸プロジェクト事業」「国保ヘルスアップ支援事業」等による生活習慣病
予防に係る普及啓発

〇脳卒中発症後、急性期における専門的治療を速やかに受けることができるよう、消防機関と医療機関及び、医療機関相互の
連携体制の充実・強化
⇒発症後の早期診断・治療ができるICT等も活用した、脳卒中救急医療体制の確立

〇急性期医療・回復期医療・維持期・生活期を担う医療機関間の連携強化
⇒急性期後の回復期における医療、リハビリテーション及び、地域の実情に応じた維持期・生活期における在宅医療等の

提供体制については、二次医療圏内での完結を目指す

項目 現状 目標
①脳血管疾患年齢調整死亡率（人口10万対） 男 102.1 女 61.9 減少

②脳卒中年齢調整初発率（人口10万対） 男 253.3 女 142.2 減少

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

計画素案 P.59〜
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項目 現状 目標
①心疾患年齢調整死亡率（人口10万対） 男 217.9 女 133.6 減少
②虚血性心疾患年齢調整死亡率（人口10万対） 男 36.1 女 15.1 減少
③平成20(2008)年度と比べたメタボリックシンドロームの該当者及び

予備軍の減少率（40〜74歳） 16.8％減 25%減

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

３）心筋梗塞等の心血管疾患
〇生活習慣の改善、基礎疾患予防・適正管理、特定健診・保健指導の実施率向上の推進、慢性心不全の正しい知識の普及

⇒「健康長寿しまね推進事業」「しまね健康寿命延伸プロジェクト事業」「国保ヘルスアップ支援事業」等による生活習慣病
予防に係る普及啓発

〇発症後、急性期における専門的治療を速やかに受けることができるよう、消防機関と医療機関及び、医療機関相互の
連携体制の充実・強化
⇒AEDの使用等発症後速やかな救命処置の実施や、早期に専門的治療が行える医療体制の確立

〇入院中から退院後まで多職種の連携による継続的な支援が必要
⇒急性期医療を担う医療機関と、合併症予防や再発予防、在宅復帰のための心血管リハビリテーションを実施する医療機

関の連携を推進するとともに、二次医療圏内での在宅療養が可能な体制を構築

計画素案 P.72〜
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４）糖尿病
〇適切な食習慣や適度な身体活動、運動習慣を確立するための健康づくり活動が重要

⇒「健康長寿しまねの推進」、「しまね健康寿命延伸プロジェクト事業」、「国保ヘルスアップ支援事業」等により、庁内関係
部局を含めた多様な分野と連携を強化し、情報発信・啓発、社会環境の整備を推進

〇糖尿病を重症化させないためには、治療継続が重要であり、治療中断しない働きかけが必要
⇒市町村においては、糖尿病対策部署だけでなく関係部署と連携し、地域の実情に応じて、医療機関等と連携した対策

の実施を保健所等の支援により推進
〇人工透析の導入に至らないためには、糖尿病を重症化させないよう、早期に治療を開始することが重要

⇒適切な血糖コントロールを基本とし、定期的な尿蛋白や尿中アルブミン等の検査を行い、適正管理をすることが重要であり、
診療にあたる関係者が島根県糖尿病予防・管理指針に基づき疾患の適正管理が行われるよう取組を推進

項目 現状 目標
①糖尿病年齢調整有病者割合（20〜64歳） 男 6.3％ 女 2.7％ 男 6.3％ 女 2.7％

②糖尿病性腎症による新規人工透析導入割合（人口10万対） 9.2 8.7

③糖尿病有病者でHbA1cが8.0以上の者の割合（20〜74歳） 男 12.3％ 女 8.2％ 男 11.6％ 女 7.7％

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

計画素案 P.81〜
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５）精神疾患
〇精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築推進のため、関係者間の重層的な連携による支援体制の構築が必要

⇒各二次医療圏に設置した協議の場で退院支援、地域定着の推進を図るとともに、市町村ごとの協議の場の設置を支援
〇依存症について、薬物依存の治療拠点を除き、専門医療機関、治療拠点、相談拠点を整備

⇒専門医療機関、治療拠点、相談拠点及び関係団体等の連携体制を強化
〇長期入院患者の退院促進と質の高い精神科医療提供体制の確保

⇒訪問支援員を派遣して傾聴や情報提供をする「入院者訪問支援事業」の推進と県内精神科病院での先駆的取組の波及

項目 現状 目標
（令和８年度※）

①精神病床における入院後３か月時点の退院率 66.6％ 68.9％

②精神病床における入院後６か月時点の退院率 79.9％ 84.5％

③精神病床における入院後12か月時点の退院率 87.8％ 91.0％

④精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域での平均
生活日数（地域平均生活日数） 319.4日 325.3日

⑤精神病床における急性期（３か月未満）入院患者数 405人 377人

⑥精神病床における回復期（３か月以上１年未満）入院患者数 341人 442人

⑦精神病床における慢性期（１年以上）入院患者数 1,079人 918人

⑦-１ 65歳未満 351人 329人

⑦-２ 65歳以上 728人 589人

⑧精神病床における新規入院患者の平均在院日数 108.4日 102.3日
※障がい福祉計画との整合性を図るため、令和８年度末に設定

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

計画素案 P.92〜
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６）救急医療
〇初期、二次、三次、救命後の各医療機関の連携による救急医療体制の維持、充実が必要

⇒医療機関の連携体制の強化、隣接県のドクターヘリとの広域連携の推進
〇救急車やドクターヘリ等による効果的な搬送体制の充実が必要

⇒救急車の適正利用、ドクターヘリや防災ヘリ、ドクターカー等を活用した広域搬送の実施
〇消防機関と救急医療機関等の連携による病院前救護体制の充実が必要

⇒メディカルコントロール体制の充実、認定救急救命士、指示・指導医師等の養成、電話相談（#7119）の導入研究
項目 現状 目標

①救急告示病院の数 25か所 維持

②救命救急センターの数 ４か所 維持

③救急救命士の数 370人 396人

７）災害医療
〇地震、風水害等の災害時や、感染症まん延時の医療救護体制の充実が必要

⇒DMATやDPAT等の養成、災害支援ナース等多職種連携の推進、訓練の実施やマニュアル等の整備
〇災害拠点病院等の整備が必要

⇒基幹災害拠点病院と各二次医療圏の地域災害拠点病院や関係機関等の連携による災害医療体制の強化
〇原子力災害時の医療救護体制の充実が必要

⇒計画に基づく資機材の整備、基礎研修や原子力防災訓練の実施、原子力災害医療協力機関の拡充
項目 現状 目標

①災害拠点病院の数 10か所 維持
②災害拠点精神科病院の数 １か所 ２か所
③DMATの数 20チーム 26チーム

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

計画素案 P.118〜、 P.127〜
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８）感染症に対する医療①
〇新型コロナウイルス感染症の発生状況に応じて、外来や入院などの医療提供体制の確保、自宅療養や宿泊療養者への支援

及び相談・検査体制の構築等により感染拡大や医療ひっ迫を防ぐための取り組みを実施
〇対応にあたっては、病床や外来、感染防護具等の供給、保健所体制、医療と介護の連携などの課題が浮き彫りとなった

⇒平時から、地域における機能・役割に応じた感染症医療及び通常医療の提供体制を確保するとともに、保健所、検査及び
宿泊療養の体制などを確保することにより、新興感染症の発生・まん延時に必要な医療が提供できる体制等を構築

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

項目
目標

平時 流行初期 流行初期以降
①協定締結医療機関（入院）の確保可能病床数 － 48床 357床

うち重症病床数 － ３床 ８床
②協定締結医療機関（発熱外来）の機関数 － 30機関 319機関
③自宅療養者等への医療を提供する機関数 － － 625機関

うち病院 － － 25機関
うち診療所 － － 291機関
うち薬局 － － 255機関
うち訪問看護事業所 － － 54機関

④後方支援を行う医療機関数 － － 24機関
⑤派遣可能な人材数 － － 54人

うち医師 － － 19人
うち看護師 － － 17人
うちその他（事務職等） － － 18人
うちDMAT（医師、看護師、その他） － － 23人
うちDPAT（医師、看護師、その他） － － 6人

計画素案 P.137〜
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８）感染症に対する医療②
５．医療提供体制の構築

第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

項目 平時 流行初期 流行初期以降

⑥個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関数 協定締結医療
機関数の８割以上 － －

⑦検査の実施能力 － 516件/日以上 2,116件/日以上

うち保健環境科学研究所等 － 432件/日以上
(うち松江市 132件/日)

1,072件/日以上
(うち松江市 327件/日)

うち医療機関、民間検査機関等 － 84件/日以上 1,044件/日以上
⑧保健環境科学研究所等のPCR検査機器の数 － 11台 11台
⑨宿泊施設確保居室数 － 50室 150室

⑩医療従事者の研修・訓練を行った医療機関数 協定締結医療
機関数の10割 － －

⑪保健所職員等の研修・訓練回数 年１回以上 － －
⑫流行初期１か月において想定される業務量に対応する人員

確保数 － 561人（暫定） －

うち松江市・島根県共同設置松江保健所 － 154人（暫定） －
うち雲南保健所 － 50人 －
うち出雲保健所 － 99人 －
うち県央保健所 － 56人 －
うち浜田保健所 － 112人 －
うち益田保健所 － 60人 －
うち隠岐保健所 － 30人 －

⑬即応可能なIHEAT要員の確保数（IHEAT研修受講者数） － 16人 －

計画素案 P.137〜
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９）地域医療
〇診療所の医師の高齢化、後継者不足等のため、診療所数が大幅に減少しており、一次医療が将来にわたり持続できるよう

体制の維持確保が必要
〇中山間地域・離島において、医師、看護師をはじめとした医療従事者が不足しており養成・確保・定着が必要

⇒無医地区等を対象とした巡回診療やへき地診療所への代診医の派遣など、地域の診療支援を行う地域医療拠点
病院やへき地診療所等が維持できるよう運営や設備等に対し支援

⇒地域枠等医師のキャリア形成支援、総合診療医の育成、看護職員の県内就業、離職防止・再就職促進を図る取組
⇒ドクターヘリや防災ヘリの運航やまめネット等のICTを活用し、広域にわたる医療機関連携の支援

項目 現状 目標
①地域医療拠点病院数 24か所 維持
②しまね地域医療支援センターへの登録者等のうち、県内で研修・

勤務する医師数 306人 467人

③しまね地域医療支援センターへの登録者等のうち、医師不足
地域（松江、出雲以外）で研修・勤務する医師数 117人 171人

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

計画素案 P.166〜
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５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

11）小児救急を含む小児医療
〇小児科医が少ない地域における小児初期救急の充実や、一般小児医療に係る体制の確保が必要

⇒医育機関と連携した小児科医の確保や、小児科医以外の医師を対象とした小児科診療に係る研修の実施
〇子どもの病気等に係る保護者等の不安軽減と、医療機関への受診の集中緩和が必要

⇒「子ども医療電話相談（#8000）事業」の更なる普及に向けた取組を継続
〇在宅で療養している医療的ケア児等に対し、関係機関の連携した支援が必要

⇒保健・医療・福祉・保育・教育等の関係機関による協議会において、必要な支援が受けられる体制づくりを推進

項目 現状 目標
①小児科医師数 97人 5%増加
②かかりつけの小児科医を持つ親の割合 ３歳児の親 86.0% 増加
③子ども医療電話相談（#8000）の認知度 ４か月児の親 78.7% 90%

10）周産期医療
〇中核となる医療機関と地域周産期医療関連施設の連携や機能分担により周産期医療の提供体制を確保

⇒総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターを中核とした周産期医療ネットワークの強化
〇産科医や小児科医の不足や医療従事者の地域偏在

⇒医師・助産師等の医療従事者の確保やキャリア形成のための研修等の充実支援
〇災害や感染症まん延時に小児・周産期患者の円滑な搬送等を行う体制の充実

⇒災害時小児周産期リエゾンの役割など災害時を想定したマニュアル作成や訓練等の実施
項目 現状 目標

①周産期死亡率（出産1,000対） 4.0 全国平均以下
②産婦人科医師数 71人 5%増加
③小児科医師数 97人 5％増加
④助産師数 340人 増加

計画素案 P.184〜、 P.198〜
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12）在宅医療
〇医師の高齢化・後継者不足等のため診療所の維持が困難になってきており、在宅医療を含めた一次医療の確保が課題

⇒病院と診療所の役割分担、医療と介護の連携強化等について、市町村を主体とした議論が進むよう支援
〇特に中山間地域・離島は、在宅医療を担う人材の不足や訪問に長時間の移動を要する等、厳しい経営状況

⇒特定行為研修修了看護師によるタスク・シフト／シェアや情報通信技術（ICT）を活用した連携体制の構築等を推進
〇高齢化の進展に伴い、高齢者施設等で最期を迎える患者が増加

⇒人生の最終段階における適切な医療・介護の提供や、本人の意思決定支援を図るための研修等、必要な支援を実施

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

※介護保険事業（支援）計画との整合性を図るため、令和８年度末に設定

項目 現状 目標
（令和８年度※）

①訪問診療を実施している診療所・病院数 274か所 維持
②訪問診療を受けている患者数 6,249人 6,701人
③病院から介護支援専門員（ケアマネジャー）への退院時情報

提供率 85.0％ 90.0％

④訪問看護師数（常勤換算） 460.5人 475.0人
⑤訪問看護を利用した患者数 4,881人 5,326人
⑥訪問歯科診療を実施している歯科診療所数 145か所 維持
⑦在宅療養支援病院数 11か所 13か所
⑧在宅療養後方支援病院数 ７か所 10か所
⑨24時間体制を取っている訪問看護ステーション数 84か所 93か所
⑩在宅看取りを実施している診療所・病院数 131か所 151か所

計画素案 P.203〜
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（３）外来医療に係る医療提供体制の確保［外来医療計画］
〇 外来医療については、次のような状況にあるとされている。

・地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っている
・診療所における診療科の専門分化が進んでいる
・救急医療提供体制の構築、グループ診療の実施、放射線装置の共同利用等の医療機関の連携の取組が、

地域で個々の医療機関の自主的な取組に委ねられている など
⇒
・外来医療機能に関する情報を可視化し、新たに診療所を開業する医師にその情報を提供することにより、

診療所が少ない地域への開業を促すとともに、地域で不足する外来医療機能を担うことを求め、外来医療
機能の偏在解消を目指す。

・併せて、医療機器（CT、MRI、PET、放射線治療、マンモグラフィ）を効率的に活用するため、医療機器の
共同利用を促す仕組みを整備する。

圏域名 外来医師偏在指標 全国順位（330圏域中） 多数区域
松江 111.9 93 外来医師多数区域
雲南 72.7 311

出雲 120.6 57 外来医師多数区域
大田 89.8 234

浜田 123.1 48 外来医師多数区域
益田 87.8 241

隠岐 98.0 182

５．医療提供体制の構築
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向

計画素案 P.216〜
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〇緩和ケア及び人生の最終段階における医療
がん以外にも、難病やエイズ、循環器病等の患者に対して、様々な場面における切れ目のない緩和ケアの実施が必要
⇒緩和ケアを提供する医療機関の連携を図るとともに、ACP等について患者、家族、支援者の共通理解を図る

〇医薬品等の安全性確保対策
医薬分業のメリットを十分に享受するには、患者は「かかりつけ薬剤師・薬局」を持つことが重要

⇒県民に「 かかりつけ薬剤師・薬局」を持つメリットについて啓発を行う

〇臓器等移植
臓器提供に関する意思表示をしている方は10.2％（令和３年度世論調査）
⇒引き続き、臓器移植・造血幹細胞移植等の啓発等に取り組む

〇難病等保健・医療・福祉対策
難病患者の医療支援の充実を図っているが、レスパイトの受け入れ拡充体制などが必要
⇒島根県難病診療連携拠点病院等を中心に、支援体制の強化を図る

〇医療安全の推進
医療事故防止対策並びにインフォームドコンセントが適切に実施されることが重要

⇒医療機関への立入検査や患者等からの医療安全相談を通じて、医療安全に関する意識啓発を推進する

〇食品の安全確保対策
魚介類の寄生虫による食中毒が増加していること及びHACCPや食品表示が適正に実施されることが必要
⇒関係機関等と連携し食中毒予防対策の啓発や営業施設に対し重点的に指導・助言を行う

〇健康危機管理体制の構築
不測の事態に備え、地域保健法及び感染症法の改正を踏まえた、さらなる体制強化が必要
⇒事象に応じ迅速かつ的確に対応できるよう市町村及び関係団体等と緊密な連携の下に、訓練や研修等を実施

６．その他の分野の体制整備・対策
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向
第６章 健康なまちづくりの推進

計画素案 P.258〜
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７．健康長寿しまねの推進［健康長寿しまね推進計画］
第６章 健康なまちづくりの推進

評価
〇平均寿命、健康寿命は改善し、女性の健康寿命は目標を達成したが、圏域間での差が開いた
〇年齢調整死亡率（脳血管疾患・虚血性心疾患・がん・自死）は目標を達成
〇脳卒中年齢調整初発率は男性で悪化、高血圧等の基礎疾患割合、肥満者割合、歯周病は男女ともに悪化
〇特定健診受診率、特定保健指導実施率は増加
〇生活習慣では、男女ともに運動習慣・喫煙率が改善傾向。男性では、朝食の欠食、野菜の摂取、飲酒、
女性では、適塩摂取、飲酒で悪化傾向

〇現在の死亡率の減少は、過去の生活習慣や社会情勢、経済状況によるものであると考えると、今後は健康状態が悪化して
しまう可能性も考えられる

⇒一次予防のさらなる推進が必要
健康課題に対する【個人へのアプローチ】と【社会環境へのアプローチ】をすすめる

基本目標 「健康寿命を延ばす」
〇平均寿命を延ばす
〇65歳平均自立期間を延ばし、二次医療圏の格差を減らす

基本的な考え方
（１）「健康長寿しまね県民運動」の展開
（２）個人の健康を支える社会環境づくりの推進

スローガン
（１）『目指せ︕生涯現役、みんなで延ばそう健康寿命』
（２）『目指せ︕健康長寿のまちづくり』

推進の柱
（１）住民主体の地区ごとの健康づくり活動の推進 ⇒多様な分野と連携した健康なまちづくり
（２）生涯を通じた健康づくりの推進 ⇒子どもから高齢者までライフステージに応じた健康づくり
（３）疾病の早期発見、合併症予防・重症化予防 ⇒生活習慣病の発症予防と適切な疾病管理、健（検）診受診促進
（４）多様な実施主体による連携のとれた効果的な県民運動の展開 ⇒産官学、関係団体等との協働、環境整備の推進

計画素案 P.280〜
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８．健やか親子しまねの推進［健やか親子しまね計画］
第６章 健康なまちづくりの推進

基盤課題Ａ
妊娠前から乳幼児期にわたる
切れ目ない保健対策

基盤課題Ｂ
学童期・思春期から成人期

に向けた保健対策

次世代の社会を担う子どもの成育が確保される社会の実現

基盤課題Ｃ
子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

重点課題①
専門的医療・支援等を必要とする子どもとその家族に対する支援

重点課題②
子育てに不安のある家族への早期支援による児童虐待予防

◆基本的な考え方（課題の柱）◆現行計画から

●改善傾向
・人工妊娠中絶実施率（数）の低下
・育てにくさを感じた時に対処できる親の割合の増加
・子育てに自信が持てる親の割合の増加
・歯肉所見のある高校生の割合の低下

●今後も続く課題
・妊娠、出産に満足できたと思える支援、環境づくり
・ゆったりとした気分で子どもと過ごせる環境づくり
・子どもの生活習慣の確立（朝食の摂取、メディアの利用）
・妊娠や子育てのしやすい職場、地域づくり

・基盤課題A 妊娠前からの健康管理（プレコンセプションケア）の促進
・基盤課題B 学童期、思春期の睡眠の確保を含めた生活習慣の確立
・基盤課題C ヤングケアラーへ支援体制も含めた地域づくり
・重点課題① 専門的な医療、支援を要する子どもや家族に対する支援体制の強化
・重点課題② 早い段階で虐待を予防するための母子保健事業と関係機関連携の強化

令和３年成育医療等基本方針を踏まえた

◆主な施策の方向性

計画素案 P.332〜
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９．高齢者の疾病予防・介護予防対策
第６章 健康なまちづくりの推進

【基本的な考え方】
〇地域包括ケアシステムの構築
〇積極的な社会参加、介護予防の推進
〇各市町村での多様なサービス構築の必要性
〇健康づくりとの連携、医療介護連携、自立支援重症化防止

現状・課題

• 適切な疾患管理と予防

• フレイル予防（通いの場への参加など）

• 肺炎予防のための口腔ケア、骨折予防

• 社会参加、地域とのつながり

施策の方向性

• 包括的な疾病管理

• フレイル対策（リスクが高
い方の早期発見、介入、
支援の体制）

現状・課題

• 自立した生活の支援、心と体の健康の維持、
介護予防

• 住民主体のフレイル予防（通いの場の運営、
参加勧奨含む）

• 通いの場の内容の多様化

• 多職種で支える仕組みづくり

施策の方向性

• 会議、研修の開催

• 市町村の取組（評価）の支援

• 医療機関、職能団体（医師会
等三師会、しまねリハビリテー
ションネットワーク等）多職種
連携の働きかけ

（１）高齢者の
疾病予防

（２）介護予防
対策

【数値目標】
①通いの場の参加率増加
②生きがいを感じる高齢

者の割合増加

計画素案 P.357〜
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10．保健医療従事者の確保・育成
第７章 保健医療従事者の確保・育成

（１）医師の確保・育成［医師確保計画］
医師確保の方針
県内の医師の地域偏在や診療科偏在への対応、高齢医師の世代交代や後継不足に

備え、病院の体制を強化するなど、地域に必要とされる医師を確保

目標医師数の設定

○ 医師少数区域の圏域は、計画終了時点(R8)において、医師偏在指標が下位1/3
に相当する値に達する（医師少数区域を脱する）ために必要な医師数を設定

○ 目標医師数
雲南圏域︓80人、大田圏域︓99人、益田圏域︓129人

目標医師数を達成するための施策の方向

○ 地域枠の活用により引き続き医学生を確保し、大学やしまね地域医療支援センターと連携し若手医師のキャリア支
援等を充実

○ 中山間地域や離島において必要とされる総合診療医の育成のための体制を強化
○ 児童・生徒の段階に応じて、医療従事者をめざすきっかけとなる取組を、教育委員会や医療機関等と連携し実施
○ 代診医の派遣やタスクシフトの推進、子育て支援等医師の働き方改革の取組を支援

計画素案 P.365〜

産科・小児科の医師確保対策
安心して妊娠・出産・子育てができるよう、産科・小児科の医療提供体制の確保に向け、キャリア形成プログラムの充実

等により、必要な医師数を確保

265.1

松江 247.1 多数

雲南 128.5 少数

出雲 393.2 多数

大田 172.1 少数

浜田 238.7 多数

益田 176.0 少数

隠岐 203.7

【医師偏在指標と区域】

島 根 県

二
次
医
療
圏

圏域名
医師偏在

指標
区域
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10．保健医療従事者の確保・育成
第７章 保健医療従事者の確保・育成

（２）薬剤師の確保・育成［薬剤師確保計画］

これまでの取組の継続
〇薬剤師を目指す者を増やす（誘う）

・職業体験イベント
・高校生セミナー（薬学部進学セミナー）

〇島根県で働く薬剤師を増やす（呼び込む）
・大学訪問
・奨学金返還助成事業

新たな取組を検討
・奨学金貸与事業
・島根県を対象とする地域枠を設置する大学への進学支援
・島根県出身学生を対象とした就職セミナーの開催
・薬剤師が不足する病院への薬剤師派遣
※特に、中山間地域・離島の病院薬剤師確保を推進

【確保の取組】

【現状と目標】
令和４年（現状）
〇病院︓充足率87.9％

特に、中山間地域・離島の病院
で充足率が低い。

〇薬局︓充足率86.1 ％

令和18年（最終目標）
〇病院・薬局ともに、

充足率100％

令和11年（計画目標）
〇病院︓充足率95.0％

要確保薬剤師数23.4人
〇薬局︓充足率90.0%

要確保薬剤師数39.9人

国の「薬剤師確保計画ガイドライン」で示される考え方等を参考に、島根県の地理的条件や薬剤師の地域偏在等を踏まえ、
地域の実情に応じた実効性あるものとして策定

※令和４年の薬剤師数が維持されると仮定

計画素案 P.416〜
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10．保健医療従事者の確保・育成
第７章 保健医療従事者の確保・育成

（３）その他の保健医療従事者の確保・育成
〇看護職員
県内の就業看護職員数は、総数では全国値を上回っているが、地域偏在がみられる
また、看護師等学校養成所の学生確保や、専門性の高い看護師の育成などへの取組が必要
⇒「県内進学促進」「県内就業促進」「離職防止・再就業促進」「資質向上」の４本柱で事業を展開

〇歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士
〇理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
〇管理栄養士・栄養士
〇診療放射線技師・臨床検査技師・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士等
高齢化による医療需要の変化や医療技術の高度化等に対応するため、様々な職種で人材確保や資質向上等が必要
⇒市町村・医療機関や関係団体等と連携し、人材確保や資質向上等の取組を実施

計画素案 P.430〜
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11．保健医療計画の推進体制と役割
第８章 将来の保健医療提供体制の確保に向けた事業の推進

計画の推進

島根県保健医療計画

健康長寿しまね
推進計画

圏域関連事項圏域関連事項

島根県
医療審議会

地域保健医療
対策会議

健やか親子
しまね計画

感染症予防計画進
行
管
理
・
評
価

圏域健康長寿
しまね推進会議

健康長寿しまね
推進会議

母子保健
推進協議会

社会福祉審議会
母子保健部会

島根県医療審議会
感染症部会

圏域関連事項について意見
（計画策定時）

計画素案 P.439〜



【感染症法の改正】令和4年12月

1

感染症予防計画の策定・改定について

【改正趣旨】
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある感染症の発生及びまん延に備えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、
外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報基
盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずる。

• 都道府県及び保健所設置市は、国が定める「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的
な指針」（令和5年5月26日公布）に即して、感染症予防計画を策定・改定（令和5年度中）

• 感染症予防計画を策定・改定にあたっては、医療計画及び新型インフルエンザ等特措法に基づ
く都道府県行動計画との整合性を確保

• 島根県においては、保健医療計画に感染症予防計画を包含することで整
合性を確保し、国の基本指針に即して記載内容の充実、数値目標の設定
を行う。また、医療機関等との協定を締結することで数値目標を担保

• 松江市においては、基本指針及び島根県の策定する感染症予防計画に即
して、予防計画を策定する

資料１−２
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②発生早期 ③流行初期（発生公表後〜３ヶ月以内） ④流行初期以降（発生公表後３ヶ月〜６ヶ月以内）

国内1例目 新興感染症等への位置づけの公表
（厚生労働大臣による発生の公表）

（公表後、
県の要請から7日目）

（公表後6ヶ月）

今後協定で確保する体制
のイメージ

感染症予防計画（素案）概要（イメージ図）

感染症指定医療機関
における対応

①平時

流行初期以降における
医療提供体制の構築

（病床、発熱外来、自宅療養者等への医療
提供、後方支援、人材派遣）

流行初期における
医療提供体制の構築
（病床、発熱外来）

新型コロナで構築した最大体制を6ヶ月以内に整備する
平時 新興感染症発生・まん延時

 感染症の発生・まん延防止
発生動向調査
積極的疫学調査等
予防接種

 検査の実施体制等
検査体制の整備・能力の向上
検査に係る協定

 医療機関等との協定
入院・発熱外来・自宅療養者
等への医療提供・後方支援・
医療人材派遣・
個人防護具の備蓄・
宿泊施設の確保

 移送体制の整備
 人材の養成・資質の向上
 保健所体制

保健所の体制整備
応援体制の整備

 ワンヘルス・アプローチ
動物由来感染症対策
薬剤耐性対策

＜数値目標＞

＜数値目標＞

＜数値目標＞
＜数値目標＞

流行初期における
検査体制の構築

新興感染症：新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症

（公表後3ヶ月）（公表後1ヶ月）

流行初期以降における
保健環境科学研究所等、

医療機関、民間検査機関による
検査体制の構築

流行初期に対応可能な医療機関
に病床・外来等を拡充

流行初期以降に対応
可能な医療機関に病
床・外来等を拡充

＜数値目標＞

＜数値目標＞

＜数値目標＞

＜数値目標＞

流行初期における
宿泊施設の確保

＜数値目標＞

流行初期以降における
宿泊施設の確保

＜数値目標＞
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島根県感染症予防計画の数値目標（案）①
項目 平時 流行初期 流行初期以降

①協定締結医療機関（入院）の確保可能病床数 － 48床 357床

うち重症病床数 － ３床 ８床

②協定締結医療機関（発熱外来）の機関数 － 30機関 319機関

③自宅療養者等への医療を提供する機関数 － － 625機関

うち病院 － － 25機関

うち診療所 － － 291機関

うち薬局 － － 255機関

うち訪問看護事業所 － － 54機関

④後方支援を行う医療機関数 － － 24機関

⑤派遣可能な人材数 － － 54人

うち医師 － － 19人

うち看護師 － － 17人

うちその他（事務職等） － － 18人

うちDMAT（医師、看護師、その他） － － 23人

うちDPAT（医師、看護師、その他） － － 6人
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島根県感染症予防計画の数値目標（案）②
項目 平時 流行初期 流行初期以降

⑥個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関数 協定締結医療
機関数の８割以上 － －

⑦検査の実施能力 － 516件/日以上 2,116件/日以上

うち保健環境科学研究所等 － 432件/日以上
(うち松江市 132件/日)

1,072件/日以上
(うち松江市 327件/日)

うち医療機関、民間検査機関等 － 84件/日以上 1,044件/日以上

⑧保健環境科学研究所等のPCR検査機器の数 － 11台 11台

⑨宿泊施設確保居室数 － 50室 150室

⑩医療従事者の研修・訓練を行った医療機関数 協定締結医療
機関数の10割 － －

⑪保健所職員等の研修・訓練回数 年１回以上 － －

⑫流行初期１か月において想定される業務量に対応する人員
確保数 － 561人 －

うち松江市・島根県共同設置松江保健所 － 154人 －

うち雲南保健所 － 50人 －

うち出雲保健所 － 99人 －

うち県央保健所 － 56人 －

うち浜田保健所 － 112人 －

うち益田保健所 － 60人 －

うち隠岐保健所 － 30人 －

⑬即応可能なIHEAT要員の確保数（IHEAT研修受講者数） － 16人 －



【がん・益田圏域】               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*「麻薬の調剤」「居宅での調剤」を実施している薬局については、「島根県医療機能情報システム

（島根県医療政策課ホームページ）」を参照して下さい。 

  

 

 

益田赤十字病院 

 

よしか病院 

津和野共存病院 

診療所 

 

 

益田赤十字病院 
 

 

 

津和野共存病院 
よしか病院 

 

島根大学医学部附属病院 

島根県立中央病院 

高度・特殊な医療、緩和ケアを担う医療機関 

がんの早期発見、 

治療を担う医療機関 

がんの専門的・ 

集学的治療、 

緩和ケアを 

担う医療機関 

緩和ケアを 

担う医療機関 

 

益田赤十字病院、益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院、津和野共存病院、よしか病院 

診療所、歯科診療所、薬局 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

通院リハビリテーション事業所 

がんの在宅療養支援及び緩和ケアを担う機関 

地域連携体制図（よしか病院反映） 

資料1-3



（がん検診で「要精密検査」となった人を対象とする精密検査を実施する医療機関） 

がんの種別 

 

医療機関名 

益田赤十字病院 
益田地域医療ｾﾝﾀｰ 

医師会病院 
津和野共存病院 よしか病院 

胃がん ○ ○ ○ ○ 

肺がん ○ ○ ○ ○ 

大腸がん ○ ○ ○ ○ 

子宮がん ○ ○   

乳がん ○ ○   

 

（肝炎ウイルス検査で「陽性」となった人を対象とする専門的な検査を実施する医療機関） 

 

（主要ながんの治療を行う医療機関一覧） 

【凡例】①手術療法 ②薬物療法 ③放射線療法 

 

 

*その他のがん治療については、「島根県医療機能情報システム（島根県医療政策課ホームページ）」

を参照して下さい。 

 

  

益田赤十字病院、石見クリニック、医療法人好生堂和﨑医院 

 

がんの 

種別   医療 

      機関名 

益田赤十字病院 
益田地域医療ｾﾝﾀｰ 

医師会病院 
津和野共存病院 よしか病院 

国立病院機構浜田 

医療ｾﾝﾀｰ 

胃がん ①② ①②   ①②③ 

肺がん     ①②③ 

大腸がん ①② ①②   ①②③ 

子宮がん ①②    ①②③ 

乳がん ①② ①②   ①②③ 

肝がん ①②    ①②③ 



【脳卒中・益田圏域】 

 
*1 は組織プラスミノゲン・アクチベータ（t-PA）の静脈内投与による血栓溶解治療を行う病院 

*2 は脳卒中の外科的治療を行う病院 

 

  

 

 

益田赤十字病院*1 

 

津和野共存病院 

よしか病院 

 

 

 

益田赤十字病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

診療所 

歯科診療所 

 

 

 

津和野共存病院 

よしか病院 

 

 

 

 

 

津和野共存病院 

よしか病院 

発症予防を担う 

医療機関 

 

救急医療を 

担う医療機関 

身体機能を回復 

させるリハビリ 

テーション 

（回復期）を担う 

医療機関 

日常生活への復帰 

及び日常生活 

維持のための 

リハビリテーション

（維持期・生活期）を

担う医療機関 

  

島根大学医学部附属病院 

島根県立中央病院 

高度・特殊な医療を担う医療機関 



【心筋梗塞等の心血管疾患・益田圏域】 

 

*1 は冠動脈造影検査および適応があれば経皮的冠動脈インターベンション（PCI）を行う病院 

  

 

 

益田赤十字病院＊１ 

 

津和野共存病院 

 

 

 

津和野共存病院 

よしか病院 

診療所 

歯科診療所 

 

 

 

益田赤十字病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

 

 

津和野共存病院 

よしか病院 

心筋梗塞等の 

心血管疾患 

発症予防を担う

医療機関 

救急医療を 

担う医療機関 

心血管疾患 

リハビリテーション 

（回復期）を担う 

医療機関 

再発予防を担う 

医療機関 

  

島根大学医学部附属病院 

島根県立中央病院 

高度・特殊な医療を担う医療機関 



【糖尿病・益田圏域】 

 

*1 は、糖尿病昏睡等合併症の治療が 24 時間実施可能な病院 

*2 は、糖尿病昏睡等合併症の治療が 24 時間実施可能であることに加えて、 

   75g0GTT 検査、HbA1c 検査を実施し、各専門職種のチームによる食事療法、運動療法、薬物療法 

等を組み合わせた教育入院等の集中的治療（心理問題を含む。）が可能で、食事療法、運動療法 

を実施するための設備を有する病院 

*3 は、糖尿病患者の妊娠に対応可能な病院 

*4 は、蛍光眼底造影検査、光凝固療法、硝子体出血・網膜剥離等の手術が可能な病院又は診療所 

*5 は、尿一般検査、尿中アルブミン排泄量検査、腎臓超音波検査、血液透析が可能な病院又は診療所 

 

 

益田赤十字病院 

 

津和野共存病院 

よしか病院 

診療所 

歯科診療所 

 

 

益田赤十字病院*1*2*3 

 

津和野共存病院*2 

よしか病院*1 

糖尿病の重症化予防の

ための初期・安定期治

療を担う医療機関 

専門的治療を必要とする患者

への対応及び急性合併症の

治療を担う医療機関 

 

島根大学医学部附属病院 

島根県立中央病院 

広島大学病院（※） 

高度・特殊な医療を担う医療機関 

 
 

益田赤十字病院*5 
*5 

津和野共存病院 

よしか病院*4 

みうら眼科*4 

しまだ眼科*4 

慢性合併症の発症予防・ 

治療・重症化予防を担う

医療機関 

 

益田赤十字病院 

益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

地域や職域と連携する 

機能を担う医療機関  

益田赤十字病院 

益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

他疾患の治療のために入院中の 
患者の血糖管理を担う医療機関 



【精神疾患・益田圏域】 

 

＊本表の見方について 

・各疾患への対応状況及び自死対策：通院医療を提供している医療機関は○ 

入院及び通院医療を提供している医療機関は◎ 

訪問看護を提供できる訪問看護ステーションは● 

・精神科救急：一次救急のみに対応している医療機関は○ 

二次救急にまで対応している医療機関は◎ 

・身体合併症：対応している医療機関は○、ただし、精神科で対応可能な範囲及び他の医療機関

と連携して対応している場合を含みます。 

・☆印は県の連携拠点病院。ただし、現在連携拠点として機能している病院についての記載であ

り、今後追加等の変更の可能性があります。 

  

ア
ル
コ
ー
ル

薬
物

ギ
ャ
ン
ブ
ル

身
体
合
併
症
へ
の
対
応

新
興
感
染
症
へ
の
対
応

松ヶ丘病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
津和野共存病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
よしか病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
西川病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
さくらクリニック益田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
おちハートクリニック ○ ○ ○ ○ ○
中島こどもクリニック ○ ○ ○
松ヶ丘病院
訪問看護

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

益田市医師会
訪問看護ステーション

● ● ● ● ● ●

津和野共存病院
訪問看護

● ● ● ● ●

訪問看護
ハレルヤ

● ●

訪問ステーション
秋桜

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

吉賀町訪問看護ステー
ション

● ● ● ● ●

訪問看護ステーション
花Hana

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

自
殺
未
遂
者
へ
の
対
応

各疾患への対応状況 精神科医療体制の状況
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症
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期
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神
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患
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害

診療所

病院

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

統
合
失
調
症

う
つ
病
・
躁
う
つ
病

☆ ☆☆

☆ ☆



【救急医療・益田圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院

松ヶ丘病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

かかりつけ医 

 

 

益田赤十字病院 

益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

初期救急医療を担う 

医 療 機 関 

入院を要する救急医療を担う

医 療 機 関 

（第二次救急医療機関）  

 

島根県立中央病院 

島根大学医学部附属病院 

国立病院機構浜田医療ｾﾝﾀｰ 

広島市立広島市民病院（※） 

国立病院機構岩国医療ｾﾝﾀｰ（※）

救命救急医療機関の機能 

 

（第三次救急医療機関） 

 

益田赤十字病院 

益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

救命救急医療機関等からの転院を受け入れる機能 



【周産期医療・益田圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 は、妊婦検診を行う病院・診療所 

 

  

 

 

益田赤十字病院 

広島、山口県の産科医療機関 

 

 

益田赤十字病院 

山口赤十字病院（※） 

 

 

島根大学医学部附属病院 

 

益田赤十字病院*1 

広島、山口県の産科医療機関 

妊婦健診や産前・産褥管理・産後ケアを実施する 

医療機関・助産所 

正常分娩を担う 

医療機関 

助産所 

周産期に係る比較的 

高度な医療行為を 

担う医療機関 

リスクの高い妊娠に 

対する医療及び高度な 

新生児医療等を 

担う医療機関 

 

 

 

益田赤十字病院 

分娩取扱医療機関を退院した医療的ケア必要児・障がい児等が 

生活の場（施設を含む）で療養・療育できるよう支援する 

医療機関・訪問看護事業所 



【小児救急を含む小児医療・益田圏域】 

 

 

  

 

 

益田赤十字病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

益田市休日応急診療所 

かかりつけ医 

 

 

益田赤十字病院 

山口赤十字病院（※） 

 

 

島根大学医学部附属病院 

 

初期小児救急医療 

を担う医療機関 

入院を要する救急医療及び 

小児専門医療 

を担う医療機関 

小児の救命救急医療及び

高度な小児専門医療 

を担う医療機関 

 
 

益田赤十字病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

 

＊標記機能を担う診療所については、「医療機能情報システム」を参照して下さい。 

一般小児医療を担う医療機関・訪問看護事業所 



【在宅医療・益田圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*「在宅患者訪問診療を実施いている診療所」「往診を実施している診療所」については、「医療情

報ネット」を参照して下さい。 

*「歯科訪問診療を実施している歯科診療所」「訪問歯科衛生指導を実施している歯科診療所」に

ついては、「医療情報ネット」を参照して下さい。 

 

津和野共存病院 

よしか病院 

診療所 

訪問看護事業所 

患者が望む場所での 

看取りを担う医療機関 

 

松ヶ丘病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

診療所、歯科診療所 

訪問看護事業所、薬局 

日常の療養支援を担う 

医療機関 

 

 

益田赤十字病院 

松ヶ丘病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

円滑な在宅療養移行 

に向けての退院支援 

を担う医療機関 

 

益田赤十字病院 

津和野共存病院 

よしか病院 

松ヶ丘病院 

在宅療養支援診療所 

急変時に対応する 

医療機関 

 

益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 

津和野共存病院 

在宅療養支援診療所 

在宅療養支援歯科診療所 

在宅医療において積極的な 

役割を担う医療機関 
 

居宅介護支援事業所 

介護保険施設 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

在宅医療・介護連携支援ｾﾝﾀｰ 

相談支援事業所 

益田市、津和野町、吉賀町 

益田保健所 

在宅医療において必要な 

連携を担う機関 



*「一般用医薬品の服用等や介護等の相談対応を実施している薬局」「各薬局の時間外対応状況」

については、「医療情報ネット」を参照して下さい。 

*在宅療養支援診療所については、別表を参照して下さい。 

別表：在宅医療において積極的な役割を担う診療所：在宅療養支援診療所 ９カ所 

（令和５年４月１日現在） 

医療法人金島胃腸科外科 まついクリニック 

医療法人 津田医院 たかせ内科 

あすかクリニック 石見クリニック 

村野医院 医療法人たいじん堂 松本医院 

医療法人順生会 すみかわクリニック  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【災害医療・益田圏域】 

 

災害拠点病院 

 

災害拠点精神科病院 

 

 

災害協力病院 

 

島根県立中央病院 

益田赤十字病院 
島根県立こころの医療センター 

益田地域医療センター医師会病院 

 

 

 

  



【地域医療・益田圏域】 

 

へき地における 

保健指導の機能 

へき地における 

診療の機能 

 

へき地の診療を 

支援する 

医療の機能 

 

行政機関等による 

へき地医療の支援 

益田保健所 

益田市 

津和野町 

吉賀町 

【益田市】 

匹見道川診療所（国保） 

美都診療所（国保） 

美都診療所 二川出張診療所（国保） 

美都診療所 東仙道出張診療所（国保） 

匹見澄川診療所（国保） 

【津和野町】 

日原診療所 

【益田市】 

益田地域医療センター

医師会病院 

益田赤十字病院 

【津和野町】 

津和野共存病院 

【吉賀町】 

よしか病院 

県 

県地域医療支援機構 

 



【新興感染症に対する医療・益田圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 発生早期 感染症法に基づく厚生労働大臣による新興感染症発生の公表前 

＊2 流行初期 厚生労働大臣による新興感染症発生の公表後３か月までを基本に政令で定められた期間 

＊3 流行初期以降 流行初期(＊2)経過後 

 

 
 
 
 
 
松ケ丘病院 
益田地域医療センター医師
会病院 
津和野共存病院 
よしか病院 
対応可能な診療所 
対応可能な薬局 
対応可能な訪問看護事業所 

自宅療養者等への 
医療の提供 

居宅又は高齢者施設等で 
療養する新興感染症患者に対し

医療を提供 
 

 
 
 
 
益田赤十字病院 
益田地域医療センター医師
会病院 
 

人材派遣 
新興感染症に対応する医療 
従事者を確保し、医療機関 

その他の機関に派遣 
 

 
 
 
【発生早期(＊1)から対応】 
益田赤十字病院 
 
【流行初期(＊2)から対応】 
松ケ丘病院 
益田地域医療センター医師
会病院 
津和野共存病院 
よしか病院 
対応可能な診療所 
 
【流行初期以降(＊3)から対
応】 
対応可能な診療所 

外来 
新興感染症の疑似症患者等の

診療を行う機能 
  

 
【発生早期から対応】 
益田赤十字病院 
 
【流行初期から対応】 
 
 
【流行初期以降から対応】 
松ケ丘病院 
益田地域医療センター医師
会病院 
津和野共存病院 
よしか病院 

病床確保 
新興感染症患者を入院させ、

必要な医療を提供 
 

 
 
 
 
【流行初期から対応】 
松ケ丘病院 
益田地域医療センター医師
会病院 
津和野共存病院 
よしか病院 
 

後方支援 
新興感染症患者以外の患者に 

対し医療を提供 
 



島根県保健医療計画 益田圏域の課題と今後の方向性
益田保健所 地域包括ケア推進スタッフ

健康増進課
医事・難病支援課

【益田地域保健医療対策会議で整理した4つの柱】
①圏域内医療・介護連携の充実
②在宅医療のあり方検討
③慢性疾患の症状悪化・発症の予兆についての教育・連携
④介護予防の視点で生活支援の充実

【産業医科大学 松田教授が示されたこと】
□益田市は男女とも85歳以上の人口増が続く・鹿足郡はすでに人口減
□慢性期の高齢者に対してケアを行いやすい医療・介護の提供体制の構築が必要
□高齢者救急の対策として、心不全、肺炎、尿路感染症、脳梗塞等は、症状悪化

及び発症の予兆の変化に高齢者自身・家族・介護職が注意する啓発・教育が必要

【関連する会議で共有・検討開始】
例 各市町の医療介護連携会議（益田市コア会議・津和野町ラーテルの会・吉賀町IK会議）

管内統括保健師連絡会
各市町の保健師等が集まる業務検討会
益田保健所内業務検討会（所長・部長・地域包括S・健康増進課・医事・難病支援課） 1
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4つの柱の具体化
柱 方向性 具体策
１．圏域内医療・介護連携の
充実

・医療・保健・介護従事者が圏域の現状と課題
を理解し、圏域内連携につながる役割を果たす。
・５病院の地域連携室、看護部等と効果的な入
退院連携の方策を検討する。

・多職種研修会の開催（圏域・各市町）
・益田圏域医療連携実務者会議の開催（圏域）
・５病院の入退院に関するデータ収集・分析
（疾病別入院者数・退院者の行先・在院日数）等

２．在宅医療のあり方検討 ・一次医療・在宅医療の進め方について、医師
会・歯科医師会・行政等と定期的に検討する。
・巡回診療の負担軽減につながる方策を検討す
る。（巡回診療車の導入・ネット環境整備等）

・郡市医師会・益田鹿足歯科医師会・行政の在宅
医療あり方検討会の実施（郡市）
・医療介護連携事業の充実（圏域・各市町）
・巡回診療車の導入に関する情報収集・検討

３．慢性疾患の症状悪化・発
症の予兆について教育・啓発

・特に心疾患管理の必要性と意思決定支援
（ACP）について、住民啓発を強化し、予期し
ない入院（緊急入院）を減らす。
・心疾患管理について、医療・保健・介護連携
につながる学習会・媒体の検討を行う。

〈住民向け啓発の強化〉
・地域医療・介護の現状を理解できる啓発
・心疾患＋ACP啓発（病院・地域職域・介護）
〈医療・保健・介護従事者との連携強化〉
・在宅支援に訪問看護師・薬剤師等の介入を意識
・循環器疾患管理プロジェクトの展開（圏域）

４．介護予防の視点で生活支
援の充実

・住民自ら介護予防や疾患予防・重症化予防に
取り組むことができる意識を高める。
・各市町・圏域で、住み続けられるまちづく
り・生活支援の充実に向けて、庁内連携した取
り組みを増やす。

・医療介護連携事業・生活支援体制整備事業・地
域振興・交通部局等の連携につながるプラット
フォームづくり（各市町・圏域）
・支え合いフォーラムの定期的な開催（県）

「住民がほっとできる生活」をみんなで考える

生活に関わる「人」と「事業（仕事）」をつなげる＋「住んでいる人」に合わせることを意識
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保健医療計画（５疾病）の展開
疾病別 課題 施策の方向性
がん ・40〜64歳の年齢調整死亡率が県より高い。発

見経緯割合や進行度割合から、他圏域と比べ、
進行してがんと診断されることが多い。
・在宅での看取りが安心してできる体制を整え
ていく必要性。

・益田圏域がん予防対策検討会や市町担当者会議
で、課題の原因分析、検診受診率・精密検査受診
率の向上を目指した取組等の検討を行う。
・在宅での看取りの体制整備について、各市町医
療介護連携事業等で検討する

脳卒中 ・壮年期の年齢調整死亡率が県と比べ高い。ま
た年齢調整初発率が県と比較して高い。
・罹患による生活機能障害を少なくするため、
早期受診・早期治療の啓発が必要。

・壮年期の生活習慣改善・疾患管理・早期受診・
早期治療の徹底につながる啓発充実等を検討する。
・脳卒中発症者状況調査等で脳卒中の発症状況の
把握・基礎疾患の適正管理状況の分析を行う。

心血管疾患 ・65歳以上の心不全年齢調整死亡率が男女とも
増加。
・慢性心不全の入院が多く、在宅や施設での心
不全の疾患管理が課題。特に高齢者に対して医
療だけでなく生活全般の支援が必要。

・益田圏域循環器対策調整会議等で、壮年期の生
活習慣改善・疾患管理・早期受診・早期治療の徹
底につながる啓発充実等を検討する。
・心不全の疾患管理＋ACPについて、医療・保
健・福祉と連携した対策を検討する。

糖尿病 ・人工透析患者が横ばい。原因疾患は糖尿病性
腎症が一番多い。
・働き盛りの歯周病有病率が増加。
・重症化リスクの高い未受診者やハイリスク者
の受診勧奨、保健指導の充実が必要。

・益田圏域糖尿病支援ネットワーク会議等で、糖
尿病の発症予防・重症化予防等の検討を継続。
・益田圏域糖尿病連携ファイルにより多職種連携。
・歯科医師会と連携した歯周疾患対策を継続実施。
・介護分野との医療ケアを検討する場を持つ。

精神疾患 ・入院者の高齢化、在宅サービスの地域格差、
社会資源の不足や長期入院等の課題があり、重
層的な支援体制構築が必要。
・認知症で生活困難な方の支援について、引き
続き対策・検討が必要。

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築を引き続き推進する。
・圏域版認知症チェックリストの活用、多職種の
対応力向上、認知症支援懇話会、認知症サポート
医連絡会等を継続する。 3



益田地域循環器疾患管理プロジェクト（仮称）展開イメージ（案）

多職種研修会
既存事業で

具体策の検討

圏域全体でパス・

ツールを動かす

4

〈R6〜〉
プラットフォーム

つくり

〈R5〉

◇医師同士の意見交換
→所長が調整

◇看護職同士の意見交換
→訪看ステーション協会益田支部
→看護協会益田支部
→病院看護部長・師長と情報交換

◇市町の保健活動の連携
→統括保健師連絡会
→各市町業務検討会

◇市町の医療介護連携
→市町会議（コア会議・ラーテル

の会・IK会議）

◇講演
「心不全治療を正しく知ろう」

「地域連携の進め方」

◇グループワーク
「心不全管理を地域全体で

考えよう」

◇健康増進課
循環器対策
・疾患管理の進め方
・患者管理ツールの検討
健康長寿しまね
・心不全、生活習慣病管理の啓発
・各市町保健活動の連携

◇医事・難病支援課
益田地域保健医療対策会議
・心不全連携パスの検討
・疾患管理に関する意見交換
各職能会議の参加
・看護師・管理栄養士等

◇地域包括ケア推進スタッフ
圏域課題解決に向けた取組
・各市町医療介護連携会議の参加
・多職種研修会の企画・実施



 評価と今後の推進体制 概要  
 

 

 
 

●現状・課題及び施策の方向（総括）  

 

 

 

 

 

 

●最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 【基本目標】 

 

【健康目標・行動目標】 

・8020 達成者の割合は増加し、県平均よりも高くなっています。 

・毎日２合以上飲酒する男性、毎日１合以上飲酒する女性の割合は増加しています。 
習慣的に喫煙している女性も増加しています。 

・運動習慣や歩行習慣をもつ者の割合は､男性は増加し、女性は減少しています。 

・65 歳以上の低栄養傾向の者の女性の割合は増加し､県平均よりも高くなっています。 

 

令和５年度に最終評価を行いました。令和６年度からは、二次医療圏域ごとの健康長

寿しまね推進計画は策定せず、県計画と一本化することになりますが、引き続き、構成

団体の皆さまと協力し、圏域の実情を踏まえて事業を推進してまいります。 

・平均寿命は男女とも延びていますが、目標値には達していません。 

・65 歳の平均自立期間は男女とも延びており目標を達成しています。 

今後は、｢県の目標＝圏域の目標」となりますが、圏域ごとに評価できる項目について
は引き続き評価を行う等、圏域取組についてのフィードバックを行ってまいります。 

・モデル地区活動で培った仕組みづくりを市町、関係機関で共有し、健康なまちづ
くりの取組を発展させ、住民主体の地区ごとの健康づくり活動を促進します。 

・生活習慣を改善するために、各ライフステージ（乳幼児から高校生、青壮年期、
高齢期）に応じて、生涯を通じた健康づくりを推進します。 

・啓発、ヘルスリテラシーの向上、研修体制の整備などの取組を進め、疾病の早期
発見、合併症予防・重症化予防を推進します。 

・多様な主体が健康づくりに取り組むプラットフォームづくりを行い、多様な実施
主体による連携のとれた効果的な県民運動を促進します。 

 
P2～4 の総括の内容は、県計画
(第三次)に益田圏域の状況とし
て盛り込まれています。 
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●今後の推進体制について 

（１）方向性 

・第三次健康長寿しまね推進計画（島根県健康増進計画）に基づき、圏域の実情を踏ま

えて事業を推進します。また、構成団体が一体となり、社会的機運を盛り上げ、住民

の先頭に立って取組の実践と拡大を図ります。 

・構成団体や関係団体など地域の多様な資源が協力し合い、楽しく健康づくり活動を推

進するための協議の場として「健康づくり魅力化プラットフォーム」を創設します。 

 

（２）「健康づくり魅力化プラットフォーム」について 

 ・メンバー：会長、副会長、部会長 ＋ 市町 ＋ 関係団体等（内容に応じて招集） 

・圏域課題や取組の枠組みの検討、人材育成など、魅力ある健康づくり活動を展開する
ための連携や共同の場（＝プラットフォーム）となることを目指します。 

・｢健康づくり魅力化プラットフォーム｣で検討した圏域課題や取組の枠組みに基づき、
推進会議で事業全体の運営を行い、構成団体や他の関係機関･団体との連携により事業
を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



益田圏域の病床機能の状況
医療法上の
位置づけ 一般病床 療養病床 一般

病床 病床
数計病床機能 高度急性期 急性期 地域包括ケア

亜急性期
回復期
リハ

地域包括ケア
回復期 慢性期

入
院
医
療
機
関

益田
赤十字
病院

4 36 236 276
ハイケアユ

ニット入院医
療管理料１

急性期一般
入院管理料

１
急性期一般入

院料１

益田地域医療C
医師会
病院

60 60 44 44 45 253
急性期一般入

院料４
地域包括ケア病棟

入院料３
回復期リハビ
リテーション
病棟入院料１

療養病棟入
院料１

特殊疾患病
棟入院料１

津和野
共存病院

49 49
急性期一般入院料
６（うち地域包括
ケア入院管理料

１︓36床）

よしか
病院

50 50
地域一般入院

料１

病床数計
4 36 346 109 44 44 45 628

（参考）
地域医療構想
必要病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
47 214 179 173 613

153 8940

R6.3.1〜 益田保健所

よしか介護医療院53
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医療法人橘井堂 

津和野共存病院等 

地域医療基本構想（第 4 期） 

及び 

経営強化プラン 
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（在宅療養支援病院と地域包括ケア病床）
１） 高齢化と過疎化の進展による限界集落化
２） 在宅療養の需要の増大
３） 自宅での看取りを支援する地域のサポート体制

③ 精神医療に関して ････････････････････････････････････Ｐ．２４
④ リハビリテーションについて ･･･････････････････････････Ｐ．２４
⑤ 医療機能等指標に係る数値目標 ･･･････････････････････････Ｐ．２５
⑥ 一般会計負担の考え方 ････････････････････････････････････Ｐ．２５
⑦ 住民の理解のための取組 ････････････････････････････････････Ｐ．２５

１） 津和野町の医療を守り支援する会との関わり
２） 津和野町地域医療協議会における情報提供等
３） 町広報誌、ホームページ等を活用した情報発信

（３） 新型コロナ対応に関する津和野共存病院の役割･･･････････････････････････Ｐ．２６
（４） 医師、看護師等の確保と働き方改革 ･･･････････････････････････Ｐ．２６

① 労務管理 ･････････････････････････････････････････････Ｐ．２６
１） 勤怠管理システムについて
２） 宿日直について
３） 宅直制度について
４） 時間外勤務について

② タスクシフト・シェア ････････････････････････････････････Ｐ．２６
③ 若手医師の確保について ････････････････････････････････････Ｐ．２６

１） 総合医研修プログラム
２） 他病院とのカンファレンス
３） 地域包括ケアによる学び
４） ICT環境の整備
５） 津和野町医学生奨学金
６） 継続的な医師派遣要請
７） （一社）しまね地域医療支援センターとの連携

④ 医療従事者の確保 ････････････････････････････････････Ｐ．２７
１） 処遇改善
２） 津和野町看護学生修学資金及び津和野町医療技術者等修学資金
３） 実習や見学の積極的な受け入れ
４） 医療従事者住宅等
５） 柔軟な働き方の推進

（５） 経営形態の見直し ･････････････････････････････････････････････Ｐ．２８



 
 

 

 

 

 

  

（６） 施設・設備の最適化 ････････････････････････････････････Ｐ．２８
① 計画的な修繕・改修の実施 ･･･････････････････････････Ｐ．２８
② 医療機器等の更新 ････････････････････････････････････Ｐ．２８
③ デジタル化への対応 ････････････････････････････････････Ｐ．２８

１） オンライン資格確認の利用促進
２） まめネットの活用
３） オンライン診療の運用体制構築に向けた検討、

オンライン面会の活用
４） サイバーセキュリティ対策

（７） 経営の効率化による事業計画 ････････････････････････････････････Ｐ．２９
① 経営指標に係る数値目標 ････････････････････････････････････Ｐ．２９

１） 収支見通しに用いた患者数推計
２） 収支見通しに用いた患者数推計に基づく病床稼働率の推計
３） 経費削減にかかる数値目標
４） 経常収支比率及び医業収支比率
５） 経営の安定に向けた目標値

② 目標達成に向けた具体的取組 ･･･････････････････････････Ｐ．３０
１） 収支改善に係る取組
２） 収入確保に係る取組
３） 経費削減に係る取組
４） 経営の安定性に係る取組

（８） 津和野共存病院経営強化プラン策定後の点検・評価・公表 ･････････Ｐ．３４
２ 介護老人保健施設せせらぎの見通し ････････････････････････････････････Ｐ．３５

（１） 収支状況 ･････････････････････････････････････････････Ｐ．３５
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Ⅰ．本報告書の目的 

津和野町が抱えている医療・介護・福祉における問題を解決するためには、将来像をビ

ジョンとして明確化すると共に、事業計画として数値化し、健全な経営基盤を築いていく

ことが重要と考えられます。 

この報告書は、事業計画を策定するに当たって、まずビジョンの明確化を目的として、

最新の調査データをもとに、町内の医療、介護施設のデータを付け加えました。 

その分析結果により、津和野町の地域医療・介護・福祉の課題と将来について津和野町

医療対策課と指定管理者である橘井堂で協議を行いました。 

また、これまで各地方公共団体において、再編・ネットワーク化や経営形態の見直しな

ど、病院事業の経営改革の取組が行われてきましたが、依然として、医師・看護師等の不

足、人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴う医療需要の変化、医療の高度化といった経

営環境の急激な変化等を背景とする厳しい状況が続いています。持続可能な経営を確保し

きれていない病院も多いことから、更なる経営強化の取組により、持続可能な地域医療提

供体制を確保していく必要があるとして、令和４年３月に総務省から「公立病院経営強化

ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）」が示され、公立病院は「公立病院経

営強化プラン」を策定することとなりました。これに基づいて、津和野共存病院等地域医

療基本構想（第４期）の内容にガイドラインで示された事項を付け加えました。 

 

 

Ⅱ．対象期間 

 令和６年度から令和９年度までの４年間とする。 

 

 

  



2 
 

Ⅲ．津和野町の医療の現状と課題 

１．施設概要（令和５年４月１日現在） 

病院名 津和野共存病院 

所在地 〒699-5604 島根県鹿足郡津和野町森村ﾛ 141 番地 

開設年月日 平成 20 年３月 31 日 

許可病床数 49 床（うち一般病床 13 床、地域包括ケア病床 36 床） 

標榜診療科 内科、神経内科、循環器内科、精神科、心療内科、 

小児科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科 

整形外科 

経営形態 指定管理（利用代行制） 

各種指定等（抜粋） 健康保険指定病院 

国民健康保険指定病院 

生活保護法指定病院 

労災保険指定病院 

結核予防法指定病院 

原爆被爆者指定病院 

島根県地域医療拠点病院 

 

 

２．津和野町の医療の需要について 

（１）津和野町の人口特性 

2020 年の国勢調査を用いて人口の推計を行いました。 

前回の調査（2015 年実施）で、7,638 人だった総人口は、2020 年は 6,874 人となってお

り、人口の減少は前回の推定（6,882 人）と同じように推移しています。 

また、高齢化の進展は、2025 年には 65 歳以上の人口が 50.8％と過半数になります。 

町全体で限界集落（高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態）になるわ

けですが、2020 年の人口分布のピーク（70～74 歳）が 2035 年には 85～94 歳となるため大

幅に減少し、ある意味、高齢化が若干減少することが予想されます。 
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限界集落の区分 

 
 
 
 
 
  

名称 定義 内容 名称 定義 内容

存続集落
55歳未満
人口比

50％以上

跡継ぎが確保されてお
り、共同体の機能を次
世代に受け継いでいけ
る状態

準限界集落
55歳以上
人口比

50％以上

現在は共同体の機能を
維持しているが、跡継ぎ
の確保が難しくなってお
り、限界集落の予備軍と
なっている状態

限界集落
65歳以上
人口比

50％以上

高齢化が進み、共同体
の機能維持が限界に達
している状態

消滅集落 人口　0

かつて住民が存在した
が、完全に無住の地と
なり、文字通り集落が消
滅した状態

津和野町人口推計
　※コーホート率法による

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

0 ～ 4 歳 196 170 145 122 101

5 ～ 9 歳 227 197 171 146 122

10 ～ 14 歳 238 226 196 170 145

15 ～ 19 歳 265 242 230 200 173

20 ～ 24 歳 139 141 130 122 107

25 ～ 29 歳 223 174 178 165 154

30 ～ 34 歳 294 233 182 185 172

35 ～ 39 歳 315 276 219 171 175

40 ～ 44 歳 368 313 274 218 170

45 ～ 49 歳 311 348 296 259 206

50 ～ 54 歳 378 310 347 295 258

55 ～ 59 歳 550 362 298 333 283

60 ～ 64 歳 672 545 359 295 330

65 ～ 69 歳 762 657 534 352 288

70 ～ 74 歳 607 748 644 524 345

75 ～ 79 歳 655 551 679 585 476

80 ～ 84 歳 671 562 472 579 496

85 ～ 89 歳 471 461 413 357 376

90 ～ 94 歳 229 253 257 241 215

95 歳 以上 67 105 126 134 131

総人口 7,638 6,874 6,150 5,453 4,723

4,684 4,244 3,783 3,400 2,941

61.3% 61.7% 61.5% 62.4% 62.3%

3,462 3,337 3,126 2,772 2,328

45.3% 48.5% 50.8% 50.8% 49.3%

準限界 準限界 限界 限界 準限界

集落 集落 集落 集落 集落

※夕張市　7，334人　52.2％（2020年国勢調査）

55歳以上人口

65歳以上人口

定　義
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性・年齢階級別にみた６５歳以上人口に占める介護サービス受給者数の割合

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 9５歳以上

男 2.3% 4.3% 7.9% 15.2% 28.4% 46.4% 66.8%

女 1.7% 3.8% 9.2% 21.7% 43.0% 64.3% 84.0%

資料：令和２年度介護給付費実態統計（厚生労働省）
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人口ピラミッドで比較すると、2,015 年に最も多数を占める 65～69 歳の層が、2,030 年

には 80～84 歳の層として、寿命を迎えられることがわかります。 

現在のピラミッドがそのまま 15 年持ち上がれば、三角形△になるべきところが、◇の

形になり、多数の方々が亡くなられることが想定されます。 

一方では厚生労働省の統計から、2022 年には 65.9％の方が医療機関で亡くなられてい

ます。（在宅での看取りを国は勧めていますが、独居者の場合自宅での看取りは現行では
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難しいことを考えると、津和野町内における医療施設の重要性が、この点からもわかりま

す。） 

今後においては、人口減少に伴い入院患者の減少により一般病床 49床の病棟維持が難

しくなりますが、病院施設は必要と考えます。 
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（２）津和野町における要介護高齢者の生活の場の変化 

 
津和野町内の特別養護老人ホームと老人保健施設の入居者の住所及び入所経緯の分析を

行いました。（津和野町介護事業サービスの将来像調査報告書より） 
老健せせらぎ→入所 34名、在宅→24 名、松ヶ丘病院→15 名が主な入所経緯となってい

ます。 

老健の入所者はほぼ津和野町内の入所であり、５割が自宅からの入所です。 

自宅→老健せせらぎ→特別養護老人ホーム 

自宅→特別養護老人ホーム 

松ヶ丘病院→特別養護老人ホーム 

以上が主要な津和野町の要介護高齢者のフローであると推定できます。 
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 27 
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平成 31 年３月からの移り変わりを見てみると、令和３年３月に平均介護度及び介護度別

の分布も低介護度へ変化しましたが、令和５年３月には平均介護度が上がり、介護度別の分

布も高介護度となっています。 

 

入居者調査（平成 31 年３月）       入居者調査（令和３年３月） 

 

入居者調査（令和５年３月） 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

せせらぎ
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1 81 88 64 79 71
2 91 89 70 82 73
3 101 91 76 84 76
4 91 92 85 82
5 92 92 89 83
6 94 94 89 86
7 94 96 95 88
8 96 97 91
9 99 100 92
10 93
11 95
12 97
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

小計 3 9 7 9 12
年齢平均 91.0 92.7 83.4 88.9 85.6

合計（人） 40
介護度平均 3.5
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限界集落化は、津和野町全体で均一に進むわけではないので、地区別の高齢化の進展を分

析してみました。 
縦軸は高齢化率、横軸は独居の高齢者数、円の面積はその地区の人口を示しています。 
津和野町の高齢化の特徴として、津和野地区が 356 名という最大の独居高齢者を抱えて

おり、2016 年と比較して 38 名の減少となっています。しかしながらこれは、むしろ津和野

町の人口の減少そのものの影響であり、津和野地区の高齢化は進展しています。 

他の地区では、畑迫のような高齢化率 59.5％の地区もあれば、小川地区のように 2016 年

と比較し、７年間で人口が 746 名から 624 名と大きく減少しているにも関わらず高齢化率

は減少している地区もあります。 

それぞれの地区ごとの置かれている状況（交通の便やその他の利便性、産業構成など）に

より違った対策を行う必要があることを示しています。 
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（３）地域の疾病特性と医療需要 

①入院患者の増減について 

厚生労働省の県別年齢別受療率を用いて、人口の変化がどのような影響を与えるかを推

計しました。2020 年で 123 名と推計された入院患者は、2035 年には 94 名と 23.2％の減少

となります。入院需要（人）の多い、循環器系や精神及び行動の障害、新生物、神経系の疾

患など軒並み減少するものと思われます。 
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疾病分類需要予測　（入院）

2020年 2025年 2030年 2035年

入院
需要

伸び率
入院
需要

伸び率
入院
需要

伸び率
入院
需要

伸び率

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

1  感染症および寄生虫症 1.3 100.0 1.3 97.4 1.2 91.3 1.1 80.0

2 新生物 13.8 100.0 12.8 93.0 11.6 84.5 10.1 73.0

3
血液、造血器の疾患
並びに免疫機構の障害

0.6 100.0 0.6 96.0 0.6 88.7 0.5 76.9

4
内分泌、栄養
及び代謝疾患

3.5 100.0 3.4 97.0 3.2 91.5 2.8 80.5

5 精神及び行動の障害 19.6 100.0 17.4 89.1 15.5 78.9 13.3 68.0

6 神経系の疾患 14.8 100.0 14.2 96.4 13.3 89.9 11.6 78.8

7 眼及び付属器の疾患 1.0 100.0 0.9 94.5 0.9 86.2 0.7 74.2

8 耳及び乳様突起の疾患 0.1 100.0 0.1 93.7 0.1 89.5 0.1 81.1

9 循環器系の疾患 20.8 100.0 20.2 97.0 19.0 91.2 16.7 80.1

10 呼吸器系の疾患 7.5 100.0 7.3 97.4 6.9 92.1 6.1 81.1

11 消化器系の疾患 5.3 100.0 5.0 95.8 4.7 89.4 4.1 78.5

12
皮膚及び
皮下組織の疾患

1.3 100.0 1.3 94.7 1.2 89.1 1.0 79.0

13
筋骨格系及び
結合組織の疾患

8.9 100.0 8.5 95.1 7.9 88.2 6.9 77.0

14 尿路性器系の疾患 5.3 100.0 5.1 96.3 4.7 89.7 4.1 78.3

15
妊娠、分娩
及び産じょく

0.6 100.0 0.5 87.6 0.5 80.5 0.4 73.8

16 周産期に発生した病態 0.2 100.0 0.2 85.3 0.2 71.8 0.1 59.4

17
先天奇形、変形
及び染色体異常

0.4 100.0 0.4 88.8 0.3 75.5 0.3 63.9

18
症状、徴候、異常臨床

異常検査所見
1.8 100.0 1.7 98.5 1.7 94.7 1.5 84.4

19
損傷、中毒及び
その他の外因の影響

14.9 100.0 14.4 96.9 13.6 91.2 11.9 80.3

20
健康状態に影響要因
保健サービス

1.2 100.0 1.2 96.1 1.1 89.6 1.0 79.1

123.1 100.0 116.8 94.9 108.1 87.9 94.5 76.8合計
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②入院患者受療行動について 

町内に住所を有する方の入院受療行動は以下のとおりです。これは、令和５年５月時点に

おける、国民健康保険（65 歳以上）及び後期高齢者医療制度の入院データによるものです。 

総入院患者数のうち町内での入院者数は 72名であり、割合は 34.3％となっています。 

 全体で見ると 19％の方が県外の病院で入院しており、実人数は 40名です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※データは令和５年５月時点 
 

  

感染症
及び寄
生虫症

眼及び
付属器
の疾患

筋骨格
系及び
結合組
織の疾
患

血液及
び造血
器の疾
患並び
に免疫
機構の
障害

呼吸器
系の疾
患

耳及び
乳様突
起の疾
患

循環器
系の疾
患

消化器
系の疾
患

新生物
神経系
の疾患

腎尿路
生殖器
系の疾
患

精神及
び行動
の障害

損傷，
中毒及
びその
他の外
因の影
響

他に分類

されない

症状、徴
候及び異

常所見

特殊目
的用
コード

内分
泌，栄
養及び
代謝疾
患

皮膚及
び皮下
組織の
疾患

不明 総計

津和野共存病院 1 5 2 3 2 27 3 2 5 2 14 1 4 1 72

益田赤十字病院 5 1 2 12 13 9 3 4 8 57

益田市医師会病院 2 2 1 2 2 6 15

松ヶ丘病院 11 8 19

六日市病院 2 1 3

島根県（益田圏域を除く） 2 2 4

山口県 4 1 7 1 6 3 4 5 1 1 1 34

その他県外（山口県除く） 1 1 1 1 2 6

総計 2 8 12 2 8 2 50 20 19 22 12 15 30 2 0 5 1 0 210

山口県

済生会　山口総合病院 3 4 1 1 9

医療法人　仁保病院 2 1 3

山口県厚生農協連合会
小郡第一総合病院

1 1 2

山口若宮病院 2 1 1 4

医）水生会　柴田病院 1 1

医療法人清和会　吉南病院 1 1

山口赤十字病院 1 2 3

山口大学医学部附属病院 4 4

玉木病院 1 1

萩むらた病院 1 1

萩慈生病院 1 3 4

萩病院 1 1

計 0 0 4 0 1 0 7 1 6 3 4 5 1 1 0 1 0 0 34

島根県（益田圏域を除く）

島根県立中央病院 1 1

浜田医療センター 1 1

西川病院 2 2

計 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4

その他（島根県及び山口県以外の府県）

広島赤十字・原爆病院 1 1

医療法人社団葵会　本永病院 1 1

公益財団法人　甲南会
甲南医療センター

1 1

兵庫県立がんセンター 1 1

社会医療法人美杉会　佐藤病院 1 1

独立行政法人労働者健康安全機構

和歌山労災病院
1 1

計 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
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入院患者受療行動 

 
 
 

 

 
 

益田赤十字病院 57 

益田医師会病院 15 

松ヶ丘病院   19 

その他県内病院  4 

六日市病院 3 山口県内病院 34 
その他県外病院 6 

津和野共存病院 72 



 
 

３．津和野町の医療の供給状況について 
 

医療・介護の提供体制を見るため、令和５年３月の橘井堂の看護・介護を担当する職員を

グラフ化してみました。 

縦軸が勤続年数、横軸が年齢、円の面積は、給与額を表しています。 

①勤続年数 14年が最多であり、医療法人橘井堂発足からのメンバーが主体であり、50

歳代以降が多い。 

②それ以外のメンバーは勤続年数、年齢がバラバラであり、勤続８年以下の看護師でよ

うやく毎期定期採用（１～２名）の採用となっている。 

③介護福祉士は勤続 10年以上の層（旧厚生連時代より引継ぎ）により、ようやく支え

られている。 
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Ⅳ．これまでの経過 

 
平成20年10月に津和野共存病院等地域医療基本構想が制定されました。 

また、同年12月の旧厚生連病院の経営破綻があり、この基本構想に基づき将来の津和野

町の地域医療を実現するため、医療法人橘井堂（以下「橘井堂」）が設立されて、津和野

共存病院他の指定管理者となりました。 

そして橘井堂による11年近くの運営を経て、令和元年に益田赤十字病院と津和野町で医

療機能連携支援協定が結ばれました。 
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津和野共存病院 津和野共存病院 津和野共存病院
津和野共存病院
老健せせらぎ

３ 階

一般病床６１床

３ 階

療養病床４９床

３ 階

療養病床４９床
（平成21年休止）

３ 階

療養病床は廃止

老健入所４６床

２ 階

一般病床５０床

２ 階

一般病床５０床

２ 階

一般病床５０床

２ 階

一般病床１６床
地域包括ケア病床
　　　　　３３床

計４９床

３階

入所１７床

東棟３階

入所１７床

東棟３階

入所１７床

２階

入所３３床

東棟２階

入所３３床

東棟２階

入所３３床

旧日原共存病院

３階

療養病床３６床

西棟３階

入所３６床

西棟３階

平成25年から休床

２階

療養病床３３床

西棟２階

入所３３床

西棟２階

入所３３床

益田赤十字病院
×

津和野町

令和元年、益田赤十字病
院と津和野町で医療機能
連携支援協定を締結

平成２１年 平成３０年

老健せせらぎ

平成１４年 平成１９年

老健せせらぎ 老健せせらぎ

津和野町医療・介護施設の変遷

平成２０年３月３１日

公設民営化

平成２５年

・地域包括ケア

病床導入 ２３

床

・一般病床２７

床

平成３０年１１月

老健移転

平成１９年

老健へ転換

施設の集中と

効率化病床数の再編
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津和野町と益田赤十字病院における医療機能連携（地域包括ケア） 
 
 
 
 
 

津和野町において           益田圏域において 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（経営資源の集中と効率化） 
津和野町は医療・介護の資源が潤沢にある

わけではなく、資源の一体化を図りなが

ら、その効率性を上げる事が求められる。 

圏域内の患者受療行動を見ても、圏域内の

患者の医療へのアクセスを維持していく

ことが必要である。 
 

①在宅医療・介護などの地域包括ケアの提

供に係る不採算経費 

②地域特有の理由により負担増となる医

療従事者確保のための経費 

①各医療機関の枠組みを超えた施策が求

められている 
②中山間地域における小規模病院の機能

の一部の代替えを推進するためにも、

医療連携機能を一体となって進める必

要がある 

医療機能連携により実現される事項 
 

安定して継続した医療を提供することが重要であり、そのために必要な人的資源を効率的に

配置できる体制とそれを支える経営組織の確立が求められる。 
①医療人材の確保 
②医療・介護施設の運営・経営支援、協力体制の構築 
③在宅療養の推進 

住民の点在化による在宅医療・介護の提供についての非効率化・不採算化の進行に対し、

共同して在宅療養推進のための組織を起ち上げる 
④災害時における相互協力・支援 

限界ある医療資源の効率的配置と各医療施設の効率的運営 
 
①患者・要介護者情報の一元化（すでに益田圏域で患者流入流出が起きている。） 
②統一的な連携推進方針の決定（グループ内の病床機能の分化・連携） 
③人事の一元化による過疎地域への医師派遣の実施と施設の運営・経営支援 
④人材確保の一元化が可能となる 

高齢者が、できる限り住み慣れた地域で、自立した生活を続けられるよう、地域の実情に

あわせて医療、介護、生活支援、予防、住まいのサービスを必要に応じて提供する。 
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津和野町と益田赤十字病院が医療連携を行う具体的メリット 

 

①これまでに構築してきた圏域病院間の機能分担、信頼関係の継続。 

②急性期と回復期の連携強化 

③回復期へのスムーズな移行と在宅支援の強化により、有効なベッド活用ができ、両病院の

収支向上が図られる。 

④これまで以上に医療従事者の人材確保が容易である。 

⑤津和野共存病院の院長ポストを含めた益田赤十字病院との医師相互派遣を実施すること

で、中・長期的にも安定した病院運営が期待できる。 

⑥不採算部門が生じた場合は、町が財政的支援を行う。益田赤十字病院の赤字リスクは解消

可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

急性期の患者 

回復期の患者 

診療所 

益田赤十字病院 

専門医 

津和野共存病院 

総合診療医 

老健 

訪問看護・訪問診療 医療人材の支援 

益田圏域 

地域医療連携 
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【津和野町医療・介護統括管理者について】 
今後の津和野町における医療・介護の提供体制を考えると、指定管理者である医療法人橘

井堂の管理体制を強化することが不可欠です。 

益田圏域の医療・介護連携に関してリーダーシップを発揮し、経営視点を含め医療確保や

診療管理等院長に示唆し、助言・指導する立場の人材が必要であることから、津和野町医療・

介護統括管理者を設置しています。（令和元年５月より） 

 

【津和野町医療・介護統括副管理者について】 

 津和野町医療・介護統括管理者に運営・経営面での助言をいただいておりますが、管理者

の業務範囲は現場指導等幅広く、膨大なものです。この助言や指導を受けて実務的に取り組

みを進めるため、管理者を補佐する役割を担う人材として、副管理者を設置しました。（令

和３年４月より） 

 

【島根県地域医療拠点病院について】 

津和野町の高齢化率はおよそ 50％であり、中心部から離れた地区においてはさらに高齢

化が進み、多くの課題を持つ地区もあります。 

 町としては、それらの地区にも安定した医療の提供を行う責任があるため、住民の医療を

確保することを目的として、令和３年度に島根県より町内の２地区（木部、須川）に対し無

医地区の認定を受け、さらには津和野共存病院が地域医療拠点病院として認定されました。 

 ２つの無医地区においては、地域公共交通の利便性や、今後運転免許証の返納等により移

動が困難な住民が増加することが予測されることから、公民館施設を活用した巡回診療を

実施しています。 
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Ⅴ．津和野町における、今後の医療・介護・福祉の展開及び 

経営強化プランについて 
 
１．津和野共存病院についての見通し 

（１）収支状況 
（単位：千円） 

 
 

 

  

H31決算額 R２決算額 R３決算額 R４決算額

医業収益 635,513 628,519 652,162 665,761

入院収益 450,542 461,009 471,871 472,158

外来収益 145,549 131,598 128,400 144,798

その他医業収益 39,422 35,912 51,891 48,805

医業外収益 142,335 252,951 138,812 160,027

受取利益配当金 1 1 1 1

負担金交付金 121,906 203,501 111,789 119,252

その他医業外収益 16,452 15,476 20,205 16,631

補助金 2,161 33,322 6,817 24,143

長期前受金戻入 1,815 651

特別利益 9,702 335 12,830

収益的収入 777,848 891,172 791,309 838,618

医業費用 752,032 874,100 770,496 779,827

給与費 24,083 24,286 25,150 21,318

経費 697,549 820,979 717,466 729,652

減価償却費 30,400 28,835 27,880 28,857

医業外費用 8,761 7,320 8,007 5,131

支払利息 6,695 5,906 5,515 5,131

その他 2,066 1,414 2,492 0

特別損失 784 1,840

収益的支出 761,577 881,420 778,503 786,798

差し引き 16,271 9,752 12,806 51,820
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入院、外来収益を見ると、入院収益は緩やかな伸びを見せており、外来収益はコロナ禍に

よる受診控えも影響しましたが、令和４年度の収益は平成 31 年度の水準に回復しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H31決算額 R2決算額 R3決算額 R4決算額
収益的収入 777,848 891,172 791,309 838,618
収益的支出 761,577 881,420 778,503 786,798
差し引き 16,271 9,752 12,806 51,820
負担金交付金 121,906 203,501 111,789 119,252

H31決算額 R2決算額 R3決算額 R4決算額
入院収益 450,542 461,009 471,871 472,158
外来収益 145,549 131,598 128,400 144,798

津和野町病院事業会計の収支は、平成 31 年度に大幅に改善され、以降はある程度の

ばらつきはあるものの、収入の増加に比べて支出の増加が押さえられています。 
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外来は、診療単価は緩やかに増加、患者数はコロナ禍もあり令和３年度まで減少を続けま

したが、令和４年度には多少回復しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H31 R2 R3 R4

一日当たり平均外来患者数（人） 77.1 66.6 63.6 71.9

一日当たり診療単価（円） 7,851 8,095 8,348 8,528

入院の収益増加を細かく見ると、単価の上昇傾向と、一日当り平均病床稼働が 80％（一

日あたり平均患者数÷病床数）前後を維持していることがわかります。 

一日当たり平均入院患者数（人） 一日当たり診療単価（円）

H31 R2 R3 R4 H31 R2 R3 R4

38.4 38.2 40.2 40.0 31,919 33,159 32,339 33,505

一日当たり平均病床稼働率（％）

H31 R2 R3 R4

78.4 78.0 82.0 81.6
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（２）地域医療構想を踏まえた津和野共存病院の役割と将来像 

 
①津和野共存病院の役割について 

津和野町は医療・介護の資源が潤沢にあるわけではなく、資源の一体化を図りながら、そ

の効率性を上げることが求められています。 
今後は津和野共存病院を津和野町唯一の入院施設として、高度な医療を除き機能を絞る

ことをせず、 
ⅰ町内の医療を担う中核施設、 
ⅱ在宅医療・へき地医療の支援病院、 
ⅲ津和野町の特定健診・保健指導・予防医療などの町民の健康管理センター 

に位置づけ、地域の診療所や保健福祉施設等と連携し、住民健康支援のためのネットワーク

の構築をめざします。 
入院施設としては、 
ⅰ内科系急性期の入院施設 
ⅱ回復期の入院施設  
ⅲ急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた回復期医療 

などの機能を果たす必要があるが、現状の病棟稼働率と確保できる人員（医師・看護師）か

ら検討すれば、１病棟体制が基本となります。 
また、医師不足などから平成 25 年 12 月より夜間救急外来を閉診していますが、開業時

間内においては可能な限り救急医療体制を維持しています。 
津和野共存病院で可能な内科系救急患者の受け入れや、益田広域消防とも連携して電話

でのトリアージ(最善の治療を尽くすための優先順位の決定)を行い、益田圏域のみならず県

外総合病院を含めての転搬送など地域の救急医療を行います。 
なお、医師の確保が出来れば、病棟の稼働率が上がり、収益が向上するという議論もある

が、医師確保は短期的に解消出来る状況にはなく、問題の解決を医師確保に求めるのは現実

的ではないと思われます。 
 

②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割（在宅療養支援病院と地域包括ケ

ア病床） 
平成 26 年４月の診療報酬改定において、地域包括ケア病床が新設されました。 

これは、急性期後の受入や在宅での急性増悪患者の受入をはじめとする地域包括ケアシ

ステムを支える病棟の充実が求められていることから新たな評価が新設されたものです。 

益田圏域における急性期や介護施設との機能分化のためにも受け皿としての地域包括ケア

病床は必要です。 

また、津和野町の目指す在宅重視の体制と津和野共存病院の入院患者像から言うと、地域

包括ケア病床が最もマッチしていることから、増床も検討（病床の総数は変更しない）する

必要があります。 
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在宅療養支援病院として、入院施設から在宅医療に軸足を移す理由と課題は以下のとお

りです 

１）高齢化と過疎化の進展による限界集落化 

津和野町は過疎化の進展とともに、入院患者数は将来的に減少していくことが予想

されます。一方では、高齢化の進展により、長期入院の必要はないが、慢性的疾患を抱

え、継続的な在宅療養が必要であり、かつ限界集落化した地域では、通院が困難な高齢

者世帯が増加することが予想されます。 

高齢者調査の中で、津和野地区のように準限界集落化しているものの、356 人の独居

高齢者を抱えている地域があると指摘しましたが、むしろ病院や買物施設のある津和

野地域だからこそ独居高齢者が生活できる条件があるとも言えます。 

 

２）在宅療養の需要の増大 

現在では、８割の方が病院で死を迎えていますが、人生の最後は、自宅で過ごしたい

と希望される方が、近年増えてきています。 

 

３）自宅での看取りを支援する地域のサポート体制 

在宅では家族が看取ることになりますが、独居の高齢者が増えつつある現状では、地

区単位で看取りの体制を作っていくことが重要です。 

今後、収支に関わらず在宅看取りは必要だと考えますが、自宅での看取りが厳しい独

居高齢者等に対しては、空家等を活用して医療近接型住宅を設置するなどの対策を協

議し、住み慣れた町で安心して最期を迎えられるよう取り組みを進めます。 

 

③精神医療に関して 

精神疾患を持つ患者の地域移行が求められていることや、うつ病・認知症等患者及び高齢

化に伴う身体合併症を有する方の増加により、精神医療のニーズが高まっていることなど

を踏まえ、新たに精神科及び心療内科を設置し、総合的に必要な医療を提供します。また、

専門の医療機関と連携し、必要に応じて紹介をします。 
 

④リハビリテーションについて 

腰痛や肩こりなど体の痛みへの対応に関するニーズを受け、新たにリハビリテーション

科を設置しました。リハビリ治療のほか、総合的にケアできるよう診察します。 
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⑤医療機能等指標に係る数値目標 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

⑥一般会計負担の考え方  

公立病院の運営に当たり、自治体からの一般会計負担金については、地方公営企業法第 

17 条の２第 1 項（経費の負担の原則）において、「その性質上、当該病院の経営に伴う収

入をもって充てることが適当でない経費」、「当該病院の性質上、能率的な経営を行ってもな

おその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」

と規定されています。 

津和野共存病院は人口の少ない地域での運営を行っており、不採算部門も担っているこ

とから、総合的な医療を継続的に供給するためには、経営強化の面から必要な負担金となっ

ています。 

繰入基準内で収めるために、収益の確保、経費の節減に努め、経営の安定化を図ります。 

 

項目名 内容 

病院の建設改良に要する経費  ・企業債元利償還金（１/２） 

不採算地区病院の運営に要する経費 ・非常勤医師給与に係る経費 

経営基盤強化対策に要する経費 ・病院事業会計に係る共済追加費用の負担

に要する経費 

医療従事者の確保対策に要する経費 ・処遇改善（基本給、各種手当） 

 

 

⑦住民の理解のための取組 

今後５年間において津和野共存病院が担う役割・機能に大幅な見直しの予定はないもの

の、この地域で津和野共存病院が存続していくためには、住民ニーズを適切に把握し、必要

な医療サービスを提供することが求められます。 

このため、津和野共存病院は、具体的に以下の取組を行います。 

 

１）津和野町の医療を守り支援する会との関わり 

   平成 25年に住民が主体となって発足したこの会は、津和野共存病院が地域の中心的

な医療機関として存続していけるよう様々な活動を行う、会員約 60 名の組織です。 

   津和野共存病院は、この会が実施する医療学習会の講師として医師を派遣するなど

連携し、地域医療に関する情報提供等を行います。 

 

 

２）津和野町地域医療協議会における情報提供等 

   医療関係者や福祉関係者、住民代表等を委員として構成されるこの会では、予算決算

の状況、病院事業運営の概況などについて協議、意見交換を行っており、津和野共存病

院に対する要望やニーズの適切な把握に努めます。 

 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

実績 実績 見込

訪問診療（件） 244 261 250 240 230 220 210

訪問看護（件） 1,818 1,737 1,600 1,500 1,300 1,300 1,300

リハビリテーション（件） 1,033 2,788 2,226 2,200 2,000 2,000 2,000

在宅復帰率（％） 78 78 76 75 75 75 75

臨床研修医受入（人） 4 7 14 10 10 10 10
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３）町広報誌、ホームページ等を活用した情報発信 

   町広報誌や町ホームページへの記事掲載、また病院ホームページやＳＮＳなどの媒

体を活用した情報発信を行い、気軽に通院できる身近な医療機関として広く周知して

います。 

 

 

（３）新型コロナ対応に関する津和野共存病院の役割 
今般の新型コロナウイルス感染症について、院内クラスターの発生に留意しながら、病院

の運営を行います。 

 津和野共存病院は新型コロナウイルス感染症の入院協力医療機関となっており、診療・検

査医療機関にも指定されていることから、保健所や益田赤十字病院等と連携し、PCR 検査等

を実施するとともに、自宅療養者、自宅待機者への健康観察や健康相談などを実施します。 

また、新型コロナワクチン接種についても、町担当課と協議の上、可能な限り対応に向けて

協力をします。 

 
 
（４）医師、看護師等の確保と働き方改革 
 充実した医療を提供するために、医師や看護師をはじめとした医療従事者の確保は大変

重要です。魅力のある病院となるよう人材確保に注力するとともに、令和６年度からの「医

師の働き方改革」により勤務医の労働を管理することで、時間外労働時間の縮減等働き方の

適正化に向けた体制を構築し、勤務医の健康確保を目指します。 

 
①労務管理 

１）勤怠管理システムについて 

全職員について勤怠管理システムによる出退勤及び休日取得管理を行っています。 

 

２）宿日直について 

宿直は 17：30 から翌 8：30 まで、日直は 8：30 から 17：30 までとし、宿直明けの医

師を連続して勤務させないよう調整して負担の軽減を図っています。また、宿日直は常

勤医師が中心となり交替制で行っていますが、島根大学医学部附属病院をはじめとし

た他病院の医師にも支援を依頼し、過重とならないよう管理しています。 

 

３）宅直制度について 

医師の負担軽減のため、所定労働時間外は自宅などで待機して、病院からの呼び出し

があればすぐに病院に出向いてもらう宅直制度を導入しています。 

 

 ４）時間外勤務について 

常勤医師について、Ａ水準（時間外労働が年間 960 時間以内）を超える時間外超過

勤務を行うことはない労務環境となっています。 

 

②タスクシフト・シェア 

医療クラークを配置し、電子カルテの入力支援や、診断書・意見書作成支援、診療関連デ

ータ管理などの事務負担軽減を行っています。 

 
③若手医師の確保について 

１）総合医研修プログラム 

  総合医研修プログラムの実施医療機関として若手医師の教育に努め、若手医師確保

に繋げます。 
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 ２）他病院とのカンファレンス 

   益田赤十字病院とオンラインによるカンファレンスを実施し、医療の質の向上を目

指すことで魅力ある病院となるよう努めます。 

 

 ３）地域包括ケアによる学び 

地域包括ケアの推進に関連して、町内にある病院、診療所、介護老人保健施設、特別

養護老人ホーム等との関わりを経験できる学びの場を提供し、今後のキャリア形成に

役立つ教育を行うことで、医師確保に繋げます。 
 

 ４）ICT 環境の整備 

全館に Wi-Fi 環境の整備を行い、院内のインターネット環境を整えました。デジタル

技術を活用し、業務の効率化や負担軽減に努めます。 

 

 ５）津和野町医学生奨学金 

医師を確保するため、津和野共存病院で勤務する意思のある医学生に対する奨学金

貸与事業を実施しています。貸与機関の 1.5 倍に相当する期間を津和野共存病院で勤

務することで、全額返済免除となります。この制度を PR し、医師確保に繋げます。 

 

６）継続的な医師派遣要請 

これまでも津和野共存病院に医師を派遣していいただいている、島根県や島根大学

医学部附属病院、山口大学医学部附属病院等に対し、継続的に医師の派遣を要請し、医

師の確保に努めます。 

 

７）（一社）しまね地域医療支援センターとの連携 

若手医師の支援をする（一社）しまね地域医療支援センターと連携し、地域枠医師等

と継続して関わるよう努めます。 

 

④医療従事者の確保 

 １）処遇改善 

   圏域病院の水準を目指し、給与や手当等の処遇改善を行っています。 
 
 ２）津和野町看護学生修学資金及び津和野町医療技術者等修学資金 

看護師をはじめとして理学療法士、作業療法士等様々な職種の医療従事者を確保す

るため、津和野共存病院等で勤務する意思のある看護学生等に対して修学資金の貸与

事業を実施しています。資格取得後ただちに津和野共存病院等で５年間勤務すること

で、全額返済免除となります。 

 

３）実習や見学の積極的な受入れ 

島根県立大学が実施するフィールド学習や、保健所が行う地域医療実習など、看護学

生等を積極的に受入れ、津和野共存病院や地域医療の魅力を発信します。 

 

４）医療従事者住宅等 

町が所有する医療従事者住宅はもとより、町営住宅や民間の住宅に関する情報を収

集して住まいを確保することで、通勤等に係る負担を軽減するとともに、職員の定住に

向けて取り組みます。 
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５）柔軟な働き方の推進 

子育てとの両立ができるよう育児短時間勤務の取得や子の看護休暇の取得など、働

きやすい勤務環境の整備に努めます。 

 
 
（５）経営形態の見直し  
旧経営母体の経営破綻に伴い、「医療の灯は消さない」との判断から平成 20 年に町が病

院施設及び設備を購入しました。以降は指定管理者制度を導入し、利用代行制による管理運

営を続けています。 
経営形態には自治体による直営方式などいくつかあり、それぞれに利点はありますが、経

営・運営のノウハウを持つ医療法人に任せることで、効率的な経営・運営を継続できるよう、

今後においても現在の経営形態である指定管理者制度を活用した公設民営とします。 
なお、利益優先の考えのみではなく、不採算地区における病院の役割と責任を果たすこと

や、地域包括ケアシステムの推進など、町の施策との緊密な連携を図ります。 
 
 
（６）施設・設備の最適化  
①計画的な修繕・改修の実施 

現病院施設は建築から 30 年以上が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいるため、計

画的に施設・設備を修繕する必要があります。 
限られた予算の中で維持管理をしなければなりませんので、中長期的な維持管理・更新

等に係る費用の縮減や予算の平準化を目的に、「津和野共存病院等個別施設計画」を令和

５年度中に策定することとしています。 
 
②医療機器等の更新 

医療機器等の設備について、耐用年数を経過したものを順次購入もしくはリースによ

り、診療等に支障をきたすことのないよう更新します。 

医療機器等の購入については、主な財源を過疎債及び公営企業債としており、機器の耐

用年数などを考慮しつつ更新・購入の優先順位を付け、財源の確保については財政担当課

とも協議をしながら整備を進めます。 
 
③デジタル化への対応 

１）オンライン資格確認の利用促進 

令和３年 11 月にマイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認）の運

用を開始しました。保険資格の確実な確認を行うとともに、診療情報及び薬剤情報や特

定健診情報の閲覧が可能となっています。 

利用促進に向けた取組については、院内でのポスター掲示や職員による声掛けを通

じた利用の普及・啓発を行います。 

 

 ２）まめネットの活用 

これは、島根県にお住いの方の医療や介護の情報を、県内の様々な機関で共有するネ

ットワークです。病院・診療所間のカルテ情報の共有や主に訪問系サービスを提供する

事業所間での情報共有を行っています。 

町内にお住まいの方がまめネットに登録することで、医療や介護のサービスをスム

ーズに受けることができ、ご本人やご家族の負担を軽減することができます。 

   津和野町においては、令和５年 10月末時点で 1,951 人（人口の約 29.4％）がまめネ

ットに登録されており、今後も登録者数が増えるよう施設利用者様に直接お声がけす

る等、引き続き周知に努めます。 
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３）オンライン診療の運用体制構築に向けた検討、オンライン面会の活用 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、時限的・特例的な対応として電話や情報通信

機器を用いた診療が可能となったことを踏まえ、令和２年度に全館での Wi-Fi 環境の

整備、タブレット端末の整備など、オンライン診療やオンライン面会のための環境整備

を行いました。 

情報通信機器を用いた診療については、令和４年度から恒久化され、診療報酬におい

ても新たな評価がなされたほか、患者の利便性の向上にも資するものであるため、ニー

ズや必要性を踏まえながら、より実践的な運用体制の構築に向けた検討を行います。 
 
４）サイバーセキュリティ対策 

近年、病院がサイバー攻撃の標的とされる事例が増加しています。 
医療において扱われる情報は、極めてプライバシーに特化した情報であるため、厚生

労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を踏まえ、管理部の職

員を対象とした情報セキュリティに関する研修の受講や、非常時に備えたバックアッ

プ体制の確保など、情報セキュリティ対策の徹底に努めます。 
 
 
（７）経営の効率化による事業計画 

各年度別の目標値等は以下のとおりであり、収支においては各年度とも経常黒字化

を目標とします。 

 

①経営指標に係る数値目標  

 

 

 

 

 

 

 

入院患者数は、病床稼働率 80％以上を維持していますが、令和５年度の 80％（見込）

を基準として毎年 0.2％ずつの減少を見込んでおり、稼働率を基に算出した人数として

います。 

外来患者数は人口減少を考慮し、毎年 2％の減少を見込んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標達成に向けた具体的な取組として、指定管理者制度の継続による、若手職員を確

保するための給与システムを含めた処遇改善と、収入に見合った適正な人件費のコン

トロールを行います。 

１）　収支見通しに用いた患者数推計
R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

実績 実績 見込

入院患者数（人） 14,664 14,587 14,308 14,272 14,236 14,200 14,164

外来患者数（人） 15,412 17,395 17,047 16,706 16,371 16,043 15,722

計 30,076 31,982 31,355 30,978 30,607 30,243 29,886

２）　収支見通しに用いた患者数推計に基づく病床稼働率の推計
R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

実績 実績 見込

病床数 49 49 49 49 49 49 49

　うち一般病床 13 13 13 13 13 13 13

　うち地域包括ケア病床 36 36 36 36 36 36 36

年延稼働病床数 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885

年延入院患者数 14,664 14,587 14,308 14,272 14,236 14,200 14,164

病床稼働率 82.0% 81.6% 80.0% 79.8% 79.6% 79.4% 79.2%
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※一般会計負担金は医業外収益としているため、医業収支比率と修正医業収支比率は同数値となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②目標達成に向けた具体的な取組  

 １）収支改善に係る取組 

・医業収益の増加及び医業費用の適正化により、経常収支比率 100％以上の確保を図ります。 

・情報収集に努め、国県補助金等活用可能な財源の確保を図ります。 

 

 ２）収入確保に係る取組 

・情報共有の推進、地域連携の強化、地域包括ケア病床の活用により、効率的な病床運用を

図り、病床稼働率 80％以上の維持に努めます。 

・10 対１看護基準の維持、診療報酬の新たな加算届出のための体制整備、診療報酬の請求

漏れ防止、地域包括ケア病床の活用により、診療単価の増加を図ります。 

・総合診療医の役割について、住民の理解を深めるための周知を行い、受診数の増加に努め

ます。 

・町の担当部署との連携により、健診や人間ドックなどの受診機会の確保に努めます。 

・積極的な情報収集・情報提供を行い、紹介・逆紹介の推進及び円滑な入退院調整に努めま

す。 

 

３）経費削減に係る取組 

・高額な医療機器の購入については、費用対効果等を考慮し、必要性を検証します。 

・入札の実施や適切な発注単位により、物品購入に係る仕入価格の削減に努めます。 

・薬品在庫の適正管理及び後発医薬品への切り替えにより、材料費の抑制を図ります。 

・施設について計画的な改修により長寿命化を図り、費用の縮減を図ります。 

 

 

 

５）　経営の安定に向けた目標値
R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

実績 実績 見込み （2024年度） （2025年度） （2026年度） （2027年度）

常勤医師数（人） 7 7 8 8 8 8 8

企業債残高（千円） 360,006 325,827 387,501 418,269 389,121 354,688 313,540

３）　経費削減にかかる数値目標
R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

実績 実績 見込

100床当り職員数（人） 148 157 155 155 155 155 155

後発医薬品使用割合 95.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0%

４）　経常収支比率及び医業収支比率
R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

実績 実績 見込

経常収支比率（％） 101.6% 104.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

医業収支比率（％） 84.6% 85.4% 81.2% 80.7% 80.8% 80.9% 81.1%

修正医業収支比率（％） 84.6% 85.4% 81.2% 80.7% 80.8% 80.9% 81.1%
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４）経営の安定性に係る取組 

・医療従事者の確保・育成に努め、効率的な医療の提供を行うことにより患者数を確保し、

入院収益・外来収益を確保します。 

・医療従事者に係る必要な処遇改善を実施し、働きやすい魅力ある職場となるよう努めま

す。 

・不採算地区における医療サービスの提供、地域包括医療・ケアシステムの推進など、地域

の状況や町施策を勘案し、相応な一般会計による負担に努めます。 
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収益的収支 
 （単位：千円） 

 
 

 

　　 年 度
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

 区 分 決算額 決算額 見込額

１. 652,162 665,761 652,281 647,302 642,389 637,539 632,750

(1) 600,271 616,956 599,412 594,437 589,526 584,679 579,894

471,871 472,158 467,544 465,206 462,880 460,566 458,263

128,400 144,798 131,868 129,231 126,646 124,113 121,631

(2) 51,891 48,805 52,869 52,865 52,863 52,860 52,856

２. 138,812 160,027 161,680 165,583 163,176 160,098 157,589

(1) 111,789 119,252 146,180 150,083 147,676 144,598 142,089

111,789 119,252 146,180 150,083 147,676 144,598 142,089

(2)

(3) 6,817 24,143 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

(4) 20,206 16,632 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

(A) 790,974 825,788 813,961 812,885 805,565 797,637 790,339

１. 770,496 779,827 802,997 802,250 795,245 787,628 780,646

(1) 25,150 21,318 26,125 26,149 26,174 26,198 26,222

12,855 10,365 13,091 13,104 13,116 13,129 13,141

2,077 2,111 2,128 2,130 2,132 2,134 2,137

10,218 8,842 10,906 10,915 10,926 10,935 10,944

(2)

(3) 717,466 729,652 748,487 741,006 733,601 726,269 719,010

717,219 729,262 748,059 740,578 733,173 725,841 718,582

(4) 27,880 28,857 28,385 35,095 35,470 35,161 35,414

(5)

２. 8,007 10,818 10,964 10,635 10,320 10,009 9,693

(1) 5,515 5,131 4,764 4,435 4,120 3,809 3,493

0 0 10 10 10 10 10

(2) 2,492 5,687 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200

(B) 778,503 790,645 813,961 812,885 805,565 797,637 790,339

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) 12,471 35,143 0 0 0 0 0

１. (D) 335 12,830

２. (E) 1,840

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 335 10,990 0 0 0 0 0

12,806 46,133 0 0 0 0 0

他 会 計 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

他 会 計 補 助 金

一 時 借 入 金 利 息 分

そ の 他

収
 

 
 
 
 
 

 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

入 院 収 益

外 来 収 益

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

医 業 外 収 益

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

経 常 収 益

特

 

別

 

損

 

益

特 別 利 益

う ち 他 会 計 繰 入 金

特 別 損 失

う ち 薬 品 費

経 費

う ち 委 託 料

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

支
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 手 当

そ の 他

材 料 費

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

経 常 費 用

純 損 益 (C)＋(F)
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資本的収支 
 （単位：千円） 

 
 

 

経営指標（再掲） 
 

 

 

 

 

 

 
※用語の説明 

経常収支比率 医業費用、医業外費用に対する医業収益、医業外収益の割合を表し、通常の病院活

動による収益状況を示す指標。数値が 100％未満の場合、赤字であることを示して

おり、経営改善に向けた取組が必要。 

  

医業収支比率 病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する医業収益の割合を示す指

標。医業費用が医業収益によってどの程度賄われているかを示す。 

  

修正医業収支比率 病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する修正医業収益の割合を示

す指標。医業費用が、医業収益から他会計負担金、運営費負担金等を除いたもの（修

正医業収益）によってどの程度賄われているかを示す。 

　　 年 度
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

 区 分 決算額 決算額 見込額

１. 36,800 4,800 99,300 67,000 25,000 29,000 28,000

２.

３. 18,963 19,490 18,812 18,116 27,073 31,716 34,574

18,963 19,490 18,812 18,116 27,073 31,716 34,574

４.

５.

６.

７.

８.

９.

(A) 55,763 24,290 118,112 85,116 52,073 60,716 62,574

１. 36,905 4,840 99,345 67,000 25,000 29,000 28,000

２. 37,927 38,980 37,626 36,232 54,147 63,433 69,148

37,927 38,980 37,626 36,232 54,147 63,433 69,148

３.

４.

(B) 74,832 43,820 136,971 103,232 79,147 92,433 97,148

差　引　不　足　額　(B)－(A) 19,069 19,530 18,859 18,116 27,074 31,717 34,574

工 事 負 担 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

収 入 計

収
　

　
　
　
　
　

入

企 業 債

資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

支 出 計

支
　

　
出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

う ち 建 設 改 良 の た め の 企 業 債 分

う ち 災 害 復 旧 の た め の 企 業 債 分

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

う ち 繰 延 勘 定

　　 年 度
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

 区 分 確定値 確定値 見込

経常収支比率（％）　（経常収益÷経常費用） 101.6% 104.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

医業収支比率（％）　（医業収益÷医業費用） 84.6% 85.4% 81.2% 80.7% 80.8% 80.9% 81.1%

修正医業収支比率（％） 84.6% 85.4% 81.2% 80.7% 80.8% 80.9% 81.1%
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（８）津和野共存病院経営強化プラン策定後の点検・評価・公表 
本構想及び強化プラン策定後の各種取組の達成状況については、津和野町地域医療協議

会において報告し、その達成度合などを点検・評価し、その後の方針について検討を行いま

す。 

また、津和野共存病院を取り巻く社会情勢、圏域内外の医療機関の動向を踏まえながら、

必要に応じて年度単位で改定を行い、その時点における医療ニーズを的確に把握し、実効性、

現実性のある計画になるよう PDCA サイクルの確立に向け点検、評価していきます。 

評価の内容として、数値目標を掲げているものについては、その到達度（達成、未達成）

によって判断し、数値目標を掲げていない項目（例：ホームページ、広報誌等を活用した情

報発信を行うなど）については、どの程度実行できたのか（回数、効果）客観的に考察しま

す。 

さらに、必要に応じてホームページ等の媒体を利用して公表を行い、地域住民と情報を共 

有できるよう努めます。  
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２．介護老人保健施設せせらぎの見通し 
（１）収支状況 

老健せせらぎは、訪問看護事業と同一会計になっていますが、訪問看護を差し引きすれば、

介護老人保健施設事業収入及び介護老人保健施設事業費ベースで、平成 30 年 11 月の移転

前から続いていた赤字が、令和２年度にはようやく 1,723 千円の黒字となりましたが、令和

３年度以降は再び赤字となっています。 

 

（単位：千円） 

 
 

  

H31決算額 R２決算額 R３決算額 R４決算額

介護老人保健施設事業収入 246,239 259,198 264,561 258,734

施設療養費収入 218,188 228,912 232,735 228,217

入所者療養費 121,507 130,884 128,814 121,832

短期入所者療養費 54,292 52,454 58,885 59,630

通所者療養費 42,389 45,574 45,036 46,755

施設利用料収入 27,934 30,082 31,621 30,344

室料収入 7,337 7,583 7,780 7,217

食材料費 18,265 20,040 21,453 21,302

その他収入 2,332 2,459 2,388 1,825

その他事業収入 117 204 205 173

県補助金 237 469 393 628

繰入金 39,605 2,399 8,172 25,459

繰越金 6,272 14,311 19,018 19,019

収入合計 292,353 276,377 292,144 303,840

介護老人保健施設事業費 273,737 257,475 270,717 280,962

交付金 273,737 257,475 270,717 280,962

支出合計 273,737 257,475 270,717 280,962

差し引き 18,616 18,902 21,427 22,878
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（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 部門別の収入の推移を見ると、短期入所及び通所収入は少しずつ伸びてはいるものの、入

所収入は令和２年度をピークに減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

H31決算額 R２決算額 R３決算額 R４決算額

入所者療養費収入 121,507 130,884 128,814 121,832

短期入所者療養費収入 54,292 52,455 58,885 59,630

通所者療養費収入 42,389 45,574 45,036 46,755

H31決算額 R２決算額 R３決算額 R４決算額

介護老人保健施設事業収入 246,239 259,198 264,561 258,734

介護老人保健施設事業支出 273,737 257,475 270,717 280,962

差し引き ▲ 27,498 1,723 ▲ 6,156 ▲ 22,228

収入と支出の差引を見ると、令和２年度以降費用の増大に対して、介護老人保健施設

事業収入が伸び悩んでいます。 
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短期入所の利用者数の動きを見ると、利用者数は令和２年度でいったん減少したものの、

令和３年度以降は増加傾向にあります。また、一日当りの平均単価は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者数（人） 収益

区分 １日当たり平均利用者数 １日当たり単価（円）

H31 R２ R３ R４ H31 R２ R３ R４

入所 28.0 30.1 29.7 26.3 12,324 12,184 12,003 12,686

利用者数（人） 収益

区分 １日当たり平均利用者数 １日当たり単価（円）

H31 R２ R３ R４ H31 R２ R３ R４

短期入所 12.8 12.0 13.0 13.9 11,127 11,447 11,986 12,296

入所の利用者数と一日当り単価の動きを見ると、平成 31 年度以降は単価が増加傾向

にあるものの、利用者数は令和３年度から減少しています。 
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通所の利用者数と一日当り単価の動きを見ると、令和３年度に利用者数が減少したもの

の、令和４年度では増加しました。平均単価は R3年度に増加し、一定の水準を維持してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）せせらぎの将来像 
施設の集中と効率化により、平成 30 年に津和野共存病院３階へ移転し、46床に減床しま

した。収益を出すために 80％以上の稼働を継続するよう努めますが、介護職員の人材不足

が非常に深刻なものとなっています。 

これは同施設だけの問題ではなく、町内の事業所においても課題となっており、介護専門

職を養成する施設を訪問する際には、町内全事業所のＰＲをするなど、職員確保の対策が必

要です。 

 

 

 

  

利用者数（人） 収益

区分 １日当たり平均利用者数 １日当たり単価（円）

H31 R２ R３ R４ H31 R２ R３ R４

通所 12.6 13.4 12.6 13.6 8,745 8,492 9,152 9,026
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３．日原診療所の見通し 
（１）収支状況 

日原診療所の診療収入は、一定の水準を確保しているものの、令和３年度から費用が増加

しており、令和４年度においては一般会計からの繰入金が発生しています。 

 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

※繰越金除く 

 

 

 

  

H31決算額 R２決算額 R３決算額 R４決算額

診療収入 54,003 53,318 58,629 55,798

外来収入 50,214 48,652 53,649 50,234

その他診療収入 3,789 4,666 4,980 5,564

保健予防活動収入 3,227 4,131 4,267 5,014

その他収入 562 535 713 550

諸収入 1,724 1,517 1,360 1,342

県補助金 225 225 225 585

繰入金 2,221

繰越金 521 2,264 6,294 4,885

収入合計 56,473 57,324 66,508 64,831

総務費 54,210 51,031 61,623 63,856

交付金 54,210 51,031 61,623 63,856

支出合計 54,210 51,031 61,623 63,856

差し引き 2,263 6,293 4,885 975

H31決算額 R２決算額 R３決算額 R４決算額

収入 55,952 55,060 60,214 59,946

支出 54,210 51,031 61,623 63,856

差し引き 1,742 4,029 ▲ 1,409 ▲ 3,910
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令和３年度以降は１日当たりの患者数が 30人を超えています。また、１人当たりの診療

単価は平成 31年度から令和２年度にかけて大幅に減少し、その後は一定の水準を保ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（２）日原診療所の将来像 

民間の診療所の閉鎖に伴い、日原診療所は平成 30 年 11 月に日原地域で唯一の診療所と

なり、以降日原地域の診療拠点として医療を提供してきましたが、施設の老朽化等の理由に

より、発熱外来施設を増築して令和４年３月に移転し、診療を開始しました。 

新たにレントゲン撮影機器や検査機器を設置することで簡易な検査も可能となり、また、

動線も短くなるため、利用者の負担が軽減しています。 

医師確保については大変厳しい状況でありますが、日原診療所を津和野共存病院のサテ

ライト診療所として位置付け、１日 40人以上の患者数を見込んでおり、医療従事者確保の

状況にもよりますが、将来的には２診体制での医療提供を考えております。 

また、介護事業所等への訪問診療についても継続が必要です。 

 

 

  

利用者数（人） 収益

区分 １日当たり平均患者数 １人当たり診療単価（円）

H31 R２ R３ R４ H31 R２ R３ R４

合計 28.5 29.4 34.3 30.7 7,527 6,828 6,681 6,724



41 
 

 

４．訪問看護ステーションせきせいの見通し 
（１）収支状況 

看護師の確保が厳しいため、令和４年７月から津和野共存病院によるみなし訪問看護と

なりましたが、サービスは変わりなく提供しています。 

しかし、このことにより訪問単価が下がったため、令和４年度決算では収入が大幅に減

少しています。 

 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護分の利用者数は一定の水準を確保していますが、医療分の利用者数が令和４年度で

大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H31決算額 R２決算額 R３決算額 R４決算額

訪問看護事業収入 19,124 17,606 18,113 10,683

訪問看護収入 19,015 17,468 17,983 10,606

その他収入 109 138 130 77

訪問看護事業費 23,431 17,493 20,521 20,442

交付金 23,431 17,493 20,521 20,442

差し引き ▲ 4,307 113 ▲ 2,408 ▲ 9,759
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せきせい 利用者数及び収益の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）せきせいの将来像 

津和野町の将来人口の推計や町内の限界集落化、独居高齢者の問題を考えるときに、終末

期の高齢者に対する看取り、特に在宅看取りということが非常に重要な問題となります。 
終末期の高齢者のケアプランを作成するのは介護支援専門員ですが、指定管理者である

医療法人橘井堂は、受託している訪問看護ステーションの訪問看護だけでなく、町内の訪問

介護や介護支援専門員と連携を深め、終末期の高齢者の在宅看取りへの取り組みを進める

必要があると考えます。そして、せきせいは、その取り組みの中心的役割を担っていくこと

が求められると考えます。 
こうした中で、現状せきせいの利用が伸びない大きな要因はむしろ施設介護が津和野町

においては充実しているからとも考えられます。 
今後は訪問診療と共に、津和野町での生活そのものの支援も組み合わせた活動が必要だ

と考えます。 
 

 

  

利用者数（人） 収益

区分 月平均利用者数 １日当たり単価（円）

H31 R２ R３ R４ H31 R２ R３ R４

医療 12 22 27 18 10,834 10,022 10,917 8,847

介護 139 119 123 129 11,075 9,991 9,877 6,728
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５．施設別動態 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設別動態集計表

（単位：人、円）

H31年度 R２年度 R３年度 R４年度

人/日 77.1 66.6 63.6 71.9

延人数 1,545 1,351 1,284 1,450

単価 7,851 8,095 8,348 8,528

人/日 38.4 38.2 40.2 40.0

延人数 1,171 1,159 1,222 1,216

単価 31,919 33,159 32,339 33,505

人/日 28.5 29.4 34.3 30.7

延人数 568 586 682 615

単価 7,527 6,828 6,681 6,724

人/日 28.0 30.1 29.7 26.3

延人数 831 919 897 800

単価 12,324 12,184 12,003 12,686

人/日 12.8 12.0 13.0 13.9

延人数 435 368 397 424

単価 11,127 11,447 11,986 12,296

人/日 12.6 13.4 12.6 13.6

延人数 407 443 415 425

単価 8,745 8,492 9,152 9,026

人/日 0.6 1.0 1.3 0.9

延人数 12 22 27 18

単価 10,834 10,022 10,917 8,847

人/日 6.9 5.9 6.2 6.4

延人数 139 119 123 129

単価 11,075 9,991 9,877 6,728

津和野共存病院

外　来

入　院

せ き せ い

医　療

介　護

日原診療所 外　来

せ せ ら ぎ

入　所

短所入所

通所



 

 

 

 

 

 

 

 

よ し か病院経営強化プラ ン 
（ 令和５ 年度～令和９ 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６ 年３ 月 

吉賀町医療対策課 

  

本プラ ン の内容につき ま し ては、 令和６ 年３ 月１ 日時点のも のであり 、

今後加筆・ 修正等を 行う こ と と し ており ま すので、 ご 留意願いま す。  
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Ⅰ はじ めに 

１ ． 経営強化プラ ン 策定の主旨 

公立病院は、 地域における 基幹的な公的医療機関と し て、 地域医療・ 介護の確保のため重要な

役割を 果たし ていま すが、 多く の公立病院において、 経営状況の悪化や医師不足等のために、 医

療提供体制の維持が極めて厳し い状況に陥っ ていま し た。 こ のため、 国は平成１ ９ 年に「 公立病

院改革ガイ ド ラ イ ン 」、 平成２ ７ 年に「 新公立病院改革ガイ ド ラ イ ン 」 を策定し 、 病院事業を 設置

する 地方公共団体に対し 、 公立病院改革プラ ン及び新公立病院改革プラ ン の策定を 要請し てき ま

し た。  

こ れら の経緯を踏ま え、 医師・ 看護師等の不足、 人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴う 医

療需要の変化、 医療の高度化と いっ た経営環境の急激な変化等の諸課題に対応し 、 持続可能な病

院経営を確保する ために、 令和４ 年３ 月２ ９ 日に国から 「 公立病院経営強化ガイ ド ラ イ ン 」 が示

さ れ、 全国の公立病院は、 令和５ 年度末ま でに公立病院経営強化プラ ンを 策定する こ と と さ れま

し た。  

公立病院経営強化プラ ンでは、 地域医療構想や地域包括ケアシス テム を踏ま え、 公立病院が果

たすべき 役割・ 機能を 定める と と も に、 医療構想区域等における 医療機関の連携・ 機能分化等に

ついて定める こ と と さ れていま す。  

令和６ 年３ 月１ 日に開設と なっ た「 よ し か病院」 は、 国や県の医療施策の潮流に沿っ て、 町民

はも と よ り 広く 地域社会に求めら れる 医療・ 介護提供体制と する こ と を目指し 運営を行いま す。

具体的には、 島根県地域医療構想及び地域包括ケアシス テム を 踏ま えた上で、 よ し か病院におけ

る 適切な病床数・ 診療機能を 確保する こ と で、 町財政と の均衡の確保し つつ、 近隣医療機関と の

連携・ 機能分化を 図り ま す。  

ま た、 地域と の関り を大切にし 、 地域住民と 患者・ 利用者及びよ し か病院ではたら く 医療従事

者が交流でき る 機会を 創出し 、 地域に開けた場と なる こ と を 目指し ま す。 ま た、 新たに設立さ れ

た「 地域と 医療を つなぐ 会」 を はじ めと する 住民団体等と 連携し 、 地域医療に関する 情報発信に

よ り 住民理解を深め、 限り ある 医療資源を 守っていく ための取り 組みを展開し ま す。  

よ し か病院は、 こ う し た数々の取り 組みによ り 、 公立病院と し て地域の負託に応え、 将来にわ

たっ て持続可能な病院運営を 行っ ていく ため、 本経営強化プラ ンを 策定・ 実施し ま す。  

 

２ ． 計画の期間 

「 よ し か病院経営強化プラ ン 」 は、 吉賀町の地域医療施策に関する 基本計画である 第４ 次吉賀

町地域医療計画と 密接に関連する も のである こ と から 、 当該計画と 一体的に策定し ていま す。  

ま た、 国が発出し た「 持続可能な地域医療提供体制を 確保する ための公立病院経営強化ガイ ド

ラ イ ン （ 令和４ 年３ 月２ ９ 日付け総財準第７ ２ 号総務省自治財政局長通知）」 において、 公立病院

経営強化プラ ンの対象期間について、 策定年度ある いはその次年度から 令和９ 年度ま でと する こ

と を 標準と さ れていま す。  

こ のため、 よ し か病院経営強化プラ ン の期間については、 令和６ 年４ 月から 令和９ 年３ 月ま で

の４ 年間と し ま す。  
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Ⅱ 当院の現状と 課題 

１ ． 当院の概要 

（ １ ） 沿革 

■「 よ し か病院」 開設の経緯 

吉賀町（ 以下、「 町」） は令和２ 年２ 月よ り 、 公設民営によ る 新病院の設置に向けて舵を 切

り 、 地域医療の灯を 消さ ないと いう こ と を 第一義的に考え、 新病院の運営の在り 方について検

討を 行って参り ま し た。  

ま た、 令和５ 年４ 月には、 町が主体と なり 、 新病院の運営の受け皿と なる 「 医療法人カタ ク

リ 会」 を設立し 、 新病院の設置に向けた協議を 進めてき ま し た。  

町の財政規模は年間約７ ０ 億円（ 令和５ 年度一般会計当初予算は７ ６ 億１ ， ４ ８ ９ 万円） と

県内他市町村と 比較し ても 小さ く 、 財政力指数も ０ ． １ ７ （ 令和４ 年度３ か年平均） と 低く 財

政力が弱い状況です。 ま た、 歳入全体の約５ ０ ％を 地方交付税が占めていま す。  

町全体の基金については、 令和５ 年度末で約２ ４ 億５ 千万円（ う ち、 地域福祉基金は約２ 億

４ 千５ 百万円） であり 近年は減少傾向と なっていま す。 ま た、 地方債については、 令和５ 年度

末で約１ １ ８ 億円と なり 近年は増加傾向です。 こ う し た財政状況から 、 公立病院の設置・ 運営

にあたっては、 将来にわたり 持続可能な医療体制を 整備し ていく 必要があり ま す。  

令和６ 年２ 月に社会医療法人石州会（ 以下、「 石州会」） から 病院施設等の譲渡契約を 締結

し 、 同年３ 月１ 日よ り 「 よ し か病院」 を 開設、 医療法人カタ ク リ 会によ る 運営を 開始し ま し

た。  

よ し か病院の運営にあたり 、 住民の医療介護ニーズに即し た医療介護体制の整備はも と よ

り 、 効率的な病院運営によ る 医業収益の確保に取り 組むと と も に、 国や県の医療政策に沿っ た

医療機関の機能分化・ 連携強化を図り ま す。  

 

■新病院建設に向けて 

石州会から 譲渡を 受けた病院施設等について、 病院本体の建物は昭和５ ６ 年建設で４ ２ 年が

経過し ており 、 地方公営企業法施行規則に定める 鉄骨鉄筋コ ン ク リ ート 造の病院用建物の耐用

年数の３ ９ 年をすでに超えていま す。 ま た、 建設当初は約５ ４ ０ 床も の病床を 有し ていたた

め、 こ れから の町の医療ニーズに応えていく ための施設と し ては極めて過大であり 、 老朽化に

よ る 改修・ 修繕のリ ス ク や多額のラ ン ニン グコ ス ト と なる 見込みです。 将来的な町財政と の均

衡を 図る ためにも 、 新病院の建設（ 建替え） について検討を 進める 必要があり ま す。  

新病院の建設についての意見・ 構想は、 令和元年度の「 吉賀町医療・ 介護あり 方検討会議」

で、 町の意見と し て将来的な建替えの必要性について触れており 、 島根県から も 国に対し 公設

民営に係る 協議を 行う 上では、 建替え等も 踏ま え公立病院が存続でき る こ と を 示し ていく 必要

がある と の意見も あり ま し た。 その後も 、 公設民営によ る 病院設置に向けた議論の中で病院の

建替えの必要性についても 確認し ていま す。  

こ れら の状況を 踏ま え、 町と し ては令和５ 年８ 月に「 吉賀町新病院基本構想」 を 策定し 方針

を 提起し ま し た。 今後は、 よ し か病院関係者や住民等と の議論の上、「 吉賀町新病院建設基本計

画」 を 策定の上、 新病院建設への取り 組みを進める こ と と し ていま す。  
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（ ２ ） 基本情報 

病 院 名 よ し か病院 

所 在 地 
〒6 9 9 -5 5 1 3  

島根県鹿足郡吉賀町六日市 3 6 8 番地 4  

開設年月日 令和 6 年３ 月１ 日 

許可病床数 一般病床５ ０ 床（ 回復期）  

標榜診療科 
内科、 小児科、 神経内科、 心療内科、 精神科、 整形外科、 眼科、 皮

膚科、 リ ハビ リ テーショ ン 科、 歯科口腔外科 

経 営 形 態 指定管理（ 利用代行制）  

各種指定等 

健康保険指定病院 

国民健康保険指定病院 

生活保護法指定病院 

労災保険指定病院 

結核予防法指定病院 

原爆被爆者指定病院 

戦傷病者特別援護法指定病院 

身体障害者福祉法指定病院 

母子保護法指定病院 

特定疾患治療研究事業指定病院 

指定自立支援医療機関（ 精神通院医療）  

島根県地域医療拠点病院 

そ の 他 

よ し か介護医療院 

訪問リ ハビ リ テーショ ン 

通所リ ハビ リ テーショ ン 

訪問看護ス テーショ ン  ※予定 

（ 令和６ 年３ 月１ 日現在）  
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２ ． 当院を 取り 巻く 環境 

（ １ ） 吉賀町の現状 

■地域の特性 

吉賀町は、 島根県の南西部に位置し 、 本庁舎は東経１ ３ １ 度５ ６ 分１ ０ 秒、 北緯３ ４ 度２ ０

分５ ８ 秒、 標高３ １ １ ． ８ ｍ 地点、 分庁舎は東経１ ３ １ 度５ ２ 分 1 3 秒、 北緯３ ４ 度２ ６ 分 1 9

秒、 標高１ ８ １ ． ６ ｍ地点に所在し ま す。  

本町は、 西中国山地の脊梁地帯に位置し 、 総面積は３ ３ ６ ． ２ ９ Ｋ ㎡です。 町土構成は、 山林

９ ２ ． ２ ％、 農地３ ． ０ ％、 その他（ 河川・ 道路他） ４ ． ８ ％と なっ ていま す。 周辺部には、

安蔵寺山や鈴ノ 大谷山をはじ めと する １ ， ０ ０ ０ ｍ 級の高峰が嶺を 連ね、 町内を ほぼ南北に一

級河川・ 高津川が貫流し ており 、 水と 緑に囲ま れた農山村地域です。  

旧六日市町地区は、 高津川流域に沿っ て石西地方ではス ケールの大き い河谷平野を有し てい

ま す。 そし てこ の高津川に流れ込む各支流域の河岸段丘に集落が形成さ れていま す。 旧柿木村

地区は、 急峻な山々の間を 河川が流れ、 狭隘な谷底平野に農地と 集落が位置する と いう 特色を

も っ ていま す。  

日本に残る 数少ない清流と なっ た高津川は、 県下第３ 位の幹川流路延長８ １ Ｋ ｍ、 流域面積

１ ， ０ ９ ０ Ｋ ㎡を 誇り 、 ダム のない川でも 有名です。 良好な水質環境は水生生物の宝庫と も な

っ ており 、 ゴ ギやヤマメ 、 オヤニラ ミ やツ ガニ等、 希少な淡水魚類が棲息し ていま す。  

流域には、 安蔵寺山を中心と し た美し い山なみが連なり 、 広葉樹や岸ツ ツ ジ等が四季折々に

色を そえる 豊かな自然景観を 有し ていま す。 高津川は太古の昔、 瀬戸内海に流れ込む深谷川に

河川上流部を 奪われ（ いわゆる 河川争奪）、 切頭さ れた下流域は流水の減少によ り 泥沼化さ れた

地域が残る と いう 、 特異な地形を呈し ていま す。 ま た、 水源（ 田野原地区の一本杉の下の湧水

池） を 特定でき る 珍し い一級河川と し ても 有名です。  

気象は、 典型的な山陰型気候で、 年間の平均気温は１ ３ ． ３ ℃、 年間降水量の平均は１ ， ９

０ ０ m m 前後と 比較的多いほう です。 ま た、 冬季間の積雪も 多く 、 地域によ っ ては交通の途絶

も 年数回発生する こ と も あり ま す。  
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■産業 

本町のかつての基幹産業であっ た農林業を 中心と し た第一次産業 は、 国の農業政策の転換

や、 農業従事者の高齢化、 後継者不足、 公共土木事業の増加や進出企業によ る 生産活動等によ

り 就業者数が減少し てき ていま す。 近年は定年帰農者、 都会から のＵ Ｉ タ ーン 者がある も の

の、 高齢化に歯止めがかから ず、 担い手の減少によ る 耕作放棄地の増加が懸念さ れま す。 第二

次産業 の就業者数も 公共土木事業の減少などによ り 減少傾向にあり ま す。 第三次産業 の就業

者数は医療、 高齢者福祉サービ ス 関連業への就業者が増加傾向にあり ま し たが、 近年横ばいに

転じ ていま す。  

 

《 産業別就業人口の推移》  

 

（ 資料： 総務省 国勢調査）  

 

■交通 

中国自動車道の六日市イ ン タ ーチェ ン ジがあり 、 高速交通へのアク セス が確保さ れていま

す。 ま た、 陰陽を 結ぶ国道１ ８ ７ 号線を はじ め、 県道３ 号線、 １ ２ 号線、 １ ６ 号線、 ４ ２ 号線

が通っ ていま す。 山陰・ 山陽の中間点に位置する 吉賀町では、 道路交通が唯一の交通手段で

す。 行政圏域は益田圏域に属し ていま すが、 社会経済面では山陽側の影響を 強く 受けていま

す。  

公共交通機関と し ては、 路線バス が唯一の手段であり 、 デマン ド バス  や益田－広島線、 六日

市－日原線、 六日市－錦町線など があり ま す。 バス 利用者の多く は、 他に移動手段を 持たない

学生や高齢者であり 、 日常生活を支える 重要な社会資源と なっ ていま す。  
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（ ２ ） 人口動態 

■益田構想区域の人口推移 

島根県地域医療構想における 益田構想区域全体で、 人口減少及び高齢化が進んでいま す。 令

和２ 年の国勢調査結果によ る と 、 総人口は５ ７ ， ９ ５ ５ 人と なっ ており 、 平成２ ２ 年の６ ５ ，

２ ５ ２ 人と 比較する と ７ ， ２ ９ ７ 人の減少（ ▲１ １ ． １ ８ ％） と なっ ていま す。 高齢化率は令

和２ 年で４ ０ ． １ ４ ％ま で上昇し ており 、 平成２ ２ 年の３ ３ ． ２ ０ ％と 比較する と ６ ． ９ ４ ％

の増加と なっ ていま す。 圏域いずれの自治体においても 、 人口流出と 高齢化が進行し ている 状

況です。  

 

（ 資料： 国勢調査）  

 

■吉賀町の人口推移 

吉賀町では、 平成１ ７ 年から 令和２ 年の国勢調査において、 年少人口及び生産年齢人口は一

貫し て減少し ていま すが。 高齢者人口については、 年によ り 増減はある も のの平成２ ７ 年以降

は減少傾向にあり 、 全国的に団塊の世代が７ ５ 歳以上と なる ２ ０ ２ ５ 年問題に先駆けて高齢社

会に突入し ている こ と が窺えま す。  

区分 
Ｈ1 7 年 

(2 0 0 5 年) 

Ｈ2 2 年 

(2 0 1 0 年) 

Ｈ2 7 年 

（ 2 0 1 5 年）  

Ｒ 2 年 

（ 2 0 2 0 年）  

Ｒ 7 年 推計 

（ 2 0 2 5 年）  

年少人口 

（ 0 ～1 4 ）  
8 9 3  7 1 7  6 0 3  5 7 6  5 1 3  

生産年齢人口 

（ 1 5 ～6 4 ）  
3 ,6 5 7  3 ,3 6 5  3 ,0 0 3  2 ,7 7 3  2 ,5 2 7  

高齢者人口 

（ 6 5 ～）  
2 ,8 1 2  2 ,7 1 7  2 ,7 6 8  2 ,7 2 3  2 ,5 9 6  

総人口 7 ,3 6 2  6 ,8 1 0  6 ,3 7 4  6 ,0 7 7  5 ,6 3 6  

（ 資料： 国勢調査、 税務住民課）  
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（ ３ ） 益田圏域・ 吉賀町の医療提供体制 

■益田圏域の医療機能 

益田圏域の人口は減少傾向であり 、 高齢化率については２ ０ １ ５ 年国勢調査の値で３ ７ ． １

４ ％、 ２ ０ ２ ５ 年推計値で４ １ ． ９ ％と なっており 年々増加する 見込みです。  

益田圏域における ス テージご と の医療機能の状況は次のと おり です。  

分類 医療機能の状況 

高度急性期 
益田赤十字病院が担っ ており 、 対応が困難なも のについてはド ク タ ーヘリ に

よ り 区域外の救命救急セン タ ーで対応し ていま す。  

急性期 
救急告示病院である 益田赤十字病院、 益田医師会病院が担っ ていま す。 ま た、

認知症を 含む精神科疾患患者の急性期医療は、 松ヶ 丘病院が担っ ていま す。  

回復期 

益田医師会病院が区域内で唯一回復期リ ハビ リ テ ーシ ョ ン 病棟を 有し て お

り 、回復期患者の対応を行っ ていま す。 ま た、地域包括ケア病床を 有する 益田

医師会病院、 津和野共存病院が担っ ていま す。  

慢性期 

益田医師会病院が担っ ていま す。  

区域内人口の高齢化や中山間地域特有の世帯の点在と いっ た地理的要因等に

よ って、在宅療養を選択する こ と が困難な状況があり ま す。慢性期を担う 各病

院と も 患者の長期療養は避けら れず、 医療処置が必要な患者の「 看取り の場」

と なっ ている 現状があり ま す。  

在宅医療等 

高齢者単身世帯、高齢者のみの世帯が増加する 中、家庭介護力が低下し ていま

す。 ま た、 世帯の点在によ り 在宅サービス の提供が厳し い地域があり ま す。  

開業医の高齢化によ る 診療所維持の課題、 訪問看護師や在宅サービ ス を 担う

介護人材の不足と いっ た課題があり ま す。  

（ 資料： 島根県地域医療構想から 一部抜粋）  
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■吉賀町の医療機能 

①診療所の状況 

町内の診療所については６ 施設あり 、 かかり つけ医と し て一次医療の役割を担っ ていま す。  

（ 令和６ 年３ 月１ 日現在）  

区分 診療所名（ 医師数）  診療科目 

一般診療所 

小笠原医院（ １ ）  内科、 麻酔科 

栗栖医院（ １ ）  内科、 小児科、 形成外科 

松浦内科胃腸科（ ２ ）  内科、 胃腸科 

よ し かク リ ニッ ク （ １ ）  内科（ 訪問診療のみ）  

歯科診療所 
おがさ わら 歯科（ １ ）  歯科 

こ う の歯科（ １ ）  歯科 

 

②よ し か病院の状況 

令和６ 年３ 月１ 日よ り 町内唯一の病院と し て「 よ し か病院」 を 開設し ま し た。 運営について

は、 医療法人カタ ク リ 会の指定管理によ り 行われていま す。  

入院病床は一般病床５ ０ 床を 有し ており 、 急性期の治療が終了し た患者を 受け入れ、 リ ハビ

リ テーショ ン など のケアを 行う こ と で、 在宅復帰や必要に応じ て施設入所に向けた支援を行い

ま す。 医療従事者等の体制が整い次第、 ５ ０ 床のう ち３ ０ 床を 地域包括ケア病床へ転換する 予

定です。  

ま た、 よ し か介護医療院も 併設さ れており 、 医療的ケアが必要な要介護認定者に対する 施設

サービ ス を 提供し ていま す。  

外来診療科目について、 令和６ 年３ 月１ 日の開設時点において、 常設でない診療科目も 含

め、 総合診療科（ 内科）、 歯科口腔外科、 整形外科、 眼科、 皮膚科、 小児科の診療を 行っ ていま

す。 ま た、 令和６ 年４ 月から は精神科・ 心療内科を 開設する 予定です。  

病床数 一般病床 ５ ０ 床、 介護医療院 ５ ３ 床 

外来診療科目 
総合診療科、 歯科口腔外科、 整形外科、 眼科、 皮膚科、 小児科、 精

神科・ 心療内科（ 予定）  

その他のサービ ス  
訪問診療、 訪問リ ハビ リ テーショ ン 、 通所リ ハビ リ テーショ ン  

訪問看護サービ ス （ 予定）  
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（ ４ ） 受療動向 

令和５ 年５ 月診療分のレ セプト データ を使い、 患者の疾病ごと の受診動向（ ど こ の医療機関に

何の疾病で受診し たか） を 調査し ま し た。 調査対象者は吉賀町民５ ， ７ ４ ６ 人のう ち国民健康保

険被保険者１ ， １ ７ １ 人及び後期高齢者医療保険の被保険者１ ， ５ ７ ６ 人の合計２ ， ７ ４ ７ 人

（ 吉賀町民の約４ ７ ． ８ ０ ％） です。  

 

■国民県保健被保険者の受療動向 

外来については、 町内での受診率が医科では５ ２ ． ６ ％、 歯科では５ ４ ． ３ ％と なっ ていま

す。 調剤については町内での処方が６ ６ ． ２ ％％と なっ ていま す。 ま た、 益田圏域における 外

来受診率は８ ６ ． ８ ％を占めていま す。  

入院については、 六日市病院が２ ３ ． ５ ％、 益田市が４ ４ ． １ ％と なり 、 益田圏域で見る と

全体の６ ７ ． ６ ％を 占めていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位： 件 

 六日市 

病院 

その他 

吉賀町 
津和野町 益田市 浜田市 

その他 

県内 
山口県 広島県 

その他 

県外 

外来 

(医科) 
1 5 4  3 5 0  7 2  2 5 5  9  7  6 5  4 2  4  

外来 

(歯科) 
3 2  5 6  2 1  3 2  2  1  1 1  6  1  

入院 8  0  0  1 5  2  3  3  3  0  

調剤 0  5 3 8  5 9  1 4 4  6  0  3 8  2 5  3  

（ 資料： 国民健康保険レ セプト データ ）  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

調剤

入院

外来(歯科)

外来(医科)

受診動向（ 国民健康保険） 令和５ 年５ 月分

六日市病院 その他吉賀町 津和野町 益田市 浜田市

その他県内 山口県 広島県 その他県外
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■後期高齢者医療保険被保険者の受療動向 

外来については、 医科・ 歯科と も に町内での受診率が約７ ０ ％を占めており 、 調剤について

は町内での処方が８ ３ ． ５ ％と なっ ていま す。 ま た、 益田圏域における 外来受診率は９ ２ ．

５ ％を 占めていま す。  

入院については、 六日市病院が６ ３ ． ２ ％、 益田市が２ ０ ． ８ ％と なり 、 益田圏域で見る と

全体の８ ４ ％を占めていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位： 件 

 六日市 

病院 

その他 

吉賀町 
津和野町 益田市 浜田市 

その他 

県内 
山口県 広島県 

その他 

県外 

外来 

(医科) 
5 2 0  7 8 7  9 6  3 0 2  1  5  8 3  4 6  2  

外来 

(歯科) 
5 8  1 0 3  3 0  1 5  0  1  1 1  7  0  

入院 9 1  0  0  3 0  0  0  1 2  1 0  1  

調剤 0  1 ,3 5 4  5 7  1 5 7  1  5  3 8  8  1  

（ 資料： 後期高齢者医療保険レ セプト データ ）  

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

調剤

入院

外来(歯科)

外来(医科)

受診動向（ 後期高齢者健康保険） 令和５ 年５ 月分

六日市病院 その他吉賀町 津和野町 益田市 浜田市

その他県内 山口県 広島県 その他県外
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（ ５ ） 介護サービ ス の状況 

■被保険者数及び要介護認定者数の推移 

《 第１ 号被保険者及び要介護認定者数の推移》  

（ 単位： 人）     

年月 
第１ 号被保険者数（ Ａ ）  

  要介護認定者数（ Ｂ ）  認定率（ Ｂ /Ａ ）  

平成 1 8 年 1 0 月 2 ,6 7 1  5 8 1 （ 5 9 1 ）  2 1 .7 5 %  

平成 2 1 年 1 0 月 2 ,6 1 4  5 3 1 （ 5 3 8 ）  2 0 .3 1 %  

平成 2 4 年 1 0 月 2 ,6 0 0  6 0 0 （ 6 0 2 ）  2 3 .0 8 %  

平成 2 7 年 1 0 月 2 ,6 7 2  5 8 0 （ 5 8 4 ）  2 1 .7 1 %  

令和元年 1 0 月 2 ,6 8 3  6 0 4 （ 6 1 5 ）  2 2 .5 1 %  

令和 2 年 1 0 月 2 ,6 7 0  6 0 4 （ 6 1 3 ）  2 2 .6 2 %  

令和 3 年 1 0 月 2 ,6 4 4  5 6 6 （ 5 7 5 ）  2 1 .4 1 %  

令和 4 年 1 0 月 2 ,6 0 8  5 5 8 （ 5 6 7 ）  2 1 .4 0 %  

令和 5 年 1 0 月 2 ,5 7 5  5 2 4 （ 5 3 3 ）  2 0 .3 5 %  

※Ｂ 欄（  ） 内は第２ 号被保険者数含む人数。 要介護認定率は、 第１ 号被保険者数のみ用い

て算出。  

【 出典： 介護保険事業状況報告（ 月報）】  

 

《 介護度別認定者数の推移》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 5 9 2 1 10 1 1 0 1 07 1 12

9 8 1 05 8 9 8 1 8 7 7 3

1 18
1 15 9 6 8 1 8 6 9 3

7 2 7 3 7 4
7 4 6 2 6 2

7 3
7 6 7 2

6 4 6 9 6 6

9 5 8 9
7 3

7 1 6 4 6 1

4 9
6 0

6 3
7 7 6 4 5 7

0

1 00

2 00

3 00

4 00

5 00

6 00

7 00

平成3 1 年

3 月末

令和2 年

3 月末

令和3 年

3 月末

令和4 年

3 月末

令和5 年

3 月末

時点

令和5 年

1 0月末

時点

要支援・ 要介護認定者数（ 要介護度別）
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

（ 注目する 地域） 吉賀町

（ 出典） 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」 年報（ 令和4,5年度のみ「 介護保険事業状況報告」 月報）
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■介護サービ ス 給付費の実績 

介護報酬改定によ り 全体的な単価は上昇し ていま すが、 吉賀町の課題と し てあっ た施設偏重傾

向の影響によ り 第７ 期計画期間中において施設給付費が高騰し 続けていま し た。 し かし 、 第８ 期

計画期間中の介護老人保健施設の縮小によ り 、 それま で高騰し ていた施設給付費が減少に転じ て

いま す。  

ま た、 施設の縮小に伴い訪問系サービ ス の需要が伸びつつあり 在宅系サービ ス が緩やかな上昇

傾向と なっ ており ま す。  

 

《 介護給付・ 予防給付サービ ス 》  

１ ． 介護予防サービ ス 見込量 R3 年度 R4 年度 
R5 年度 

(見込み) 

介護予防 

サービ ス  

介護予防 

訪問入浴介護 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

介護予防訪問看護 
給付費（ 千円）  3 ,6 0 2  3 ,6 3 4  3 ,8 0 5  

人数（ 人）  1 3  1 2  1 1  

介護予防訪問 

リ ハビ リ テーショ ン 

給付費（ 千円）  4 ,8 3 1  5 ,9 5 6  3 ,2 4 9  

人数（ 人）  1 0  1 1  8  

介護予防 

居宅療養管理指導 

給付費（ 千円）  1 1 9  2 8 8  8 0  

人数（ 人）  2  3  1  

介護予防通所 

リ ハビ リ テーショ ン 

給付費（ 千円）  1 ,6 0 1  4 ,1 7 6  5 ,6 6 0  

人数（ 人）  5  1 2  1 4  

介護予防 

短期入所生活介護 

給付費（ 千円）  2 5 8  3 3 2  4 5 7  

人数（ 人）  1  1  1  

介護予防 

短期入所療養介護 

（ 老健）  

給付費（ 千円）  0  3 5  0  

人数（ 人）  0  0  0  

介護予防 

短期入所療養介護 

（ 病院等）  

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

介護予防 

短期入所療養介護 

(介護医療院) 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

介護予防 

福祉用具貸与 

給付費（ 千円）  1 0 ,7 9 4  1 0 ,9 5 8  9 ,5 8 3  

人数（ 人）  8 1  8 2  7 4  

特定介護予防 

福祉用具購入費 

給付費（ 千円）  4 8 4  4 1 0  0  

人数（ 人）  1  1  0  

介護予防住宅改修 
給付費（ 千円）  1 ,2 0 9  1 ,2 4 2  1 ,1 2 0  

人数（ 人）  1  2  1  

介護予防 

特定施設入居者生活

介護 

給付費（ 千円）  6 9 7  1 ,0 9 2  1 ,2 0 2  

人数（ 人）  1  3  3  
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地域密着型 

介護予防 

サービ ス  

介護予防 

認知症対応型通所介

護 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

介護予防 

小規模多機能型居宅

介護 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

介護予防 

認知症対応型共同生

活介護 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

介護予防 

支援 
介護予防支援 

給付費（ 千円）  5 ,0 5 3  5 ,3 3 9  4 ,9 9 9  

人数（ 人）  9 4  9 9  9 2  

合計 給付費（ 千円）  2 8 ,6 4 8  3 3 ,4 6 2  3 0 ,1 5 5  

※給付費は年間累計の金額、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数、 人数は１ 月当たり の利用者数。  

 

２ ． 介護サービ ス 見込量 R3 年度 R4 年度 
R 5 年度 

（ 見込み）  

居宅 

サービ ス  

訪問介護 
給付費（ 千円）  1 9 ,9 8 9  2 2 ,5 6 3  2 7 ,3 1 0  

人数（ 人）  4 1  3 5  3 4  

訪問入浴介護 
給付費（ 千円）  0  7 6  0  

人数（ 人）  0  0  0  

訪問看護 
給付費（ 千円）  1 2 ,5 7 9  1 3 ,9 1 8  1 3 ,1 4 4  

人数（ 人）  2 4  2 3  2 7  

訪問リ ハビ リ テーシ

ョ ン  

給付費（ 千円）  9 ,4 4 2  9 ,2 1 3  1 0 ,2 6 4  

人数（ 人）  1 9  1 8  2 3  

居宅療養管理指導 
給付費（ 千円）  3 6 0  7 1 3  9 3 3  

人数（ 人）  8  1 1  1 4  

通所介護 
給付費（ 千円）  5 5 ,4 5 9  5 1 ,9 0 0  4 7 ,4 1 9  

人数（ 人）  7 0  6 3  6 3  

通所リ ハビ リ テーシ

ョ ン  

給付費（ 千円）  3 ,2 1 6  4 1 1 1  4 ,7 3 9  

人数（ 人）  6  1 2  1 5  

短期入所生活介護 
給付費（ 千円）  2 7 ,3 6 6  2 3 ,6 7 8  1 9 ,1 2 8  

人数（ 人）  2 7  2 4  2 4  

短期入所療養介護 

（ 老健）  

給付費（ 千円）  2 ,2 5 9  1 ,1 9 1  0  

人数（ 人）  2  1  0  

短期入所療養介護 

（ 病院等）  

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

短期入所療養介護 

(介護医療院) 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

福祉用具貸与 
給付費（ 千円）  1 5 ,2 9 5  1 5 ,4 7 7  1 3 ,5 5 5  

人数（ 人）  8 3  8 0  7 4  
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特定福祉用具購入費 
給付費（ 千円）  6 3 5  9 2 7  1 ,3 6 7  

人数（ 人）  2  2  4  

住宅改修費 
給付費（ 千円）  9 5 4  1 ,4 4 1  0  

人数（ 人）  1  1  0  

特定施設入居者生活

介護 

給付費（ 千円）  2 0 ,9 8 8  1 4 ,2 4 3  1 0 ,9 6 9  

人数（ 人）  1 4  1 4  1 3  

地域密着型 

サービ ス  

定期巡回・ 随時対応

型訪問介護看護 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

夜間対応型訪問介護 
給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

地域密着型通所介護 
給付費（ 千円）  1 4 ,0 4 7  1 2 ,5 6 2  1 6 ,3 7 6  

人数（ 人）  1 8  1 8  2 0  

認知症対応型通所介

護 

給付費（ 千円）  1 ,4 4 4  3 8 4  3 1 0  

人数（ 人）  2  1  1  

小規模多機能型 

居宅介護 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

認知症対応型共同生

活介護 

給付費（ 千円）  3 2 ,1 9 2  3 2 ,0 5 2  3 2 ,0 0 2  

人数（ 人）  1 0  1 0  1 0  

地域密着型 

特定施設入居者生活

介護 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

地域密着型 

介護老人福祉施設入

所者生活介護 

給付費（ 千円）  1 4 3 ,7 6 2  1 4 8 ,9 8 2  1 5 3 ,3 5 6  

人数（ 人）  4 0  4 1  4 1  

看護小規模多機能型

居宅介護 

給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

施設 

サービ ス  

介護老人福祉施設 
給付費（ 千円）  1 6 2 ,8 0 4  1 7 7 ,3 5 6  1 8 1 ,6 9 3  

人数（ 人）  4 8  5 2  5 3  

介護老人保健施設 
給付費（ 千円）  2 8 6 ,4 2 1  2 4 3 ,3 7 1  2 0 5 ,0 7 0  

人数（ 人）  7 7  6 2  5 2  

介護医療院 
給付費（ 千円）  8 ,0 2 0  2 6 ,1 2 6  2 5 ,4 7 8  

人数（ 人）  2  7  7  

介護療養型医療施設 
給付費（ 千円）  0  0  0  

人数（ 人）  0  0  0  

居宅介護 

支援 
居宅介護支援 

給付費（ 千円）  2 7 ,0 9 6  2 6 ,2 2 0  2 6 ,2 6 0  

人数（ 人）  1 2 7  1 2 0  1 2 2  

合計 給付費（ 千円）  8 4 4 ,3 2 7  8 2 6 ,5 0 4  7 8 9 ,3 7 3  

※給付費は年間累計の金額、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数、 人数は１ 月当たり の利用者数。  
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《 介護給付サービ ス 費の総額》  

サービ ス 種別 令和 3 年度 令和 4 年度 
令和 5 年度 

（ 見込み）  

総給付費 8 7 2 ,9 7 5  8 5 9 ,9 6 5  8 1 9 ,5 2 9  

 在宅サービ ス 給付費 2 1 8 ,0 9 3  2 1 6 ,7 4 3  2 0 9 ,7 5 9  

 
居住系サービ ス 給付費 ※１  5 3 ,8 7 6  4 7 ,3 8 7  4 4 ,1 7 3  

施設サービ ス 給付費 ※２  6 0 1 ,0 0 6  5 9 5 ,8 3 4  5 6 5 ,5 9 7  

その他の給付費 8 1 ,0 6 0  7 5 ,8 8 7  7 1 ,7 6 0  

 特定入所者介護サービ ス 費 4 8 ,7 2 0  4 2 ,1 8 3  4 0 ,7 0 9  

 高額介護サービ ス 費 2 7 ,7 7 2  2 9 ,8 2 8  2 6 ,4 9 1  

 高額医療合算介護サービ ス 費 3 ,7 1 1  3 ,0 2 2  3 ,7 3 9  

 審査支払手数料 8 5 7  8 5 4  8 2 1  

合  計 9 5 4 ,0 3 5  9 3 5 ,8 5 2  8 9 1 ,2 8 9  

※１  特定施設入所者生活介護、 介護予防特定施設入所者生活介護、 認知症対応型共同生活介護を

計上 

※２  介護老人福祉施設、 介護老人保健施設、 介護療養型医療施設、 地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を 計上 
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■地域支援事業の実績 

《 介護予防・ 日常生活支援総合事業》  

事業名 令和 3 年度 令和 4 年度 
令和 5 年度 

（ 見込み）  

介護予防・ 生活支援サー

ビ ス 事業 
実績額 

3 1 ,7 7 1  3 0 ,3 5 7  3 2 ,2 9 5  

 訪問型サービ ス 事業 実績額 7 ,7 1 3  7 ,0 3 3  8 ,7 3 1  

 通所型サービ ス 事業 実績額 2 1 ,4 8 7  2 0 ,9 8 5  2 0 ,8 4 6  

 高額介護予防サービ ス

費等相当事業 
実績額 0  0  0  

 介護予防ケ ア マネジ メ

ン ト 事業費 
実績額 2 ,5 7 1  2 ,3 3 9  2 ,7 1 8  

審査支払手数料 実績額 1 5 3  1 4 5  1 4 9  

一般介護予防事業 実績額 1 2 ,4 5 7  1 3 ,9 6 0  1 2 ,4 2 2  

 介護予防把握事業 

（ 日常生活圏域ニーズ

調査）  

実績額 実施なし  1 ,7 5 3  実施なし  

 回収率 －  － 

 
介護予防普及啓発事業 

実績額（ 千

円）  

8 ,0 4 8  7 ,9 8 9  7 ,2 0 0  

 
 

①から だ爽快教室 

 
実施状況 

実人数 1 3 3 人 

延べ 3 0 3 人 

実人数 1 3 5 人 

延べ 3 8 8 人 

実人数 6 7 人 

延べ 2 0 3 人 

 
 

②骨折・ 転倒予防教

室 
実施状況 

実人数 5 1 人 

延べ 1 4 8 人 

実人数 4 7 人 

延べ 1 5 3 人 

実人数 4 9 人 

延べ 1 2 3 人 

 

 
③若返り 測定隊 

出張若返り 測定隊 
実施状況 

＜教室型＞ 

実人数 4 9 人 

延べ 7 0 人 

＜出張型＞ 

5 ヶ 所 

延べ 7 0 人 

＜教室型＞ 

実人数 4 4 人 

延べ 6 3 人 

＜出張型＞ 

1 5 ヶ 所 

延べ 1 7 8 人 

〈 教室型〉  

実人数 4 5 人 

延べ 5 9 人 

〈 出張型〉  

2 0 ヶ 所 

延べ 2 3 6 人 

 
 ④脳活俱楽部 実施状況 

実人数 2 4 人 

延べ 2 4 人 

実人数 6 4 人 

延べ 9 8 人 

実人数 5 2 人 

延べ 7 7 人 

 

 

⑤ 認 知 症 啓 発 事 業

（ 映画会、 サポータ

ー養成講座）  

実施状況 
1 回 

延べ 3 6 人 

1 回 

延べ 7 1 人 

 7 回 

延べ 3 5 2 人  

 
 

⑥高齢ド ラ イ バー講

座 
実施状況 

2 回 

実人数 2 8 人 

2 回 

実人数 2 6 人 

2 回 

実人数 3 4 人 

 

 ⑦ス ト レ ッ チ教室 実施状況 

2 8 回/年 

実人数 6 4 人 

延べ 2 8 5 人 

3 5 回/年 

実人数 4 6 人 

延べ 3 7 3 人 

2 9 回/年 

実人数 3 6 人 

延べ 2 2 7 人 

  ⑧いき いき 百歳体操 実施状況 3 0 ヶ 所 3 0 ヶ 所 3 0 ヶ 所 

  ⑨いき いき 百歳体操 実施状況 健康運動指導士 健康運動指導士 健 康 運 動 指 導
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グ ループへの専門職

派遣 

実施 9 ヶ 所 

延べ 7 8 人 

 - 士 

 - 

 

 

理学療法士 

実施 3 ヶ 所 

延べ 3 3 人 

理学療法士 

実施 4 ヶ 所 

延べ 6 3 人 

理学療法士 

実施 7 ヶ 所 

 

 
 

歯科衛生士 

 - 

歯科衛生士 

 - 

歯科衛生士 

 - 

 
 

⑩よ し か・ 元気ノ ー

ト の配布 
実施状況 実人数 0 人 実人数 5 人 実人数 5 人 

 
 

⑪介護予防ポイ ン ト

（ 5 0 0 P 以上の人）  
実施状況 実人数 1 2 6 人 実人数 1 1 9 人 - 

 

地域住民グ ループ支援

事業 

実績額（ 千

円）  

3 ,2 2 3  3 ,0 2 0  4 ,6 0 0  

 
実施状況 

サロ ン 数 3 5 ヶ

所 

サロ ン数 3 3 ヶ

所 

サロ ン 数3 3 ヶ

所 

 地域リ ハビ リ テ ーシ ョ

ン 活動支援事業 

実績額（ 千

円）  
1 ,1 8 6  1 ,1 9 8  6 2 2  

 

 
①高齢者サロ ン への 

専門職等派遣 
実施状況 

管理栄養士 

6 ヶ 所 

延べ 7 6 人 

管理栄養士 

7 ヶ 所 

延べ 7 8 人 

管理栄養士 

5 ヶ 所 

延べ 4 5 人 

看護師 

5 ヶ 所 

延べ 7 6 人 

看護師 

5 ヶ 所 

延べ 8 3 人 

保健師 

7 ヶ 所 

延べ 9 5 人 

テイ ク テン 

1 ヶ 所  

延べ 8 人 

テイ ク テン 

6 ヶ 所  

延べ 6 1 人 

テイ ク テン 

2 ヶ 所 

延べ 1 8 人 

 

 ②脳いき いき 会 実施状況 

単発： 1 ヶ 所 

振返り ： 3 ヶ 所 

延べ 4 7 人 

単発： 1 2 ヶ 所 

延べ 1 6 6 人 

1 0 ヶ 所 

延べ 1 2 2 人 

 
 ③いき いき 健口教室 実施状況 

単発： 0 ヶ 所 

延べ 0 人 

単発： 4 ヶ 所 

延べ 5 3 人 

5 ヶ 所 

延べ 5 9 人 

 
 ④おっと っ と 防衛隊 実施状況 

単発： 1 ヶ 所 

延べ 2 2 人 

単発： ３ ヶ 所 

延べ 4 0 人 

7 ヶ 所 

延べ 8 0 人 

合  計 実績額（ 千

円）  

4 4 ,3 8 1  4 4 ,4 6 2  4 4 ,8 6 6  

 

《 包括的支援事業》  

事業名 令和 3 年度 令和 4 年度 
令和 5 年度 

（ 見込み）  

総合相談事業 
実績額 2 ,1 0 0  2 ,1 0 0  2 ,1 0 0  

事業量 2 ,1 0 2 件 5 ,7 1 0 件 5 ,7 0 0 件 
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権利擁護事業 

実績額 1 ,5 0 0  1 ,5 0 0  1 ,5 0 0  

事業量 

益田・ 鹿足後見センタ ーと の連携・ 定例会、 成年後見

の申立支援、 高齢者虐待対応専門職チーム 、 連絡会の

開催。  

包括的・ 継続的ケアマ

ネジメ ン ト 事業 

実績額 1 ,8 0 0  1 ,8 0 0  1 ,8 0 0  

事業量 

事例検討会、 サービ ス 担当者会議の開催、 在宅医療連

携会議、 GH あさ く ら 推進会議、 ケアマネジャ ーへの

助言、 情報交換の実施。  

生活支援体制整備事

業 

実績額 7 ,1 7 9  8 ,5 4 0  8 ,5 4 0  

事業量 

生活支援コ ーディ ネータ ーの配置。（ 1 名）  

協議体（ 地域支え合い会議） の開催。（ 各地区年２ 回

程度） 地域課題の把握、 生活支援体制整備及び地域住

民等新たなサービ ス の担い手の確保等の実施。  

認知症総合支援事業 

新規事業 

実績額 3 5 2  9 1 2  7 1 9  

・ 認知症初期集中支援チーム の設置（ Ｈ 3 0 年度～）  

・ 地域における 支援体制の構築と 、 認知症の人と その家への相談業務

を 行う 認知症地域支援専門員の配置（ Ｈ 3 0 年度～）  

在宅医療・ 介護連携

推進事業 新規事業 

実績額 8 0  3 8 0  2 6 0  

・ 在宅医療・ 介護連携推進事業の（ ア） ～（ ク ） ま での事業の実施。  

・ 施吉賀町医療・ 介護連携会議（ Ｉ Ｋ 会議） を年３ 回程度開催し

（ ア） ～（ ク ） ま での事業について、 医療・ 介護関係者と 協議・ 検討

を 行っ ている 。  

（ ア） 地域の医療・ 介護の資源の把握 

（ イ ） 在宅医療・ 介護連携の課題の抽出と 対応策の検討 

（ ウ ） 切れ目のない在宅医療と 在宅介護の提供体制の構築推進 

（ エ） 医療・ 介護関係者の情報共有の支援 

（ オ） 在宅医療・ 介護連携に関する 相談支援 

（ カ ） 医療・ 介護関係者の研修 

（ キ） 地域住民への普及啓発 

（ ク ） 在宅医療・ 介護連携に関する 関係市町村の連携 

合  計 事業費 1 3 ,0 1 1  1 5 ,2 3 2  1 4 ,9 1 9  
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《 任意事業》  

事業名 令和 3 年度 令和 4 年度 
令和 5 年度 

（ 見込み）  

食の自立支援事業 

実績額 7 ,1 8 5  7 ,5 9 2  8 ,5 0 0  

事業量 
延べ 8 ,5 9 4 件 延べ 9 ,4 8 8 件 延べ 1 0 ,5 0 0

件 

住宅改修支援事業 
実績額 8  8  1 0  

事業量 4 件 4 件 5 件 

家族介護者交流事業 
実績額 1 7 0  2 1 0  1 3 0  

事業量 1 2 回   

認知症高齢者見守り 事業 

実績額 4 5  5 0  4 5  

事業量 
サポータ ー 

延べ 1 ,5 2 7 人 

サポータ ー 

延べ 1 ,5 2 7 人 

サポータ ー 

延べ 1 ,5 7 2 人 

認知症対応型共同生活介

護家賃支援事業 

実績額 1 ,6 9 7  1 ,6 5 4  1 ,4 0 0  

事業量 1 0 名 1 0 名 9 名 

合  計 事業費 9 ,1 0 5  9 ,5 1 4  1 0 ,0 8 5  
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《 参考： 介護予防・ 生活支援サービ ス 事業の概要》  

事業名 事業内容 

訪問型サービ ス 事業 

介護予防訪問介護に替わり 、 要支援認定・ 基本チェ ッ ク リ ス ト に該当

する 高齢者に対し 、 ヘルパーによ る 掃除、 買い物等の生活援助を 行い

ま す。  

通所型サービ ス 事業 

介護予防通所介護に替わり 、 要支援認定ま たは基本チェ ッ ク リ ス ト に

該当する 高齢者が、 デイ サービ ス 等に通所し 、 食事や入浴等の日常生

活上の支援や機能訓練等を 受けま す。  

高額介護サービ ス 費等

相当事業 

介護予防・ 生活支援サービ ス 事業や介護給付サービ ス に係る 利用者負

担額が高額になっ た場合は、 基準額を 超えた分について高額介護予防

サービ ス 費相等当事業費を 支給し 、 利用者の負担を 軽減し ま す。  

介護予防ケ ア マ ネ ジ メ

ン ト 事業 

要支援認定ま たは基本チェ ッ ク リ ス ト に該当する 高齢者が、介護予防・

生活支援サービ ス 事業を 利用する 場合において、 介護予防に留意し た

サービ ス 利用と なる よ う 、 包括支援セン タ ー職員によ る 計画作成、 関

係機関と のサービ ス 調整等を 行いま す。  

 

《 参考： 一般介護予防事業の概要》  

事業名 事業内容 

介護予防把握事業 

アン ケート 調査等によ り 収集し た情報を 活用し 、 閉じ こ も り 等何ら か

の支援を 要する 高齢者や地域課題等の把握を 行い、 新たな政策につな

げる ためのデータ 収集を行いま す。  

介護予防普及啓発事業 
高齢者に対し 、 介護予防の意識啓発や各種予防教室等を 開催し 、 健康

寿命延伸のための取り 組みを 行いま す。  

 

①若返り 測定隊 

教室型： 公民館 

出張型： 地域の通いの

場 

【 目的】 介護予防に対する 意識啓発や生活習慣改善、 身体機能のモニ

タ リ ン グ等 

【 内容】 体力測定、 ミ ニ講話 

【 ス タ ッ フ 】 健康運動指導士、 看護師、 地域包括支援センタ ー職員、 社

会福祉協議会職員、 保健師など  

 ②から だ爽快教室 

【 目的】 痛みの軽減、 参加者同士の交流、気分転換。 社会参加や介護予

防への参加の契機と なる 楽し い教室を目指す。  

【 内容】 体操・ ス ト レ ッ チ、 頭の体操、 レ ク リ エーショ ン 等。  

【 ス タ ッ フ 】 健康運動指導士、 地域包括支援センタ ー職員 

 ③骨折・ 転倒予防教室 

【 目的】 骨折し にく いから だづく り 、 転倒し ないためのから だづく り

のための、 運動方法の提供を 行い、 自宅での習慣化を 目指す。  

【 内容】 講話、 筋力運動 

【 ス タ ッ フ 】 健康運動指導士、 地域包括支援センタ ー職員 

 ④ス ト レ ッ チ教室 

【 目的】 筋緊張緩和、 疼痛軽減、 筋力アッ プを目指す。  

【 内容】 ス ト レ ッ チバンド を 使っ たス ト レ ッ チ、 筋力ト レ ーニング 

【 ス タ ッ フ 】 イ ンス ト ラ ク タ ー 
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 ⑤脳活倶楽部 

【 目的】 認知症予防講演会・ 脳いき いき 会と 連動し 、 認知症予防に効

果的な活動の実践を 通し て、 日常生活への定着を目指す。  

【 内容】 公民館単位で脳ト レ ・ 音読等の知的活動、 運動等を 行う 。  

【 ス タ ッ フ 】 地域包括支援センタ ー職員 

 ⑥認知症啓発事業 

【 目的】 認知症の正し い理解を 深め、 認知症発症予防・ 進行遅延を 目

指す。  

【 内容】 認知症予防に関する 講演会 

【 ス タ ッ フ 】 包括、 町、 講師等 

 ⑦いき いき 百歳体操 

【 目的】 いき いき 百歳体操を 通じ て、 自主的・ 主体的な住民運営の集

いの場を 創設する こ と で、 人と 人の繋がり や居場所づく り を 目指す。  

【 内容】 3 人以上のグループで、 週に 1 回集い、「 いき いき 百歳体操」

に取り 組む。 初回 4 回にス タ ッ フ が介入し 、 その後は住民運営の活動

へ移行。  

 

⑧いき いき 百歳体操

グ ループへの専門職

派遣 

 

【 目的】 いき いき 百歳体操に取り 組んでいる グループへ理学療法士、

健康運動指導士等を 派遣し 、 体力測定や体操指導を 実施する こ と で、

安全で効果的な体操の実施、 体操継続への動機づけを 行う 。  

【 内容】 体操指導、 体力測定 

【 ス タ ッ フ 】 理学療法士、健康運動指導士、 保健師、 地域包括支援セン

タ ー職員 

 
⑨よ し か・ 元気ノ ート

の配布 

【 目的】 事業参加への継続意欲を 高める 。  

【 内容】 介護予防事業に参加する と 、 一人 1 冊、 緑色のフ ァ イ ルを 配

布。 記録用紙や予定表、 ス タ ンプカード など を挟む 

 
⑩介護予防ポ イ ン ト

制度 

【 目的】 楽し みながら 、自ら の健康増進・ 介護予防に積極的・ 継続的に

取り 組む意識を 高める 。  

【 内容】 若返り 学校、 各種介護予防教室の参加者にポイ ン ト を 付与。

よ し か・ 元気ノ ート に綴じ てある ポイ ン ト シート へ、 教室参加時にス

タ ン プを 押印。 年間で５ ０ ０ ポイ ン ト が溜ま る と 『 若返り ツ アー』 へ

の参加権が得ら れる 。  

地域住民グ ループ支援

事業 

【 目的】 地域における 集いの場（ サロ ン ） を 整備し 、 高齢者の閉じ こ も

り 防止、 社会的役割の創出など 生き がいづく り のための取り 組みを 行

う 。  

【 内容】 レ ク レ ーショ ン、 会食、 ミ ニ講座等 

【 ス タ ッ フ 】 サロ ン リ ーダー、 社会福祉協議会職員等 

地域リ ハビ リ テ ーシ ョ

ン 活動支援事業 

介護予防の取り 組みを 機能強化する ため、 通所、 訪問、 地域ケア会議、

住民主体の集いの場等へのリ ハビ リ 専門職等によ る 助言等を 実施する

事業。  

 
①専門職のサロ ン 等

巡回 

【 目的】 運動機能、 口腔・ 嚥下機能、 栄養状態の維持・ 改善を 目指し て

各専門職によ る 啓発活動を 実施。  

【 内容】 希望のあっ たふれあいサロ ン に専門職を 派遣し 、 講話等を 実

施。  

【 ス タ ッ フ 】 理学療法、 作業療法、 言語聴覚士、 管理栄養士、 健康運動
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指導士、 看護師、 テイ ク テン リ ーダー 

 ②脳いき いき 会 

【 目的】 認知機能の維持につなげる 生活習慣を紹介し 、 定着を目指す。 

【 内容】 ふれあいサロ ンにて、 月 1 回ペース で 5 ～6 回程度介入。 認

知機能の維持に繋がる 活動と し て、 脳いき いき 5 か条の普及啓発を 行

う 。  

【 ス タ ッ フ 】 作業療法士、 地域包括支援セン タ ー職員 

 

■介護保険事業実績値の総額 

第８ 期介護保険事業計画における 介護保険事業費実績値（ 見込み） については、 次表のと おり

と なり ま す。  

種別 令和 3 年度 令和 4 年度 
令和 5 年度 

（ 見込み）  

 

在宅サービ ス 給付費 2 1 8 ,0 9 3  2 1 6 ,7 4 3  2 0 9 ,7 5 9  

居住系サービ ス 給付費 ※

1  
5 3 ,8 7 6  4 7 ,3 8 7  4 4 ,1 7 3  

施設サービ ス 給付費 ※2  6 0 1 ,0 0 6  5 9 5 ,8 3 4  5 6 5 ,5 9 7  

総給付費（ Ａ ）  8 7 2 ,9 7 5  8 5 9 ,9 6 4  8 1 9 ,5 2 9  

 

特定入所者介護サービ ス 費 4 8 ,7 2 0  4 2 ,1 8 3  4 0 ,7 0 9  

高額介護サービ ス 費 2 7 ,7 7 2  2 9 ,8 2 8  2 6 ,4 9 1  

高額医療合算介護サービ ス

費 
3 ,7 1 1  3 ,0 2 2  3 ,7 3 9  

審査支払手数料 8 5 7  8 5 4  8 2 1  

その他の給付費（ Ｂ ）  8 1 ,0 6 0  7 5 ,8 8 7  7 1 ,7 6 0  

介護給付費計（ Ａ +Ｂ ）  9 5 4 ,0 3 5  9 3 5 ,8 5 1  8 9 1 ,2 8 9  

 

介護予防・ 日常生活支援 

総合事業費 
4 4 ,3 8 1  4 4 ,4 6 2  4 4 ,8 6 6  

包括的支援事業費 1 3 ,0 1 1  1 5 ,2 3 2  1 4 ,9 1 9  

任意事業費 9 ,1 0 5  9 ,5 1 4  1 0 ,0 8 5  

地域支援事業費計 6 6 ,4 9 7  6 9 ,2 0 8  6 9 ,8 7 0  

合  計 1 ,0 2 0 ,5 3 2  1 ,0 0 5 ,0 5 9  9 6 1 ,1 5 9  

※１  特定施設入所者生活介護、 介護予防特定施設入所者生活介護、 認知症対応型共同生活介護を

計上 

※２  介護老人福祉施設、 介護老人保健施設、 介護療養型医療施設、 地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を 計上 
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Ⅲ よ し か病院経営強化プラ ン 

１ ． 病院の役割・ 機能の最適化と 連携強化 

（ １ ） 地域医療構想を 踏ま えた当院の果たすべき 役割・ 機能 

島根県地域医療構想の益田構想区域において、 回復期医療については、 自己の能力を 活かし 生

き がいを持っ て生活し たいと 望む患者を支援する ために必要な回復期病床の確保する こ と と さ れ

ていま す。 慢性期医療について、 平成 2 7 年（ 2 0 1 5 年） 4 月 1 日現在の圏域医療機関の慢性期

病床数が 1 9 6 床である のに対し 、 国が算定し た 2 0 2 5 年の慢性期病床数の必要量は 1 7 3 床と

乖離が見ら れている 状況です。  

ま た、 令和 4 年度（ ２ ０ ２ ２ 年度） の病床機能報告では、 区域内の急性期病床数は 3 4 6 床

（ 益田赤十字病院 2 3 6 床、 医師会病院 6 0 床、 六日市病院 5 0 床）、 回復期病床数は 1 5 3 床

（ 医師会病院 1 0 4 床、 津和野共存病院 4 9 床） である のに対し 、 2 0 2 5 年の必要病床数推計で

は急性期 2 0 0 床、 回復期 1 7 9 床と さ れていま す。  

 

年度 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

2 0 1 5 年 0  5 2 1  1 0 1  1 9 6  

2 0 2 2 年 4 0  3 4 6  1 5 3  1 4 9  

2 0 2 5 年（ 必要量）  4 7  2 0 0  1 7 9  1 7 3  

 

よ し か病院における 病床機能は、 回復期病床 5 0 床を 設置し ま す。 今後、 医療従事者等の体制

が整い次第、 ５ ０ 床のう ち３ ０ 床を 地域包括ケア病床と し 、 在宅療養に向けた支援体制を さ ら に

充実さ せる こ と と し ていま す。  

益田構想区域における 病床機能整備の方向性と し て、 回復期機能の充実を 図る ため回復期病床

の増床が必要と さ れていま す。 よ し か病院は、 回復期５ 0 床を 設置する 予定である こ と から 、 益

田構想区域における 病床整備の方向性に沿っ ており 、 医療構想と の整合がと れたも のである と 言

えま す。  

 

（ ２ ） 地域包括ケアシス テム の構築に向けて果たすべき 役割・ 機能 

医療ニーズ・ 介護ニーズを 併せ持つ高齢者等が可能な限り 住み慣れた地域で生活し 続ける こ と が

でき る よ う 、 医療・ 介護の一体的なサービ ス 提供のし く みを 作り 上げていく こ と が地域包括ケアシ

ス テム を構築する 上で重要と なり ま す。  

第８ 期吉賀町高齢者いき いき ま ちづく り 計画(老人福祉計画・ 介護保険事業計画)における 事業と

し て、 吉賀町地域包括支援セン タ ーが中心と なり 、 多職種参画によ る 入退院時の連携のし く みづく

り や、「 人生の最終段階における 医療・ ケアに関する 本人の意思決定支援（ Ａ ｄ ｖ ａ ｎ ｃ ｅ ・ Ｃ ａ ｒ

ｅ ・ Ｐ ｌ ａ ｎ ｎ ｉ ｎ ｇ ）」 の周知・ 啓発等の取り 組みが行われていま す。  

よ し か病院は、 町の基幹病院と し て、 地域における 効率的かつ高質な医療提供体制の構築並び

に地域包括ケアシス テムにおける 医療・ 介護の総合的な確保を 目指す施設と し て設置し ま す。  

入院機能については、 回復期・ 慢性期の患者に対する 在宅復帰支援や、 必要に応じ て介護施設

等への入所に向けた支援を 行う こ と と し ていま す。  

専門的・ 緊急的な医療が必要な場合は、 益田赤十字病院や他県の医療機関と 連携し 対応し ま

す。 病床数の設定にあたっ ては島根県地域医療構想等を 踏ま え、 益田医療圏における 病床数の適
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正化に努める と と も に、 町内はも と よ り 、 益田圏域の医療施設・ 介護施設等と の連携強化と 機能

分化を 図り ま す。  

外来診療については総合診療科をはじ めと する 7 つの診療科を 設置し 、 町内のかかり つけ医と

連携し た医療を提供し ま す。 総合診療科では、 多様な健康問題に対し て幅広い診察を行いま す。  

加えて、 病院の運営にあたり 、 訪問診療や訪問リ ハビ リ テーショ ン 、 訪問看護（ 設置予定） など

在宅医療サービ ス を 充実さ せ、 地域住民に対する 切れ目ない医療・ 介護サービ ス の提供体制を 整備

し 、 吉賀町地域包括ケアシス テム の構築に向けた取り 組みを 推進し ま す。  

 

以上よ り 新病院は、 総合診療科設置によ る 日常的な診療機能の整備、 他の医療機関と の連携し た

医療提供体制の構築並びに療養の場と し ての病床数の確保によ り 、 高齢者等がいつま でも 住みなれ

た地域で暮ら し 続ける こ と ができ る よ う 、 吉賀町地域包括ケアシス テム における 中核施設と し ての

役割を 担う こ と と なり ま す。  

 

 

（ 資料： 厚生労働省資料）  
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（ ３ ） 機能分化・ 連携強化 

よ し か病院は、島根県地域医療構想（ 益田構想区域） における 医療機関と し て、益田赤十字病院、

津和野共存病院と の医療連携体制を 構築し ま す。  

具体的には、益田赤十字病院の後方支援病院と し て、急性期疾患患者は益田赤十字病院へ紹介し 、

回復期と なっ た場合はよ し か病院へ転院し 在宅復帰等へ向けてリ ハビ リ を 行う など の連携を 行い

ま す。  

ま た、 介護保険施設については、「 よ し か介護医療院」 と し て５ ３ 床を 設置し ま す。 こ れは、 津和

共存病院が運営する 介護老人保健施設せせら ぎと の役割分担を 行い、 せせら ぎは在宅復帰・ 在宅支

援を 目指す施設と し て、 よ し か介護医療院は長期療養・ 生活の場と し て、 施設間連携によ る 介護サ

ービ ス の提供を行う も のです。  

地域内における 連携の方法と し て、 将来的には津和野共存病院と 「 地域医療連携推進法人」 の立

ち上げについても 検討を行いま す。  

 

【 施設の機能分担のイ メ ージ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護高齢者の長期療養・ 生活のための場所 

要介護高齢者の在宅復帰・ 在宅支援を目指す場所 

 

 

  

吉賀町が設置する  

介護医療院 

津和野が設置する  

老人保健施設 

町内の 

他の介護施設 
吉賀町 高齢者 

津和野町 高齢者 
町内の 

他の介護施設 



2 7  

 

（ ４ ） 医療機能や医療の質、 連携の強化等に係る 数値目標 

よ し か病院の医療機能、 医療の質等に係る 数値目標は下表のと おり です。  

項目 R 6 年度 R 7 年度 R8 年度 R9 年度 

医療機能に係る も の 

      

      

      

医療の質に係る も の 

      

      

      

連携の強化等に係る も の 

      

      

      

その他 

      

      

      

 

 

（ ５ ） 一般会計負担の考え方 

よ し か病院は、 地方公営企業と し て運営さ れる 以上、 独立採算を 原則と すべき です。 し かし な

がら 、 地方公営企業法第１ ７ 条の２ 第１ 項（ 経費の負担の原則） において、「 その性質上、 当該病

院の経営に伴う 収入を も っ て充てる こ と が適当でない経費」、「 当該病院の性質上、 能率的な経営

を 行っ ても なおその経営に伴う 収入のみを も って充てる こ と が客観的に困難である と 認めら れる

経費」 については、 自治体の一般会計から 負担（ 繰入） を行う こ と と 規定さ れていま す。  

よ し か病院においては、 民間事業者の参入が極めて困難なへき 地において、 医療介護を 継続する

ために設立さ れた病院であり 、 不採算部分については経営強化の面から 町の負担金（ 繰入金） で対

応し ま す。 ただし 、 繰入基準内で収める ために、 収益の確保、 経費の節減に努め、 経営の安定化を

図り ま す。  

町のよ し か病院の運営に係る 繰出金について、 総務省副大臣通知に規定する １ ９ 種類の操出項

目のう ち、 よ し か病院に該当する 項目は下表のと おり です。  

操出項目 内容 

１ ．病院建設改良に 

要する 経費 

備品更新・ 施設改修

費 

病院事業会計の資本的収支の不足額（ 医療機器の

更新・ 施設改修費等）  

病院建設一般財源 病院建設における 補助金、 企業債等の充当残額 

過疎債利息 企業債（ 過疎債） 償還利息の 1 0 /1 0  

病院債利息 1 /2  企業債（ 病院債） 償還利息の 1 /2  

過疎債元金 企業債（ 過疎債） 償還元金の 1 0 /1 0  

病院債元金 1 /2  企業債（ 病院債） 償還元金の 1 /2  

調整中 
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３ ．不採算地区病院

の 運営に 要する

経費 

公立病院（ 病床割）  普通交付税措置額 

不採算地区病院 特別交付税措置の上限額（ 基準額÷0 .8 ）  

収支不足財源補填 病院事業会計の収益的収支の不足額（ 収支差額） 

機器リ ース 料 
病院事業会計の収益的収支の不足額（ 医療機器等

リ ース 料相当）  

施設修繕費 
病院事業会計の収益的収支の不足額（ 施設修繕費

相当）  

病院事業会計職員給 
病院事業会計の収益的収支の不足額（ 町職員のう

ち病院事業会計に配置する 者の給与費等）  

 

（ ６ ） 住民の理解のための取り 組み 

よ し か病院が町医療並びに地域包括ケアシス テムの中核を担う 医療機関と し て、 医療介護の確

保を 推進する ためには、 官民連携によ る 取り 組みが必要と なり ま す。  

よ し か病院の開設を 契機と し て、 地域の医療について学び理解を 深め、 限り ある 医療資源を 大

切にする ための取り 組みへの機運が高ま っ ており 、 令和６ 年２ 月に初の住民団体である 「 地域と

医療を つなぐ 会」 が設立さ れま し た。  

こ う し た住民団体と 町や病院が連携し 、 講演会の開催やパン フ レ ッ ト 等の発行によ る 住民への

啓発活動を 行い、 吉賀町の医療介護を 守り 育てていく ための活動を 展開し ていき ま す。  

ま た、 吉賀町の地域医療の状況については、 広報誌「 広報よ し か」 やホーム ページ、 CA TV 等

を 通じ た定期的な情報発信を 行いま す。  
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２ ． 医師・ 看護師等の確保と 働き 方改革 

（ １ ） 医師の確保施策 

■医師の配置状況 

雇用形態 診療科 
R 6 .3 .1 ～3 .3 1  

医師数 

R6 .4 以降 

予定医師数 

常勤医師 
総合診療科 ３ 名 ６ 名 

歯科口腔外科 １ 名 １ 名 

計 ４ 名 ７ 名 

非常勤医師 

整形外科 １ 名 １ 名 

眼科 １ 名 １ 名 

皮膚科 ２ 名 ２ 名 

内視鏡検査 ２ 名 ２ 名 

小児科 １ 名 １ 名 

精神科・ 心療内科 —  １ 名 

計 ７ 名 ８ 名 

 

令和６ 年３ 月１ 日の開設時点における 医師数について、 常勤医師数は、 六日市病院から の継

続 2 名、 他病院から の医師 2 名（ う ち地域枠１ 名） と なり ま す。 ま た、 非常勤医師は、 眼科、

整形外科、 皮膚科、 内視鏡検査、 小児科に配置し ていま す。  

令和６ 年４ 月以降の予定医師数について、 常勤医師数は、 他病院から の医師２ 名、 県から の

派遣医師１ 名を加え、 計７ 名と なり ま す。 非常勤医師数は、 新たに精神科・ 心療内科が追加さ

れ、 計８ 名と なる 予定です。  

なお、 小児科については吉賀町から の委託によ る 配置と なっ ていま す。  

■医師確保に関する 取り 組み 

医師確保については、 地域医療・ 介護を継続する ために極めて重要な要素である こ と から 、

公立病院と し ての強みを活かし 、 島根県及び自治医科大学等と 連携し 取り 組みま す。  

ま た、 島根大学医学部地域枠医師と の定期的な面談も 行い、 町・ 圏域の地域医療に関する 情

報共有を行いつつ、 総合診療医と し てよ し か病院での従事について協議を行いま す。  

 

（ ２ ） 看護職員等の確保対策 

■看護職員等の配置状況 

令和６ 年３ 月１ 日の開設時点での看護師を はじ めと する 医療従事者の配置状況は下表のと お

り であり 、 いずれの職種においても 計画数に達し ていない状況です。 特に、 看護師・ 准看護師

については、 採用計画数４ ７ 名に対し ３ ７ 名と なっ ており 、 １ ０ 名の欠員が生じ ていま す。 各

診療部門を 安定的に運営し ていく ために、 看護職員の確保は急務と なっていま す。  

職種 採用計画数 人数（ 計画数と の差）  

看護師・ 准看護師 ４ ７ 名   ３ ７ 名（ ▲１ ０ 名）   

介護福祉士 １ ８ 名   １ ２ 名（ ▲６ 名）   

コ メ ディ カル ３ ０ 名   ２ ６ 名（ ▲４ 名）   

その他（ 社会福祉士等）  ９ 名   ６ 名（ ▲３ 名）   
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■看護職員等確保に向けた取り 組み 

看護師等の医療介護ス タ ッ フ の確保については、 島根大学・ 島根県立大学はも と よ り 、 県内

外の看護学部や医療技術専門学校への訪問等によ り 継続的な人材確保に取り 組みま す。  

ま た、 令和５ 年度よ り 新たな奨学金・ 修学資金制度と し て、「 吉賀町医師確保奨学金」、「 吉賀

町看護職員確保修学資金」、「 吉賀町医療技術者等確保修学資金」 を 創設し 、 将来よ し か病院に

従事する ために資格免許を 取得さ れる 方への支援制度を 設けていま す。  

 

（ ３ ） その他医療従事者確保のための取り 組み 

医療介護従事者住宅の整備、 子育て環境の充実など 、 若年層の医師、 看護師等にと っ て魅力的

なま ちづく り ・ 地域づく り について、 医療・ 福祉部局を 超えて取り 組む必要があり ま す。  

ま た、 新たに設立さ れた「 地域の医療をつなぐ 会」 を 中心と し た、 地域住民と 医療従事者の交

流の場を設ける など 、 吉賀町で暮ら す 

よ し か病院を 運営する 医療法人カタ ク リ 会においても 、 人材育成要綱など の規程・ 仕組みを 整

備し 、 長き に渡り 地域の医療介護を 担う 人材育成に取り 組みま す。  

 

（ ４ ） 医師の働き 方改革への対応 

令和６ 年度から 医師の時間外労働規制が開始さ れ、 医師の時間外労働の縮減を 図る 必要がある

こ と から 、 よ し か病院では夜間救急対応を 行わないこ と と し ま し た。  

ま た、 医師の日々の業務負担軽減のため、 医師事務作業補助者４ 名を 配置し 、 診療に係る 事務

補助を 行いま す。  

そのほか、 就業管理シス テム 等の活用によ る 労務管理体制の構築、 タ ス ク シフ ト ／シェ アの導

入や、 ICT の活用によ る 診療業務の効率化など 、 様々な取り 組みが想定さ れま すが、 現場医師か

ら のヒ アリ ン グや近隣医療機関での取り 組み状況等を 踏ま え、 業務の効率化及び働き やすい職場

環境の構築を 推進し ていく こ と と し ていま す。  

 

３ ． 経営形態の見直し  

経営形態には町によ る 直営方式、 地方独立行政法人化、 指定管理者制度があり ま すが、 経営・

運営のノ ウ ハウ を 持つ医療法人によ る 運営と する こ と で、 効率的な経営・ 運営を 実現でき る よ

う 、 指定管理者制度を 活用し た公設民営を 行いま す。  

なお、 地域医療を 守る ため、 利益優先によ る 経営ではなく 、 不採算地区における 役割と 責任を

果たすと と も に、 地域包括ケアシス テムの推進など 、 町の施策と 緊密な連携を 図り ま す。  

 

４ ． 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時から の取組 

新型コ ロ ナウ イ ルス 等の新興感染症発生時にあたっ ては、 県の指導・ 指示に基づき 、 速やかに

感染症患者を 受け入れら れる 体制を 目指すと と も に、 常時感染症への対応が可能と なる 診療体制

を 整備し ま す。  

感染症拡大防止のため、 感染症が疑われる 患者並びに外部と 他の患者と の接触を 防ぐ ため、 発

熱者等専用の出入口・ 診療ス ペース を 整備する こ と で動線を 区別し 、 感染症防止対策を 徹底し ま

す。  

ま た、 新興感染症等のワ ク チン 接種にあたっ ては、 県及び町と 連携し 対応する と と も に、 地域

の開業医と の協力体制のも と 取り 組みま す。  
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５ ． 施設・ 設備の最適化 

（ １ ） 施設・ 設備の適正管理と 整備費の抑制 

病院本体の建物については昭和５ ６ 年建設で４ ２ 年が経過し ており 、 地方公営企業法施行規則

に定める 鉄骨鉄筋コ ン ク リ ート 造の病院用建物の耐用年数の３ ９ 年を すでに超えている 状況で

す。  

ま た、 町は令和５ 年度中に「 よ し か町新病院建設基本計画」 を 策定の上、 よ し か病院の新築移

転に向けて取り 組むこ と から 、 公立病院の運営にあたっ てはハード ・ ソ フ ト 面と も に町財政と の

均衡が確保さ れたも のである 必要があり ま す。  

こ のため、 現病院施設については、 限ら れた予算の中で維持管理を し なければなら ず、 新病院

竣工を にら み、 当面の施設改修、 修繕及び設備の更新等については、 過剰な公費投入と なら ない

よ う 緊急性・ 必要性等の観点から 優先順位を つけ対応する こ と と し ま す。  

（ ２ ） デジタ ル化への対応 

医療の質の向上、 医療情報の連携、 働き 方改革の推進と 経営の効率化を推進する ために、 医療

ICT の活用によ る デジタ ル化が求めら れていま す。  

電子カルテシス テム については、 石州会から 引き 継いだシス テム を 当面の間は使用する こ と と

し ていま すが、 今後は医師や看護師等から のヒ アリ ン グを行い、 業務の効率化に適し たシス テム

への更新入についても 検討を 行いま す。  

マイ ナン バーカード の健康保険証利用（ オン ラ イ ン 資格確認） の運用を行っ ており 、 医療保険

事務の効率化や患者の利便性向上を 図っていま す。 今後も オン ラ イ ン 資格確認の利用促進に向

け、 院内でのポス タ ー掲示や職員によ る 声掛けなど によ り 取り 組みま す。  

ま た、 近年は病院がサイ バー攻撃の標的と さ れる 事例が増加し ている こ と から 、 厚生労働省の

「 医療情報シス テム の安全管理に関する ガイ ド ラ イ ン 」 に準拠し た体制を 整備し 、 情報セキュ リ

ティ 対策の徹底に努めま す。  

島根県の医療情報ネッ ト ワ ーク 「 ま めネッ ト 」 を活用し 、 県内医療機関相互での診療情報の共

有・ 連携を 行いま す。  

 

６ ． 経営の効率化に向けた事業計画 

（ １ ） 経営指標に係る 数値目標 

《 収支見通し に用いた患者推計》  

 R 6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

     

     

     

     

     

     

 

入院・ 外来と も に厚生労働省患者調査によ る 都道府県別受療率を 用いて、 吉賀町の人口推計に

受療率を反映する こ と で、 病床稼働率と 外来稼働率を 推計し ていま す。  

調整中 
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こ のう ち入院については、 稼働率 8 5 % と し て見た時に、 すべての町内入院対象者を よ し か病院

で対応する こ と は難し い状況が当面続く も のと 見込ま れま す。 こ のため、 稼働率 8 5 % で４ 年間の

収支を 推計し ていま す。  

ま た、 外来については、 約 2 % 程度の減少が続く も のと 推計し ており 、 徐々に外来によ る 料金

収入は減少し ていく こ と を 見込んでいま す。  

人口減少に合わせて料金収入等が減少する こ と は、 将来に向けての課題ではあり ま すが、 圏域

内の病院連携によ り 、 診療科目の見直し や連携によ る 規模に見合っ た設備の見直し 等によ り 、 良

好な病院経営を図り ま す。  

 

《 経常収支比率及び医業収支比率》  

（ 単位： 千円）    

項目 R 6 年度 R 7 年度 R 8 年度 R9 年度 

収
入 

     

      

      

      

支
出 

     

      

      

      

      

     

     

 

  

調整中 
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（ ２ ） 目標達成に向けた具体的な取り 組み 

■収支改善に係る 取り 組み 

・ 医業収益の増加及び医業費用の適正化によ り 、 経常収支比率１ ０ ０ ％以上を 図り ま す。  

・ 情報収集に努め、 国県補助金等活用可能な財源の確保を図り ま す。  

 

■収入確保に係る 取り 組み 

・ 情報共有の推進、 地域連携の強化、 地域包括ケア病床の活用によ り 、 効率的な病床運用を 図

り 、 病床利用率８ ０ ％以上の維持に努めま す。  

・ １ ０ 対１ 看護基準の維持、 診療報酬の新たな加算届のための体制整備、 診療報酬の請求漏れ

防止、 地域包括ケア病床の活用によ り 、 効率的な病床運用に努め、 病床利用率７ ０ ％以上を

維持し ま す。  

・ 総合診療医の役割について、 住民への理解を 深める 取り 組みを 行い、 受診数の確保を 図り ま

す。  

・ 吉賀町保健福祉課や地域の民間企業と の連携によ り 、 健診や人間ド ッ ク など の受診機会の確

保・ 増加に取り 組むと と も に、 必要に応じ て受診勧奨を 行い、 住民の健康保持や疾病の予防

を 図り ま す。  

・ 医療介護連携課を 中心に益田構想区域や県外の山口県、 広島県等の医療機関と の連携強化を

図り 、 積極的な情報収集・ 情報提供を 行い、 紹介・ 逆紹介の推進及び円滑な入退院調整に努

めま す。  

 

■経費削減に係る 取り 組み 

・ 入札の実施や適切な発注単位によ り 、 物品購入に係る 仕入価格の削減を 図り ま す。  

・ 診療材料およ び薬品在庫の適正管理、 後発医薬品への切り 替えによ り 、 材料費の抑制を図り

ま す。  

・ 大規模な投資にあたっては、 費用対効果等を 踏ま えた実施の必要性について、 検証を 徹底し

り ま す。  

・ 計画的かつ効率的な施設設備の改修、 医療機器の整備、 保守管理によ り 長寿命化に努め、 費

用の縮減及び平準化を図り ま す。  

 

■経営の安定性に係る 取り 組み 

・ 医師をはじ めと する 医療従事者の確保・ 育成に努める と と も に、 効率的な医療の提供を行う

こ と によ り 、 患者数の増加を 図り 、 入院収益・ 外来収益を確保し ま す。  

・ 職員配置の適正化に努め、 給与費の平準化を 図り ま す。  

・ 不採算地区における 医療サービ ス の提供、 地域包括医療・ ケアシス テムの推進など 、 地域の

状況や施策を 勘案し 、 相応な一般会計負担の実施に努めま す。  

・ 積極的に研修等を 受講し 、 医療制度に関する ノ ウ ハウ 、 医療行為の解釈等に精通し た職員を

確保・ 育成する など 、 マネジメ ント や事務局体制の強化を図り ま す。  
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Ⅳ 関連する 医療介護サービ ス の収支見込等 

１ ． よ し か介護医療院 

よ し か病院では、 鹿足郡内において津和野共存病院が設置し ている 「 介護老人保健施設せせら

ぎ」 と の機能分化を 図る ため、「 よ し か介護医療院」 を 併設し ま し た。  

せせら ぎは在宅復帰・ 在宅支援を目指す施設と し て、 よ し か介護医療院は長期療養・ 生活の場

と し て、 施設間連携によ る 介護サービ ス の提供を 行っ ていま す。 入院・ 外来と も に厚生労働省患

者調査によ る 都道府県別受療率を 用いて、 吉賀町の人口推計に受療率を反映する こ と で、 病床稼

働率と 外来稼働率を 推計し ていま す。  

こ のう ち入院については、 稼働率 8 5 % と し て見た時に、 すべての町内入院対象者を よ し か病院

で対応する こ と は難し い状況が当面続く も のと 見込ま れま す。 こ のため、 稼働率 8 5 % で 1 0 年間

の収支を推計し ていま す。  

ま た、 外来については、 約 2 % 程度の減少が続く も のと 推計し ており 、 徐々に外来によ る 料金

収入は減少し ていく こ と と 見込んでいま す。  

人口減少に合わせて料金収入等が減少する こ と は、 将来に向けての課題ではあり ま すが、 圏域

内の病院連携によ り 、 診療科目の見直し や連携によ る 規模に見合っ た設備の見直し 等によ り 、 良

好な運営を 図り ま す。  

 

《 経常収支比率及び医業収支比率》  

（ 単位： 千円）    

項目 R 6 年度 R 7 年度 R 8 年度 R9 年度 

収
入 

     

      

      

      

支
出 

     

      

      

      

      

     

     

 

２ ． 訪問看護ス テーショ ン  

よ し か病院では、 在宅での療養患者への支援を充実する ため、 訪問看護ス テーショ ン の設置を

検討し ていま すが、 看護職員の確保が課題と なっ ていま す。  

ま た、 入院病床においては、 現在設置し ている 病床５ ０ 床のう ち３ ０ 床を 地域包括ケア病床と

する こ と を 検討し ていま す。 地域包括ケア病床を 設置する ためには、 訪問看護師と 医師が連携・

情報共有でき る 体制整備のも と 、 訪問看護利用者への支援を 行う 体制を整える こ と を目的と し

て、 病院の同一敷地内に訪問看護ス テーショ ンを 設置する 必要があり ま す。  

調整中 
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こ う し た状況も 踏ま え、 在宅復帰に向けた療養体制を よ り 強化する ため、 看護職員を 早期に確

保し 、 訪問看護ス テーショ ン を 設置する こ と が求めら れま す。  
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Ⅴ 経営強化プラ ンの点検・ 評価・ 公表 

本経営強化プラ ン 策定後の各種取組の達成状況については、 吉賀町地域医療計画策定委員会に

報告し 、 その達成度合など を 点検・ 評価し 、 その後の方針について検討を 行いま す。  

ま た、 当院を 取り 巻く 社会情勢、 圏域内外の医療機関の動向を 踏ま えながら 、 必要に応じ て年

度単位で改定を行い、 その時点における 医療介護ニーズを的確に把握し 、 実効性、 現実性のある

計画になる よ う 点検、 評価し ていき ま す。  

評価の内容と し て、 数値目標を 掲げている も のについては、 その到達度（ 達成、 未達成） によ

っ て判断し 、 数値目標を掲げていない項目（ 例： ホーム ページ、 広報誌等を 活用し た情報発信を

行う など ） については、 ど の程度実行でき たのか（ 回数、 効果） 客観的に考察し ま す。  

さ ら に、 必要に応じ てホーム ページ等の媒体を利用し て公表を 行い、 地域住民と 情報を 共有で

き る よ う 努めま す。  



令和６年３月１２日
吉賀町医療対策課
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Ⅰ 「よしか病院」の概要
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（１）沿革

令和２年 ２月～ 公設民営による新病院の設置に向けた協議を開始

令和５年 ４月２７日 新病院の運営の受け皿となる「医療法人カタクリ会」を設立

〃 ６月２９日 カタクリ会が医療法人として許認可

〃 ９月 １日 カタクリ会による「よしかクリニック」開設

〃 １２月１５日
吉賀町議会臨時議会において、カタクリ会が「よしか病院」指
定管理者となることが可決

令和６年 ２月１５日
・県から「よしか病院」開設許可を受ける
・社会医療法人石州会から病院施設等の譲渡契約を締結

〃 ３月 １日
・譲渡契約書に基づき石州会から病院施設・土地を取得
・よしか病院開設

〃 ３月 ４日 よしか病院での外来診療が開始

Ⅰ よしか病院の概要



5

（２）「よしか病院」及び「よしか介護医療院」の開設

令和６年３月１日に「よしか病院」
及び「よしか介護医療院」の開設記
念式典を開催しました。

医療法人カタクリ会 社是
一、吉賀町において医療・介護を継続します。
一、医療圏における連携を強化していきます。
一、法令を遵守し、オープンな医療活動を通

じて、町民から信頼される法人を目指します。

Ⅰ よしか病院の概要
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（３）基本情報

病 院 名 よしか病院

所 在 地 〒６９９－５５１３ 島根県鹿足郡六日市３６８番地４

開 設 年 月 日 令和６年３月１日

許 可 病 床 数 一般病床５０床

標 榜 診 療 科
内科、小児科、神経内科、心療内科、精神科、整形外科、眼科、皮膚科、
リハビリテーション科、歯科口腔外科

経 営 形 態 指定管理（利用代行制）

各 種 指 定 等

健康保険指定病院、国民健康保険指定病院、生活保護法指定病院
労災保険指定病院、結核予防法指定病院、原爆被爆者指定病院
戦傷病者特別援護法指定病院、身体障害者福祉法指定病院
母子保護法指定病院、特定疾患治療研究事業指定病院
指定自立支援医療機関（精神通院医療）、島根県地域医療拠点病院

そ の 他
よしか介護医療院、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
訪問看護ステーション ※予定

Ⅰ よしか病院の概要
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（４）医師の配置体制

Ⅰ よしか病院の概要

雇用形態 診療科
R6.3.1～3.31

医師数
R6.4以降
予定医師数

常勤医師
総合診療科 ３名 ６名

歯科口腔外科 １名 １名

計 ４名 ７名

非常勤医師

整形外科 １名 １名

眼科 １名 １名

皮膚科 ２名 ２名

内視鏡検査 ２名 ２名

小児科 １名 １名

精神科・心療内科 — １名

計 ７名 ８名
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（６）看護師等医療従事者の配置体制

Ⅰ よしか病院の概要
職種 採用計画数 人数（計画数との差）

看護師・准看護師 ４７名 ３７名（－１０名）

介護福祉士・看護補助者 ２０名 １５名（－５名）

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ １８名 １５名（－３名）

薬剤師 ２名 ２名

診療放射線技師 ２名 ２名

臨床検査技師 ３名 ２名（－１名）

臨床工学技士 １名 １名

管理栄養士・栄養士 ３名 ２名（－１名）

歯科衛生士・歯科助手 １名 ２名（＋１名）

介護支援専門員 １名 １名

社会福祉士 ２名 １名（－１名）
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Ⅱ 病院機能
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Ⅱ 病院機能
（１）各フロアの状況

●１階 外来・リハビリテーション
総合診療科をはじめ、６つの外来診療科に加え、
訪問・通所リハビリテーションを実施。

●２階 入院病棟
回復期の患者へのケア中心とした一般病床５０床
を設置。

●３階 介護保険施設
「よしか介護医療院」として５３床を設置。
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（２）入院病床について

Ⅱ 病院機能

一般病床 ５０床（回復期）

島根県地域医療構想（益田構想区域）では、２０２５年に向けて急性期・慢性期
を減少し回復期病床の増床を図ることとされています。

よしか病院においては、医療構想の方向性に沿った病床機能を確保するため、病院
開設にあたり回復期病床を整備し、下記の方針により取り組みます。

●回復期・慢性期の患者に対するケアを充実します

●包括連携協定先医療機関をはじめ
圏域内の医療機関との連携を強化します

●地域包括ケア病床の設置に向け取り組みます
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（３）外来診療科について

診療科 診療日

総合診療科 月曜日～金曜日

歯科口腔外科 月曜日～金曜日

整形外科 毎週金曜日

眼科 毎週金曜日 午前のみの診療

皮膚科 第１・第３木曜日

精神科・心療内科 第２・第４水曜日

・精神科・心療内科については、令和６年４月から設置予定
・診療時間は、９時００分～１７時００分
・休診日は、土日祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）

Ⅱ 病院機能
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（４）救急対応について

【救急対応を行う時間帯】

８時３０分～１７時１５分

上記時間帯であれば、３６５日救急対応を行います。
ただし、夜間（１７時１５分～８時３０分）の救急対応については、主に次の3点

の理由により行いません。

●「医師の働き方改革」の導入による影響

●夜間救急を行う医師確保に必要な人件費の問題

●救急医療を迅速に提供するため

※ドクターヘリについては、引き続き病院に隣接しているヘリポートを活用し、緊急
的な専門治療であったり、症状が重篤な患者を県内や近隣他県の病院へ搬送します。

Ⅱ 病院機能
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Ⅱ 病院機能
（５）新たな健康相談サービス

◆よしか健康ダイヤル24

医師、看護師等の専門ヘルスカウンセラーによる「健康･医療･介護･育児･メンタル
ヘルス」に関する相談が、24時間365日受けられるサービスを令和6年3月1日から
開始しました。

夜間の救急や病院に行くべきか迷った場合などの利用を推奨しています。

住民のみなさま

不意のケガの応急手当てど
うすればいいの？

赤ちゃんが夜中に熱をだし
た・・・どうしよう？

家族の介護のことで誰かに
相談したい

吉賀町民専用フリーダイヤル
２４時間・年中無休・相談料無料

【メディカルコンタクトセンター】

医師・保健師・看護師・ケアマネージャーなど
の専門スタッフ

健康相談

医療相談

介護相談

育児相談

医療関連情報等
妊娠中に風邪薬を飲んでも
大丈夫？
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Ⅲ よしか介護医療院
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Ⅲ よしか介護医療院
施設名称 よしか介護医療院

サービス種別 介護医療院

入所定員数 ５３床

稼働率 ２９．８床，５６．３％ ※令和６年３月８日時点

平均要介護度 ４．１７ ※令和６年３月８日時点

吉賀町が設置する
介護医療院

津和野が設置する
老人保健施設

吉賀町の高齢者

津和野町の高齢者

町内の
他の介護施設

町内の
他の介護施設

要介護高齢者の在宅復帰・在宅支援を目指す場所

要介護高齢者の長期療養・生活のための場所

【津和野町・吉賀町における施設の機能分化イメージ】
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Ⅳ よしか病院経営強化プランに
おける取り組み
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よしか病院の運営にあたっては、町の総合計画である「第２次吉賀町まちづくり計
画」の目標に掲げる「住み慣れた地域で生涯を通じて健康で安心して暮らせる地域医
療体制の確立」を実現するため、また圏域など広域的な視点から必要とされる医療体
制整備に向けて、下記の取り組みを進めます。

Ⅳ よしか病院経営強化プランにおける取り組み

住民団体と連携した
「地域医療を守る」ための取り組みの推進

医療従事者確保のための取り組み

地域医療構想を踏まえた病院機能の整備及び
機能分化・連携強化の方向性

地域包括ケアシステムの
構築・推進に向けた取り組み
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Ⅳ よしか病院経営強化プランにおける取り組み

年度 高度急性期 急性期 回復期 慢性期

2015年 0 521 101 196

2022年 40 346 153 149

2025年（必要量） 47 200 179 173

2022年をベースに
よしか病院を反映 40 296 203 89

【病床機能】
島根県地域医療構想（益田構想区域）では、２０２５年に向けて回復期の病床を整

備する必要性を示しています。
よしか病院では、回復期病床５０床のみを設置し、回復期・慢性期の患者に対する

在宅復帰支援、必要に応じて施設入所への支援を行います。

１．地域医療構想を踏まえた病院機能整備及び
機能分化・連携強化の方向性
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Ⅳ よしか病院経営強化プランにおける取り組み

【外来機能】
総合診療科を設置し、多様な健康問題に対し幅広い視点をもって診

察します。
一方で、専門的な治療が必要な方に対しては、専門的な検査・手術

が必要な場合は、益田赤十字病院や近隣他県の医療機関に紹介など連
携し対応します。
【救急医療】

日中においては、初期段階の救急患者や比較的軽度の症状への対応
を行います。

夜間時間帯や、専門的な治療が必要な方、重症者については、益田
赤十字病院への搬送など適切な治療が円滑に行えるよう取り組みます。
【その他】

地域内の連携の方法として、将来的には津和野共存病院と「地域医
療連携推進法人」の設立についても検討します。

１．地域医療構想を踏まえた病院機能整備及び
機能分化・連携強化の方向性
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Ⅳ よしか病院経営強化プランにおける取り組み

よしか病院は、吉賀町地域包括ケアシステムを担う一員として、医
療ニーズ、介護ニーズを併せ持つ高齢者等が、住み慣れた地域で生活
し続けることができるよう取り組みを推進します。

●訪問診療、訪問リハビリテーション、訪問看護（設置予定）を充実
させ、在宅療養体制を充実・強化します。また、公民館等の場での
巡回診療の実施についても検討します。

●地域包括支援センターをはじめ、関係機関、多職種による連携を強
化し、入退院時等における医療・介護サービスが円滑に提供される
よう支援します。

●「よしか介護医療院」を設置し、津和野町が設置する「介護老人保
健施設せせらぎ」との機能分化を図ります。

●町などが実施する介護予防、健康づくりの取り組みに積極的に協力
し、健康寿命の延伸を図ります。

２．地域包括ケアシステムの構築・推進に向けた取り組み
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Ⅳ よしか病院経営強化プランにおける取り組み
３．医療従事者確保に向けた取り組み

【医師の確保対策】
医師確保については、医療介護を継続するための極めて重要な要素

であることから、公立病院としての強みを活かし下記の取り組みを行
います。

●島根県及び自治医科大学、（一社）しまね地域医療支援センター等
の関係機関との連携を強化し、当院における研修医等の受入体制の
整備や、町の地域医療に関する情報発信に努めます。

●島根大学医学部地域枠医師との定期的な面談や、よしか病院を中心
とした町内医療従事者との交流する場の構築を図ります。

●新たな奨学金制度として「吉賀町医師確保奨学金」を創設し、将来、
公立病院への従事を希望する医学生に対する支援を行います。
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Ⅳ よしか病院経営強化プランにおける取り組み
３．医療従事者確保に向けた取り組み

【医師の働き方改革への対応】
令和６年度から施行される医師の時間外労働規制については、下記

のとおり対応します。

●医師事務作業補助者４名を配置し、診療事務の補助を行うことで、
医師の業務負担軽減を図ります。

●日中の外来診療への影響を防ぐため、夜間救急対応を行わないこと
としました。（医師確保の困難さや、病院経営との均衡を図る理由
も含む）

●今後、現場医師からのヒアリング等により、業務管理システム等の
導入やICTの活用など、業務効率化及び働きやすい職場環境の実現に
向けて協議します。
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Ⅳ よしか病院経営強化プランにおける取り組み
３．医療従事者確保に向けた取り組み

【看護師等の確保対策】
看護師等の医療介護スタッフの確保に向け、下記のとおり取り組み

ます。
●島根大学、島根県立大学はもとより、県内外の看護学部・医療技術

専門学校等と連携し、継続的な人材確保に取り組みます。
●新たな修学資金制度として「吉賀町看護職員確保修学資金」、「吉

賀町医療技術者等確保修学資金」を創設し、将来、公立病院への従
事を希望する看護学生等に対する支援を行います。

【その他】
医療介護従事者住宅の整備、医療法人カタクリ会における人材育成

のしくみの構築、住民団体による地域と医療従事者との交流イベント
など
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Ⅳ よしか病院経営強化プランにおける取り組み
４．住民団体と連携した「地域医療を守る」ための取り組みの推進

●「吉賀町の医療と地域をつなぐ会」の設立
令和６年２月に、吉賀町で初めてとなる住民団体が設立されました。
地域医療について学び理解を深め、限りある医療資源を大切にする

ための取り組みを行うこと目的として活動を展開します。
医療従事者との交流行事や講演会の開催、パンフレット等の発行に

よる住民への啓発活動の実施を予定しています。



各団体の取組報告【団体名：公益社団法人益田市医師会】 R6.1.末現在

項目 令和5年度の取組状況 今後の計画等

①医療連携体制

○医師会員と連携し、医師会資源を有効に活用した医療・介護の支援体
制の構築に努めた。
○行政等との連携を密にし、取り巻く状況やニーズの変化に適切に対応
を行う。
○地域内完結の向上を目指しかかりつけ医と連携強化を図った。（在宅
医療後方支援病院の円滑運用）
○新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養支援を益田保健所、益田赤
十字病院と連携し行った。

令和5年度と同様

②医療に関する情報提供の推進

◯リニューアルしたホームページを活用し正確で有益な情報の掲載を
行った。
〇インスタグラムを開設し情報提供を行い幅広い情報提供の推進を行っ
た。
〇会員医療機関向けのグループウエアの活用を促進し、行政関係の通達
文書等の閲覧ができるようシステムを構築し迅速な情報提供、情報共有
を行った。

令和5年度と同様

③がん
④脳卒中
⑤心筋梗塞等の心血管疾患

⑥糖尿病
◯益田地域糖尿病支援ネットワーク会議において研修会等の案内を行っ
た

令和5年度と同様

⑦精神疾患
◯益田圏域認知症ネットワーク会議や益田圏域認知症サポート医連絡会
議への参加

令和5年度と同様

⑧救急医療 ◯益田市立休日応急診療所の協力を行った。 引き続き協力する

⑨災害医療

◯ＢＣＰ（たたき台）の策定
◯石見空港航空機事故消火救難総合訓練等を通じた外部訓練への参加
（令和5年度は卓上訓練）
益田市医師会員を4班に編成し災害時の体制を整えている。

◯ＢＣＰの策定
◯災害医療について現状の体制を維持する

⑩地域医療

◯医師不足解消のためのへき地医療研修プロジェクト「親父の背中プロ
グラム」の実施
◯無医地区等への巡回診療所へ医師会員を派遣し無医地区の医療体制の
維持

◯「親父の背中プログラム」の参加医師の
募集
◯無医地区の医療体制の維持

⑪周産期医療

⑫小児救急を含む小児医療
◯各種予防接種の実施
〇学校医、園医による健診の実施

令和5年度と同様

⑬在宅医療

◯圏域課題解決推進事業、医療連携推進コーディネーター配置事業に取
り組み圏域内の在宅医療介護連携を推進した。
◯医療連携推進コーディネーター配置事業による「在宅医療に関する医
師の意見交換会」を開催し救急対応の面で、消防本部、急性期病院、医
師会の各立場から活発な議論を行った。
◯益田市在宅医療介護連携支援センターを中心に各種研修会を実施し地
域や関係機関との連携を図った。

各種補助事業を活用とした連携強化の取り
組み

⑭緩和ケア及び人生の最終段階におけ
る医療

◯在宅医療介護連携推進事業により圏域の多職種研修会を開催し終末期
についての講演や地域住民へのあんきな座談会を行いＡＣＰの普及啓発
を行った。

在宅医療介護連携推進事業の継続

⑮医薬分業
⑯医薬品等の安全確保
⑰臓器等移植
⑱医療安全の推進

⑲健康長寿しまねの推進 健康長寿しまね推進会議への参加 R5.6.5、R6.2.19 令和5年度と同様

⑳健やか親子しまねの推進

㉑高齢者の疾病予防・介護予防対策 〇益田市主催の講演会に医師を派遣　11回 令和5年度と同様

㉒難病等保健・医療・福祉対策

㉓感染症保健・医療対策

◯新型コロナワクチン等流行性感染症について行政や関係機関との協業
体制を継続した。
◯診療・検査医療機関への登録延長（21医療機関）
◯個別接種医療機関への登録（28医療機関）
◯集団接種への参加（12医療機関　14名　）
◯マスコミやHPへの感染防止のための啓発活動を行った。
〇感染症発症報告を行政、各医療機関へ情報提供を行った。

引き続き協力する。

㉔食品の安全確保対策
㉕健康危機管理体制の構築

㉖保健医療従事者の確保及び医療・保
健・福祉情報システムの構築



令和5年度
医療連携推進コーディネーター事業取組報告

（令和6年3月12日）

公益社団法人 益田市医師会
医療連携推進コーディネーター 石川 洋紀
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令和5年度事業活動報告
実施要綱 結 果

検討・企画 （１）保健所との定期
的な意見交換 ・毎月定期的に開催

意思決定・
評価

（２）医師との対話を
通じた課題把握

・市内の診療所訪問はコロナ禍影響もあり実施できず。→益田市医師会理事会へ
4半期毎の事業報告

・中山間地区の美都地区、匹見地区の将来に向けた医療のあり方について行政、
開業医、国保療所長との意見交換会を行った。

報告・評価

（３）圏域または市町
村単位での医療介護連
携に向けた会議への参
画

・情報交換収集のための会議に参画

・事業推移報告のための会議に参画



（１）保健所との定期的な意見交換

・定期開催できた（2月までに11回）

開催日︓毎月 第４水曜日 10時〜

※幅広い情報交換ができ、会議以外でも相談がしやすい関係つくりができている
※データの提供、展開へのアドバイス等により情報交換や協議ができた。

・非定期の益田保健所、益田市、益田市医師会の情報交換会の開催（5回）

イベントや懸念事項がある場合に事前調整を行う場として開催

※今年度は3者とも新任の担当者が多く、事前により綿密な意見交換をしてきた。



（2）医師との対話を通じた課題把握
①現状︓中山間地区を担当する医師の高齢化と医師確保が難しいことにより、将来の安定した医療提供が困難

となることが予想される。

●匹見地区 開業医1名（74歳）が自院と国保診療所2か所を経営
●美都地区 益田市医師会が指定管理者として医師1名（69歳）を派遣し、国保診療所1か所（出張所2か所）

を運営

②課題の把握︓匹見地区では定期訪問（4月、7月、11月）、美都地区では美都診療所管理会を月1回
開催することとした。

【医師の意見】 匹見地区︓健康に不安があり国保診療所2か所を運営することは困難、人口減により開業医として
経営していくことに不安がある。

美都地区︓70歳を目安として退職時期を考えている。人口減少の中、今の運営方法の継続について
は無理がある。

【益田市との協議】 益田市の出先担当者とは定期的に協議を行い医師の意見を伝えた。
9月には益田市の関係部署、益田保健所、益田市医師会の3者が同席してこの2地区の将来
の医療提供について意見交換を行った。

⇒ 益田市医師会に匹見地区の2か所の国保診療所の指定管理者となることの依頼があった。
※益田市医師会は、指定管理の申請を行い益田市も承認した。



（3）圏域または市町村単位での医療介護連携に向けた会議への参画
① 情報交換・収集のための会議

●圏域内医療連携実務者会議の開催（2回開催︓5月19日、9月6日）
議事 （1）各病院のCOVID-19の感染対応

（2）圏域内完結率を高めるために
益田保健所より8次医療計画について各病院、市町村に意見を求めた。

●訪問看護ステーション協会益田支部会議に参加 （4回参加︓5月25日、8月24日、11月14日、2月22日）
在宅療養を支える要となる訪問看護ステーションの問題について把握することができた。施設数は増えたがどの
施設も人員不足で業務の拡張ができない。

●益田赤十字病院と医師会病院との地域連携担当者意見交換会に参加（2回参加︓8月24日、2月22日）

●施設内の会議（病床活用カンファレンス、医療介護連携会議、居宅ミーティング）
他施設からの転院、自施設内での状態に沿った転棟等、調整を図るカンファレンスに毎週参加

② 事業推移報告のための会議
●コア会議、在宅医療介護連携推進協議会への参加

ア）〜キ ）の 事業の益田市との業務分担が把握できた。

●益田地域保健医療対策会議・医療介護部会に参加

●令和5年度市町村等在宅医療・介護連携担当者会議などの行政主催会議に参加



結 果

取
組
の
柱

（4）地域医
療介護資源の
把握と分析

・地域医療介護資源の把握のための「医療・介護資源マップ（令和5年度版）の更新は、益田市の
指示により中止。見直しのためのアンケート調査を実施予定。
・福祉施設訪問︓クラスター発生のため中止
・介護事業所職員の質向上を図るうえで、「出前講座」を継続実施
・居宅介護支援事業所の訪問

（5）医師の
在宅医療への
取組促進に向
けた環境づくり

・コロナ禍にて市内医師との意見交換ができなかった。
・中山間の医療機関の医師との意見交換を実施

⇒津和野共存病院、六日市病院に在宅医療の実施調査を確認のため訪問
・心不全患者の地域での連携について医師会医師と益田保健所・益田市との意見交換を行った。
・老健と居宅の事例検討会（まるミエール）の開催支援（3回開催）

（6）医師と他
職種との連携
強化

・医療福祉ネットワークを通じ、多職種で定期的な研修会に参加（2か月ごと）
・多職種研修会の企画開催
・在宅医・訪看ST・薬剤師会の意見交換会は当初課題が圏域の状況に合わないため中止

（7）地域住
民への普及啓
発

・「あんきな座談会」の開催
・住民向けのみんなの保健室への支援（毎月第3木曜日、日曜日）
・ACPの普及のためのパンフレットの更新（1,000部）

令和5年度事業活動報告



（4）地域医療介護資源の把握と分析

①地域医療介護資源の把握のための「医療・介護資源マッ
プ（令和5年度版）の更新は、益田市の指示により中止と
なった。
新たな地域医療介護資源の把握のため成果物を作成するた
め、『わたしの街の医療・介護情報』の利用状況調査を行
うこととなった。

期 間 令和6年2月末まで
調査先 医療・介護資源マップの配布先 185か所

②福祉施設訪問についは、訪問予定時期に各施設クラスター発生のため
中止とした。



（4）地域医療介護資源の把握と分析

出前講座
実施件数 ︓ 8件（内3月1件開催予定） 依頼件数11件

内 容 ︓ 認定看護師、セラピスト、社会福祉士が講師
認知症リハ、ホジショニング、感染予防・感染対策についてなど

依頼施設︓ 特老、開業医等5施設（複数依頼）

参加者 ︓ 73名
看護師（10名）、介護職（49名）、リハ職（3名）、その他（11名）

※介護職の参加が5割以上を占める

感 想 ︓専門職からのわかりやすい講義で理解できたとほとんどが回答

※同施設から複数の依頼があり活用いただいているが、まだ依頼が限られている。
職員の都合で設定時間の昼より、就業時間直後や勤務後依頼もあり対応した。



（4）地域医療介護資源の把握と分析
令和3年度までに確認された地域課題（地域ケア個別会議、多職種研修会からの意見）
①医療のリハから次へ繋ぐ（介護サービス等）視点や連携が不十分
②理学療法士など多職種との関わりが少ない
③在宅療養ノートの運用が進んでいない
④病院からの退院時に情報がもっと頂ければいいと思う

に課題把握に対して多職種研修を予定しているので訪問を実施（9施設︓ケアマネが2名以上）

・病院からの退院時の情報共有に問
題があった。
・ツール等の情報共有より直接面談を
して情報収集を好む。
・専門情報についてはサービス提供に
反映できていない。
・サービス提供の優先順位としては、療
養環境の確保、入浴、リハビリ、食事
となっていた。

8

2

1
1

設問1 情報共有に問題がありまし
たか

医療機関との連携 入所サービスとの連携
通所サービスとの連携 訪問系サービスとの連携

ｎ=9

7

2

設問2 5類移行前後で情報収集に変
化がありましたか

変化あり 変化なし

ｎ=9

居宅支援事業所訪問



（5）医師の在宅医療への取組促進に向けた環境づくり

①中山間地区（匹見地区、美都地区）の医療機関の医師との意見交換を実施
（2）医師との対話を通じた課題把握のとおり、益田市医師会が匹見道川・澄川国保診療所の指定管理者となり、

匹見道川・澄川、美都の3国保診療所を益田市医師会が一体運営をおこなうこととなった。

⇒津和野共存病院、六日市病院に在宅医療の実施状況を確認のため訪問した。今ある人員体制を効率よく動
かすことで地域に医療を提供することに方針変更を行っていた。

⇒指定管理のヒアリングの中で、地元住民代表の方から新しい医師よりも地元開業医に引き続き所長となってほしい。
その反面、医療人材確保はだれが行うのか、継続できるのかなどの意見もあった。

※指定管理契約期間の3年間（令和6年度〜令和8年度）で、益田市としての中山間地区の医療提供体制の
方針決定や住民との協議を行い、益田市医師会としてはその方針にどのように関わるかを検討していくこととなった。

②心不全患者の病病連携、病診連携について医師会循環器内科医師と益田保健所・益田市との意見交換を行った。
医師会医師としては、益田赤十字病院循環器内科が急性期機能を担っているので、まず病病連携から始めてほしい
とのことであった。



（5）医師の在宅医療への取組促進に向けた環境づくり

まるミエール（老健と居宅との事例検討会）の
開催支援
目的︓市内唯一の老健施設からの退所者の中で、リハスタッ

フや看介護職員が介入することで、在宅復帰ための機
能回復がみられた方の好事例を、市内の居宅支援事
業所の介護支援専門員と意見交換することで、中間
施設である老健施設の利用方法を再検討すること。

参加者︓医師、看護職、介護職、介護支援専門員、相談
員、リハスタッフ、事務職等

日時︓第1回 10月27日 ケアマネ14名 職員18名
第1回続編 11月17日 ケアマネ12名 職員14名
第2回 12月22日 ケアマネ5名 職員12名
第3回 中止

内容︓事例発表・グループワーク

【意見】
☆老健の運営方法や連絡体制について多くの意見があった。

☆事例発表で職員のかかわり方がわかった。特に、リハビリの
介入による状態が改善して退所するケースが増えたなどの意
見

☆事例発表も好事例だけでなく挫折した事例も良いのでは
ないか、居宅支援事業者側から事例発表もよい。 など



（5.6）医師と他職種との連携強化

「再入院・再発防止のため情報を送る側（医療）・受け取る側（介
護）の目線合わせ」〜多職種連携がうまくいくためのコツを探る〜

目的 情報連携・共有の課題抽出と要因分析について
日時 令和5年10月25日（水）19時〜20時30分
場所 益田赤十字病院 研修棟講堂
参加者 52名
内容 グループワーク（7グループ）による課題点の抽出

【要因分析】
「再入院・再発防止のための多職種連携（情報共
有）がうまくいかない」要因は、
要因1 情報発信のルール統一ができていない。

要因2 情報発信が必要な人に届いていない。（発信
数不足）

要因3 情報ツールは必要だが、受け手にあったツール
ではない。

「『再入院・再発防止のために、限られた時間の中でどのよう
なタイミングや内容で情報提供したら良いか。」

目的 情報連携・共有の課題の対策立案について
日時 令和6年2月28日（水）19時〜20時30分
場所 益田赤十字病院 研修棟講堂
参加者 42名参加
内容 グループワーク（5グループ）による課題の対策立案



（7）地域住民への普及啓発

実施件数 ︓8件
内 容 ︓ リハビリに関して2件、人生会議4件、食事・栄養2件
参 加 者 ︓110名
アンケート結果

年齢別姓別 家族構成

15%

85%
男性

女性

11%

6%

40%
35%

8%

５９歳以下

６０歳代

７０歳代

８０歳代

９０歳以上

3%

26%

4%43%

23%
1%

親世代と同居

子世代と同居

三世代（以上）と同
居
夫婦のみ

一人暮らし

無回答



（7）地域住民への普及啓発

32%

21%

39%

8% 知っている

言葉を聞いたこ
とがある
知らない

無回答

ACP認知度

「もしも」話を身近人としているか
N=103

R4年度 将来、最後をどこで迎えますか

24%

21%49%

6% 知っている

言葉を聞いたこと
がある
知らない

無回答

R5年度

45%

33%

14%
1%

1%

3%
3%

自宅

病院

介護施設

どこでもいい

今はわからない

無回答

その他

19%

19%
17%

38%

7% 定期的にしている

以前した

近々するつもり

したことがない

無回答



（7）地域住民への普及啓発

【目的】
地域住民の暮らしや健康、医療介護の相談場所となり、気

軽に立ち寄ることができる居場所を作る。
【６つの機能】
相談窓口 市民との学びの場 安心な居場所 交流の場

連携の場 育成の場
【場所・開催日】
㈱キヌヤ本店2階パブリックスペース 毎月第3日曜日

13:30〜14:30
益田市中部地域包括支援センター 毎月第3水曜日

10:00〜12:00
【業務内容】
総合相談 『来訪者の話を「きく」ことに徹する』
血圧、酸素飽和度、握力測定
医療介護に対するパンフレット等配布

日時 相談員 面談者

令和5年11月26日 看護師2名 その他の職種 2名
男 6名(男児2名含む)

14名
女 8名

令和5年12月10日 看護師1名 その他の職種 2名
男 2名

10名
女 8名

令和5年12月20日 看護師1名 その他の職種 1名 0名 0名

令和6年1月21日 看護師2名 その他の職種 3名
男 2名

9名
女 7名

令和6年1月24日 看護師2名 その他の職種 1名 0名 0名

令和6年2月18日 看護師2名 その他の職種 3名
男 5名

14名
女 9名
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時
の
注
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事
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益
田
市

1 しまだ眼科 698-0006 島根県益田市三宅町２番７号 0856-31-0661 0856-31-0663 眼科
平日　9:00～12:00　15:00～18:00
水曜　9:00～12:00
土曜　9:00～12:00

- - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 眼科専門医
水・土の午後

以外
- －

2 すみかわクリニック 698-0004 島根県益田市東町２番地９ 0856-23-1188 0856-23-1305
内科・外科・胃腸内
科・肛門外科

月、火、水、金曜　8:30～12:30  15:00～18:00
木、土曜　8:30～12:30

- ○ ○ ○ △ △ - - 旧益田市内、吉田 ○ ○ - - ○ - 〇 〇 ○ - 〇 - 〇 - ○ ○ - - -
月～金

11:30～12:00
16:00～16:30

- －

3 永瀬脳外科内科 698-0016 島根県益田市土井町２番地２７ 0856-31-0480 0856-31-0483
神経内科・脳神経外
科・リハビリテーショ
ン科

平日　9:00～12:30　15:00～18:00
金・土　9:00～12:30

- - × × × × - - - × △ △ △ △ × × - × × × × × × × × × - - - 脳神経外科専門医
火・水・木

16:00～17:00
- －

4 清澄メモリアル林医院 698-0004 島根県益田市東町１０番地３０ 0856-22-3352 0856-24-2739
内科・外科・胃腸内
科

平日8：30～12：30、16：00～18：00
水、土　8：30～12：00

- - ○ ○ ○ ○ 火曜日 午後1時30分より
益田地区、一部の介護施

設
△ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○

月・火・水・金
12:00前後
16:00前後

- －

5 益田整形外科医院 698-0011 島根県益田市染羽町４番地３５ 0856-22-1305 0856-22-1305
整形外科、リハビリ
テーション科

平日　8:30～12:00　14:00～18:00
木曜　8:30～12:00
土曜　8:30～12:00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
整形外科専門医、リハ
ビリテーション専門医

- - －

6 あすかクリニック 698-0003 島根県益田市乙吉町ロ３３番地 0856-23-3320 0856-23-3824
リウマチ科・整形外
科・リハビリ科

平日　8:30～12:30　15:00～18:00
水曜　8:30～12:30
土曜　8:30～12:30

× ○ ○ ○ △ △ - - 益田、吉田、高津地区 △ ○ ○ 〇 × × × 〇 × × × × × × ○ △ △ △ △ × × - 月～土 - －

7 石見クリニック 698-0024 島根県益田市駅前町７番１号 0856-23-2370 0856-23-2371
外科・内科・リハビリ
科

平日　8:30～12:00　16:00～19:00
水曜　8:30～12:00
土曜　8:30～12:00

○ ○ ○ ○ ○ ○ - - 益田駅から車で30分圏内 ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
外科専門医、肝臓専門
医、漢方専門医、

月～土
12:30頃～

- －

8 大畑医院 698-0043 島根県益田市中島町イ９１－１ 0856-22-0506 0856-22-0344
アレルギー科・皮膚
科

平日　8:30～12:00　15:00～18:00
木曜　8:30～12:30
土曜　8:30～12:30

- - ○ ○ - - 不定 13:00～14:30 車で10分以内 × ○ × × × × × × × × × × △ × × × × × 皮膚科専門医 － 中谷 －

9 小田整形外科医院 698-0043 島根県益田市中島町ロ１４５番地３ 0856-22-1168 0856-32-1300
リウマチ科・整形外
科・リハビリ科

平日　8:00～11:00　15:30～17:30
木曜　8:00～11:00
土曜　8:00～11:00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
整形外科専門医、リウ
マチ専門医

木・土　13:00
～17:00

－

10 斧山医院 698-0025 島根県益田市あけぼの西町１６番地４ 0856-22-1346 0856-22-2154 内科・消化器内科
平日   8:30～12:00  16:00～18:00
木・土 8:30～12:00

× × ○ ○ △ ○ 第4月曜日 13:30～15:30 益田市内 × ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × × × △ ○ △ △ × × 消化器病専門医
月～水、金
8:00～12:00
15:30～16:00

-

ファックス
にて面談
内容と面
談日の予
約をする

11 くろたに内科クリニック 698-0001 島根県益田市久城町９１２番地１ 0856-23-7737 0856-24-2123 内科・小児科
平日　9:00～12:30  15:00～18:00
木曜　9:00～12:30
土曜　9:00～12:30

- - ○ ○ △ △ 木曜午後
15時～18時

（その他必要に応じ
て）

益田市内（車でおおむね
20分以内）

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ -
月・火・水・金

18:00～
- －

12 神崎耳鼻咽喉科医院 698-0027 島根県益田市あけぼの東町１６番地１ 0856-22-0551 0856-22-0552 耳鼻咽喉科
平日　9:00～12:30　15:00～18:30
木曜　9:00～12:30
土曜　9:00～13:00

- △ ○ ○ - - 不定 不定（13：00～18：00） 益田市内 - △ - △ - - ○ - ○ - - - △ - - - - -
耳鼻咽喉科専門医、気
管食道科専門医

木、土以外の
日

-

来院前に
TEL、FAX

必要
（不在のと
きがあるた

め）

13 さくらクリニック益田 698-0003 島根県益田市乙吉町イ１０２－１ 0856-23-0021 0856-23-0031 精神科・心療内科
平日　9:30～12:00　14:00～18:30
木曜　9:00～12:00
土曜　9:00～16:00

- - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - 精神科専門医
応相談

お電話くださ
い

- －

14 山藤整形外科医院 698-0003 島根県益田市乙吉町イ３３８番地５ 0856-31-0065 -
整形外科・リハビリ
科・リウマチ科

平日　8:30～12:30　14:00～18:00
水曜　8:30～12:30
土曜　8:30～12:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 整形外科専門医
月～土　いつ

でも可
藤井師長 －

15 たかせ内科 698-0046 島根県益田市かもしま東町９番地６ 0856-25-7373 0856-25-7325
内科、糖尿病内科、
内分泌科

平日　8:00～12:30　16:00～18:00
土曜　8:00～12:30

- 〇 ○ ○ - - - - - - ○ ○ - ○ - - - - - - - - - - - - - 糖尿病専門医
木曜日以外
11:30～12:30

- －

16 林泌尿器科 698-0003 島根県益田市乙吉町イ３３０番地２ 0856-22-0256 0856-22-0257 内科・泌尿器科
平日　8:30～12:30 15:00～18:00
土曜　8:30～12:30

- - ○ ○ × △ - - - - - - × ○ × × × △ △ × × ○ × × × ○ ○ ○ × ×
火～木

14:00～15:00
岩藤NS －

17 平野医院 698-0024 島根県益田市駅前町３３番地５ 0856-22-0998 0856-22-8121
内科・消化器内科・
小児科

平日　8:00～18:00
木曜、土曜　8:00～12:00

- - ○ ○ △ △
月、火、
水、金

13:30～15:00 車で30分以内 × ○ ○ △ △ × ○ ○ × × × × △ × △ ○ ○ ○ △ △ ×
月～水、金

14:00～18:00
- －

18 みうら眼科 698-0003 島根県益田市乙吉町イ３３６番地３ 0856-24-2501 0856-24-2131 眼科
平日　9:00～12:00　15:00～18:00
火・金　9:00～12:00

- - - - - - - - - - - - - - × - - × × - - - - - - - - - - × 眼科専門医 - - －

19 村野医院 698-0002 島根県益田市下本郷町６１番地１ 0856-31-2400 0856-31-2401 内科・小児科
平日　8:30～12:30　15:00～18:00
水曜　8:30～12:30
土曜　8:30～12:30

- ○ ○ ○ ○ ○ 任意 任意
益田市内

車で概ね30分以内
○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総合内科専門医

月・火・木・金
16:00～

- －

吉
田

ケアマネタイム

益
田

基本情報

在宅医療基本情報

在宅医療に関する支援体制

対応可能な医療処置
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益
田
市

吉
田

20 山尾医院 698-0027 島根県益田市あけぼの東町４番地２ 0856-22-1878 0856-22-1879
内科・消化器内科・
小児科

月～土　8:30～13:00　15:00～18:00
木曜、土曜　8:30～13:00

- - ○ ○ - - - - - - ○ - - ○ - ○ ○ - - ○ - - - - - - - 消化器病専門医
月・火・水・

金・土　14:30
～15:00

椿 －

21 なかしまクリニック 699-5132 島根県益田市横田町２５３２番地 0856-25-2503 0856-25-2613
内科・小児科・循環
器内科

平日　8:30～12:00　16:00～18:00
木曜　8:30～12:00
土曜　8:30～12:00

- - ○ ○ - ○月・火・水・金 14：30～15：30 - - ○ - - ○ - ○ ○ - - ○ × 〇 × △ △ △ ○ ○ × △ - － - －

22 松本医院 699-5132 島根県益田市横田町４２９番地２３ 0856-25-2611 0856-25-2672
内科・小児科・アレ
ルギー科

平日　8:30～12:00  16:00～18:00
水曜　8:30～12:00

- ○ ○ ○ ○ ○
月・水・木

・金
13:00～16:00 当院から30㎞以内 ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

月・火・木・金
11:00～12:00
16:00～17:00

- -

安
田

23 津田医院 699-3671 島根県益田市津田町１２６８番地５ 0856-27-0007 0856-27-1912
内科・外科・胃腸内
科・肛門外科

平日　8:00～12:00　 16:00～18:00
土曜　8:00～12:00

- ○ ○ ○ ○ ○ 月～金 13:00～16:00 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 月～土 - -

24
いしみつ耳鼻咽喉
科クリニック

698-0041 島根県益田市高津６丁目２３番地２０ 0856-31-4133 0856-31-4134 耳鼻咽喉科
平日　9:00～12:30　15:00～18:00
水曜　9:00～12:30
土曜　9:00～12:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 耳鼻咽喉科専門医 水 - -

25
おちハートクリニッ
ク

698-0041 島根県益田市高津８丁目５番地２ 0856-23-1588 0856-32-0512
内科・循環器内科・
心療内科・精神科

平日　8:30～12:00　15:00～18:00
木曜　8:30～12:00
土曜　8:30～12:30

- - ○ ○ - - - - - - ○ × - ○ - - 〇 △ - - - △ - △ △ ○ - - - - 月～土 - -

26 金島胃腸科外科 698-0041　島根県益田市高津一丁目９－４ 0856－22-2345 0856-24-1802
胃腸科、外科、肛門
科、内視鏡内科、内
科、放射線科

月火金　8:30～12:00　14:30～18:00
水　　　8:30～12:00  16:30～18:00
木・土　8:30～12:00

- ○ ○ ○ △ ○ - - - - ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - - -
外科専門医、消化器内
視鏡専門医、消化器病
専門医

月・火・木・金
14:30～18:00

- -

27 黒田医院 698-0036 島根県益田市須子町１０番地２７ 0856-22-0966 0856-24-2573 内科・循環器科
平日　8:30～12:00　15:00～18:00
水曜　8:30～12:00
土曜　8:30～12:00

- - ○ ○ - - - - - - ○ - - - - ○ ○ ○ - - - - - △ ○ ○ - -
月・火・木・金

15:00～
- -

28
中島こどもクリニッ
ク

698-0041 島根県益田市高津二丁目３２番１０号 0856-24-8521 0856-24-8527 小児科
月・水・金　8:30～12:30　15:00～18:00
火・木・土　8:30～12:30

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 小児科専門医 × × ×

29 まついクリニック 698-0041 島根県益田市高津６丁目１４番地１ 0856-31-1830 0856-31-1831
内科・外科・胃腸内
科・肛門外科・呼吸
器内科・乳腺外科

平日　8:30～12:00　15:30～18:00
水曜・土曜　8:30～12:00（第2土曜休診）

- ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ - - ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
月・火・木・金
16:00～17:00

- -

美
都

30 美都診療所 698-0203 島根県益田市美都町都茂１８１３番地１ 0856-52-7272 0856-52-3570 内科・小児科 平日　8:30～17:00 - - ○ ○ - - - - - ○ ○ - - ○ - - - - - ○ - ○ - ○ - - ○ - - -
総合内科専門医、小児
科専門医

月～金
10:00～12:00
14:00～17:00

山本NS -

匹
見

31 中村医院 698-1211 島根県益田市匹見町匹見イ１３０９番地 0856-56-0008 0856-56-0008 内科
平日  8:30～12:00  16:00～17:00
土曜  8:30～12:00(第1,3休診)

- - ○ ○ × × - - - - ○ ○ - ○ - ○ ○ × × - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ - ×
総合内科専門医、消化
器病専門医

月～金
16:00～17:00

森本 -

豊
田

高
津



【診療所】　「益田圏域在宅医療・緩和ケア資源調査」 ○…対応可　　　△…条件付きで対応可　　×…対応不可　　－，空欄…該当なし又は未回答

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 診療科目 基本となる診療時間

在
宅
療
養
支
援
診
療
所

（
機
能
強
化

型

）

在
宅
療
養
支
援
診
療
所

往
診

在
宅
患
者
訪
問
診
療

２
４

時
間
往
診

２
４

時
間
電
話
対
応

訪
問
診
療
日

訪
問
診
療
時
間

訪
問
地
区

在
宅
が
ん
医
療
総
合
診
療

訪
問
看
護
指
示

在
宅
患
者
訪
問
看
護

・
指
導

在
宅
患
者
訪
問
リ
ハ
指
導
管
理

点
滴

中
心
静
脈
栄
養

（
H

P
N
を

含
む

）

経
管
栄
養

（
経
鼻
チ

ュ
ー

ブ

、
胃
ろ

う

）

酸
素
療
法

腎
ろ

う

膀
胱
皮
膚
ろ

う

気
管
切
開

人
工
呼
吸
器

膀
胱
留
置
カ

テ
ー

テ

ル

人
工
肛
門

褥
瘡

在
宅

タ
ー

ミ

ナ
ル
ケ

ア

在
宅
看
取
り

医
療
用
麻
薬

・
内
用
薬

外
用
薬

注
射
薬

P
C

A
ポ
ン
プ

資格の種類
（日本専門医機構で認
定されたものに限る）

面談等が可
能な時間帯

医師以外の担当者
名

連
絡
時
の
注
意
事
項

ケアマネタイム

基本情報

在宅医療基本情報

在宅医療に関する支援体制

対応可能な医療処置

日
原

32 日原診療所 699-5207 島根県鹿足郡津和野町枕瀬９７５番地１ 0856-74-0121 0856-74-0814 内科 平日　9:00～12:00　14:00～16:00 - - ○ ○ - - 毎週月曜日 13：30～16：00 津和野町 - ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

33 つわぶき医院 699-5613 島根県鹿足郡津和野町鷲原イ１９０番地 0856-72-3500 0856-72-3501
内科・放射線科・麻
酔科・リハビリ科

平日　8:30～12:30　14:00～18:00
木曜　8:30～12:30
土曜　8:30～12:30

- ○ ○ ○ △ △ 未定 未定 津和野町内 ○ ○ - - ○ × - △ × × - - - - - - ○ ○ ○ △ × - -

34 和﨑医院 699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ４０５番地 0856-72-0025 0856-72-0630 内科・消化器科
平日   9:00～12:30 15:00～18:30
木曜　休診
土曜　9:00～12:30　14:00～17:00

- - △ ○ × × - - - - ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × × ○ ○ △ ○ ○ × ×

消化器内視鏡専門医、
肝臓専門医、消化器病
専門医、総合内科専門
医

- - -

吉
賀
町

35 小笠原医院 699-5301 島根県鹿足郡吉賀町柿木６４０番地１ 0856-79-2012 0856-79-2421 内科・麻酔科

月水金　8:30～17:30
火曜　8:30～12:00 14:00～17:30
木曜　8:30～12:00
土曜　8:30～12:00

- ○ ○ ○ × ○ - - - ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × × × - △ △ △ △ ○ - - - 14時～15時 Ns　米原 要予約

36 栗栖医院 699-5301 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木３１２番地１ 0856-79-2006 0856-79-2006
内科・小児科・形成
外科

平日　8:00～12:00　14:00～17:30
木・土　8:00～12:00

- - ○ △ × × - - - - ○ ○ × ○ × ○ △ × × × × ○ × ○ × △ ○ ○ △ ×
形成外科専門医、レー
ザー専門医

- - -

37 松浦内科胃腸科 699-5513 島根県鹿足郡吉賀町六日市７９５番地 0856-77-0111 0856-77-0112
内科・胃腸科・循
環器科

平日　9:00～12:30　14:00～17:30
木・土　9:00～12:00

- - ○ ○ × × - - - - ○ - - ○ × ○ ○ × × × × × × × - △ ○ - - × - - -

38 よしかクリニック 699-5501 島根県鹿足郡吉賀町上高尻474番地2 090-4391-9577 内科 第1・第3火曜　9：00～17：00 ○ 第1、第3火曜日 9：00～17：00 鹿足郡 ○ ○ ○ ○ ○ ○

六
日
市

津
和
野
町

津
和
野

柿
木



【歯科】　「益田圏域在宅医療・緩和ケア資源情報」 ○…対応可又は該当　　　△…条件付きで対応可　　×…対応不可　　－・空欄…該当なし又は未回答

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

在宅療
養支援
歯科診
療所

かかり
つけ歯
科医機
能強化
型歯科
診療所

歯科訪問診
療(診療計画
に基づいた在

宅医療）

訪問地区
往診(患家の求
めに応じた在

宅医療）
往診地区

かかり
つけ患
者以外
も可

病院・施
設への
往診・訪

問

障がい
児（者）

口腔ケ
ア

歯科治
療

その他
緩和ケア

研修

認知症対
応能力向
上研修

部署 担当者氏名 診療時間 休診等

1 河野歯科医院 698‐0021 島根県益田市幸町１番地３ 0856-22-1067 0856-22-1073 × × × × × × × × × × × × × × ×
月、水、金　8:30-13:00　14:30-
18:00
火、木、土　8:30-13:00

火・木・土曜午後
日曜・祝日

2 ことぶき歯科医院 698‐0021 島根県益田市幸町４番地７１ 0856-24-0770 0856-31-0285 ○ ○ ○ 当院から16㎞以内 ○ 益田地区 ○ ○ ○ ○ ○
後期高齢者歯
科口膣健診（訪

問型）
○ ○ 受付 齋藤　寿章

平日　8:30-12:30 14:00-18:00
木曜　8:30-12:30
土曜　8:30-12:30　14:00‐16:00

日曜・祝日・木曜午後

3 大同歯科医院 698‐0021 島根県益田市幸町３番地３７ 0856-23-0167 0856-23-0167 ○ △
月、火、水、金　8：30-13：00
　　　　　　　　　　14：30-18：00
木、土　8：30-13：00

木・土曜午後
日曜・祝日

4 みゆき歯科 698‐0011 島根県益田市染羽町４番地３５ 0856-31-2272 0856-31-2272 ○ ○ ○
益田市内および
半径16km以内

○
益田市内およ
び半径16km

以内
○ ○ ○ ○ ○ ○ 納富　幸

平日　9:00-13:00 14:30-19:00
土曜　9:00-13:00 14:30-17:00 木曜・日曜・祝日

5 伊東歯科医院 698‐0022 島根県益田市有明町１番地２１ 0856-22-8150 0856-23-7750 ○ ○ ○ △ 日曜　9：00‐12：00　14：00‐16：30 平日・土曜

6 大森歯科医院 698‐0003 島根県益田市乙吉町イ８９番地１０ 0856-23-1997 0856-23-2021 ○ ○ 大森　学
平日　9:00-12:30 14:00-19:00
水曜　9:00-12:00
土曜　9:00-12:30 14:00-18:00

日曜・祝日

7 おむら歯科医院 698‐0024 島根県益田市駅前町３１番地２４ 0856-22-5120 0856-22-5120 〇 〇 ○ 益田市内 ○ ○ ○ ○ △ 小村　尚徳
平日　9：00-12:30 14:00-17:45
土曜　9：00-12:30 13:30-16:45

土曜午後
日曜・祝日

8 齋藤歯科医院 698‐0024 島根県益田市駅前町９番地１８ 0856-22-0379 0856-23-4768 × × × △ × × × × × × 〇 〇
平日　9:00-12:00 14:00-16:00
水曜　9:00-12:00
土曜　9:00-12:00

日曜・祝日

9 さいとう歯科医院 698‐0024 島根県益田市駅前町２２－４ 0856-22-1755 × × × × × × × × × × ×
平日　8:00-12:00 14:00-18:00
金曜　8:00-12:00 14:00-17:00
水曜・土曜　8：00-12:00

水曜、土曜午後
日曜・祝日

10 しらがみ歯科クリニック 698‐0001 島根県益田市久城町９１１番地２ 0856-31-0202 ○ ○ ○ 益田市内 ○ ○ ○ ○ ○ ○
平日　9:00-18:30
土曜　9:00-16:30

木曜午後
日曜・祝日

11 デンタル・クリニック樹 698‐0003 島根県益田市乙吉町イ９６番地５　ビジネスコート乙吉３Ｆ 0856-31-4184 0856-23-5548 益田市周辺地域 ○ ○ ○

月、水、金
9:00-13:00 15:00-19:00
火、土
9:00-13:00 15:00-17:00

木曜・日曜・祝日

12 椋歯科医院 698‐0024 島根県益田市駅前町５番地１１ 0856-22-2210 0856-24-2301 × × × × × × × × × × × 院長 椋　良昭
月、火、木、金
　　　　　8:30-12:00　13:30-17:00
水、土　8：30-12:00

日曜・祝日
水曜・土曜午後

13 安村歯科医院 698‐0002 島根県益田市下本郷町１７７番地２ 0856-23-7717 0856-23-7717 × × × × × × × × × × ×
月、火、水、金　9:00-12:00
                      14:00-18:00
土曜　　　　　　　9:00-12:00

日曜・祝日・木曜

14 歯科領家医院 698‐0024 島根県益田市駅前町１５番地７ 0856-32-3021 0856-32-3021 × × × × △ 〇 〇 × × 月、火、水、木、金、土　8:30-12:30 日曜、祝日

15 大畑歯科医院 698‐0025 島根県益田市あけぼの西町１２番地１ 0856-23-2755 ○ 〇 ○ 益田市内 ○ 益田市内 ○ ○ △ ○ ○ △ 〇 〇 院長 大畑　愛子
平日　　　8:30-12:30 14:00-18:00
水、土　8:30-12:30

日曜・祝日

16 かもしま歯科 698-0047 島根県益田市かもしま西町2-12 0856-32-3132 0856-32-3267 × × × × × × × × × × × 永安　ミカ
月、火、水、金　9：00-13：00、15：
00-18：30
土曜　9：00-13：00、14：30-17：00

木曜・日曜・祝日

豊
田
地
区

17 さいとうファミリー歯科 699‐5132 島根県益田市横田町４２６番地６ 0856-25-1513 0856-25-1513 ○ 10㎞圏内 〇 10㎞圏内 〇 ○ ○ △

月、火、木、金曜：9：00-13：00、
14：30-19：00
水曜：10：30-13：30、15：30-19：30
土曜：9：00-13：00、14：30-18：00

火曜・金曜・土曜・日曜・祝日

安
田
地
区

18 こころ歯科 699‐3676 島根県益田市遠田町３２６－1 0856-27-0939 0856-27-0939 〇 〇 ○ 益田市周辺地域 ○
益田市

周辺地域
〇 〇 △ ○ ○ 原田エミ　 平日　9:00-12:00　14:00-18:00 水曜・日曜・祝日

19 大庭歯科医院 698‐0036 島根県益田市須子町２０番地３８ 0856-23-6222 0856-23-6222 ○ ○ 益田市内 × 〇 × ○ ○ ○ 院長 大庭康裕
平日　8:30-12:00 14:00-18:00
水曜　8:30‐12:00
土曜　8:30-12:00

日曜・祝日

20 歯科緑ヶ丘クリニック 698‐0041 島根県益田市高津６丁目１６番地３０ 0856-24-2266 0856-24-2276 △ 16km範囲内 ○ ○ 地域医療部 石橋奈美
平日8:30-16:30
水曜8:30-12:30
土曜8:30-15:30

日曜・祝日

21 中島歯科医院 698‐0041 島根県益田市高津５丁目１４番２４号 0856-23-7418 0856-23-7419 × × × × × × × × × × ×
平日　9:00-13:00 15:00-19:00
土曜　9:00-13:00

土曜午後
日曜・祝日

22 万葉歯科医院 698‐0041 島根県益田市高津１丁目３７番２４号 0856-24-2500 0856-24-2500 × × × 益田市内（16㎞以内） × × × 〇 〇 院長 大森　浩
平日　9:00-12:30 14:00-18:00
土曜　9:00-12:30

土曜午後
日曜・祝日

在宅医療基本情報 研修受講 相談窓口

在宅医療に関す
る施設基準等

支援体制 往診・訪問診療可能な項目 対応可能な医療処置

基本情報

益
田
市

益
田
地
区

高
津
地
区



【歯科】　「益田圏域在宅医療・緩和ケア資源情報」 ○…対応可又は該当　　　△…条件付きで対応可　　×…対応不可　　－・空欄…該当なし又は未回答

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

在宅療
養支援
歯科診
療所

かかり
つけ歯
科医機
能強化
型歯科
診療所

歯科訪問診
療(診療計画
に基づいた在

宅医療）

訪問地区
往診(患家の求
めに応じた在
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往診地区

かかり
つけ患
者以外
も可

病院・施
設への
往診・訪

問

障がい
児（者）

口腔ケ
ア

歯科治
療

その他
緩和ケア

研修

認知症対
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上研修

部署 担当者氏名 診療時間 休診等

在宅医療基本情報 研修受講 相談窓口

在宅医療に関す
る施設基準等

支援体制 往診・訪問診療可能な項目 対応可能な医療処置

基本情報

23 澄川歯科医院 698‐0212 島根県益田市美都町仙道９１１番地１ 0856-52-7118 0856-52-7118 ○ ○ ○ 益田市内 ○ 益田市内 ○ ○ × ○ ○ 堀野　かおり
平日　9:00-12:00 15:00-19:00
土曜　9:00-12:00

毎週水曜日
日曜、祝日

24 美都歯科診療所 698‐0203 島根県益田市美都町都茂１１６５番地１ 0856-52-2544 0856-52-2544 ○ × × × × × × × × 〇 〇
平日　9:00-12:00 13:30-17:30
土曜　9:00-12:00

土曜午後
日曜・祝日

匹
見
地

域 25 匹見歯科診療所 698‐1211 島根県益田市匹見町匹見イ１１６６番地 0856-56-0202 0856-56-0202 ○ ○ ○ 匹見地域 ○ 匹見地域 ○ ○ × ○ ○ 〇 森本　緑
水曜　9:00-12:00 14:00-18:00
土曜　14:00-17:00

月、火、木、金曜
日曜、祝日

26 財間歯科医院 699‐5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ１２０番地 0856-72-0038 050-3488-7827 ○ 〇 ○ 津和野町 ○ 津和野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 院長 財間　達也
平日　8:30-12:00 14:00-18:00
土曜　8:30-12:00　14:00‐17:00

木曜日、第３金曜、日曜、祝日

27 永田歯科医院 699-5207 島根県鹿足郡津和野町枕瀬１８９－１８ 0856-74-0010 〇 ○ 主に旧日原町 ○ 主に旧日原町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 永田
平日　8:30-12:00 14:00-18:00
土曜　8:30-12:15

木曜日午後変則的休診あり。
土曜午後
日曜・祝日

28 こうの歯科医院 699‐5522 島根県鹿足郡吉賀町七日市４７８番地１ 0856-78-2033 0856-78-2035 〇 吉賀町内 〇 × × 〇 〇 × × 院長 河野　秀則
月、火、水、金、土　9:00-12:30
14:30-19:00
木曜　9:00-12:30 （第2.3.5木曜）

第１、４木曜休診。第２、３、５木曜
は午前のみ診療。毎週土曜日は
１７時まで診療
日曜・祝日

29 医療法人　如水会　おがさわら歯科 699‐5513 島根県鹿足郡吉賀町六日市４１１番地３ 0856-77-3052 0856-77-3054 △ 吉賀町（16Ｋｍ以内） △
吉賀町（16Ｋ

ｍ以内）
× △ × ○ △ △ 〇 〇

月、火、水、金　9:00-12:30 15:00-
18:00
土曜　9:00-12:30

土曜午後
木曜、日曜、祝日

津
和
野
町

吉
賀
町

美
都
地
域
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営業時間 部署 担当者氏名

1益田市医師会訪問看護ステーション 699-3676 益田市遠田町3721－12 0856‐22‐8540 0856-22-8554 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平日8:20～17:15
土曜休業
日曜休業
祝日休業

休業日は病状に応じて訪問可

訪問看護 齋藤　貴美子

２訪問看護ステーション　恵風（けいぷ） 698-0002 益田市下本郷町221－20 0856‐25‐7571 0856-25-7579 ○ ○
益田市（美
都、匹見可）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平日9:00～17:00
土曜9:00～17:00
日曜9:00～17:00
祝日9:00～17:00

青木　佐恵美

３訪問看護ハレルヤ 698-0003 益田市乙吉町イ334-2 0856‐32-3011 0856-32-3012 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
365日訪問対応可能

8：30～17：30
訪問看護ハレルヤ 増野　陽子

４訪問看護ステーション秋桜 699-5132 益田市横田町2019番地 0856-25-1605 0856-25-1605 〇 〇 〇

△
(津和野町や
田万川等他
地域は相談
に応じます。)

〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

8：30～17：30
月曜～土曜日（祝日なし）
年休休み（12/31～1/3）

3/2、3休み
休業日は症状に応じて可

訪問看護 島﨑　守正

５訪問看護ステーション花hana 699-5132 益田市横田町285-8 0856-31-5150 0856-31-5160 〇 〇 〇

△
(相談に応じて
対応します。

交通費がかか
ります。)

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
不登校、
精神科

訪問看護

平日　8：30～17：15
24時間365日対応

土日・祝日・年末年始は休業です
が、症状に応じて対応します。

大庭　純子

吉賀町 ６吉賀町訪問看護ステーション 699-5513 吉賀町六日市580－4 0856‐77‐0996 0856-77-0980 ○ ○
吉賀町内（町
外は交通費が
かかります）

○ 〇 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平日8:15～17:15
土日休業

祝日8:15～17:15、
12/29～1/3は休業

休業日は症状に応じて可

吉賀町訪問看護
ステーション

泉　真由美

益田市

基本情報 在宅医療支援基本情報 相談窓口

在宅医療に関する施設基
準等

訪問範囲 支援体制 対応可能な医療処置等
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部署 担当者氏名 営業時間 休業日

1野村大盛堂薬局 698-0004 益田市東町１８－３３ 0856‐24-2509 0856-24-1320 ○ × ○ ○ × 1.0 1.0 ○ 近隣地域 応相談 × × × ○ ○ ○ △ ×
月火水金　8:30～18:30
木曜　8:30～14:00
土曜　8:30～13:00

日曜・祝日

2ベニヤ薬局東町店 698-0004 益田市東町１０－６ 0856‐24-1372 0856-24-2232 ○ × × ○ × 3.0 3.0 ○ 薬局の近隣 14：00～15：00 × × × × ○ ○ × ×
平日　8:30～18:30
土曜　8:30～13:00

日曜・祝日

3松本薬局 698-0016 益田市土井町２－２２ 0856‐23-3367 0856-23-3378 ○ ○ × ○ × 2.0 2.0 ○ 薬局周辺 応相談 × × × ○ ○ ○ ×
平日　8:30-18:30
土曜　8:30-13:00

日曜・祝日

4あおい薬局 698-0003 益田市乙吉町イ89番地10　日興ﾋﾞﾙ1階 0856‐31-1951 0856-31-1952 ○ ○ ○ ○ × 1.0 1.0 ○ 周辺
平日18:30以降
土曜13:00以降

× × × △ ○ ○ × ×
平日　8:30～18:30
土曜　8:30～13:00

土曜午後・
日曜・祝日

5あけぼの調剤薬局 698-0025 益田市あけぼの西町１５－８ 0856‐31-0195 0856-31-0196 ○ × ○ ○ △ 1.0 1.0 △ 薬局周辺 応相談 × × × ○ ○ ○ ○ ×
平日　8:00～18:30
土曜　8:00～13:00

土曜午後
日曜・祝日

6天津薬局 698-0003 益田市乙吉町イ３３６－３ 0856‐24-2515 0856-24-2505 ○ × × ○ × 2.5 2.0 ○ 薬局周辺 応相談 × × × △ ○ ○ × ×
平日　8:30～18:00
土曜　8:30～13:00

日曜・祝日

7ウェルネス薬局益田日赤病院前店 698-0003 益田市乙吉町イ１０２番地１ 0856‐31-4126 0856-31-4127 ○ 〇 × ○ × 4.0 4.0 △
車で30分以内
の場所

要相談 × × × 〇 〇 〇 △ ×
月、火、水　9:00-19:00
木、金、土　9:00-17:00

日曜・祝日

8ファーマシー薬局益田センター 698-0003 益田市乙吉町イ103‐1 0856‐31‐1270 0856‐31‐1271 〇 〇 〇 〇
在宅患者
調剤加算

9.0 6.0 〇
益田全域
（その他も相
談ください）

8：30～21：00
（その他も相談くださ
い）

〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
平日、土曜、日曜、祝日
8:30-21:00

なし

9大谷仁成堂薬局乙吉店 698-0003 益田市乙吉町イ３２２－１０ 0856‐24-2377 0856-24-2378 ○ ○ × ○ × 1.0 1.0 ○ 近隣地域 応相談 × × × ○ ○ ○ × ×
平日　8:30～18:30
土曜　8:30～13:00

日曜・祝日

10オール薬局　益田店 698-0027 益田市あけぼの東町１－７ 0856‐22-3820 0856-22-3827 ○ ○ ○ ○ ○ 6.0 6.0 ○
益田（匹見は
除く）

14:00～ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇
平日　8:30～19:00
水曜　8:30～17:00
土曜　8:30～12:30

土曜午後
日曜・祝日

11漢方益田薬局 698-0026 益田市あけぼの本町９－２ 0856‐23-3001 0856-24-1655 ○ ○ × ○ × 2.0 2.0 ○ 益田 応相談 × × × 〇 〇 〇 × ×
平日　8:30～19:00
土曜　8:30～15:00

日曜・祝日

12きりん薬局 698-0027 益田市あけぼの東町４－４ 0856‐23-2183 0856-24-0668 ○ ○ ○ ○ △ 3.0 3.0 ○ 近隣地域 応相談 △ △ △ ○ ○ ○ △ △
平日　8:30～18:30
木・土曜　8:30～18:00

日曜・祝日

13コタロー薬局 698-0001 益田市久城町９１９番地２ 0856‐31-1116 0856-24-2388 ○ ○ ○ ○ × 1.0 1.5 ○ 近隣地域
月火水金13:30～
15:00
木15:00～(応相談)

× × × ○ ○ ○ × ×
平日　9:00～18:30
木曜　9:00～17:00
土曜　9:00～13:00

土曜午後
日曜・祝日

14晴快堂漢方薬局 698-0003 益田市乙吉町イ３３５－８ 0856‐23-5194 × × × × × 2.0 × × × × × × × ×
平日、土曜　8:30-20:00
祝日　9:30-18:00

日曜

15調剤薬局オオバ 698-0043 益田市中島町イ３６－１ 0856‐23-0020 0856-23-0019 ○ ○ ○ ○ × 4.0 4.0 ○
益田市およ
び周辺地域

平日9:00～18:00
（そのほかの時間
帯は要相談）

× × × △ ○ ○ × ×
平日　8:30～18:30
土曜　8:30～13:30

日曜・祝日

16調剤薬局サンズ 698-0046 益田市かもしま東町９－７ 0856‐25-7858 0856-25-7857 × × × × × 1.0 1.0 × × × × × × × ×

月、火、水、金　8:00-
18:30
木　9：00-12：30
土　8:00-12:30

木曜、土曜
の午後
日曜、祝日

17なのはな薬局 698-0024 益田市駅前町３３－１４ 0856‐31-0229 0856-31-0219 ○ ○ × 1.0 1.0 × × × × × × × ×
月、火、水、金
　8:00-18:30
木、土　8:00-12:30

木曜、土曜
の午後

日曜・祝日

18みずほ薬局 698-0002 益田市下本郷町１７８－２ 0856‐31-2500 0856-31-2501 ○ ○ ○ ○ × 1.0 ○ 近隣

月火木金14:00～
15:00
水16：00～18：00
土14:00～18:00

× × × △ ○ ○ ×
月火木金8:30～18:00
水8：00～16：00
土8:30～12:30

土曜午後
日曜・祝日

19エスマイル薬局益田店698-0043 益田市中島町ロ605-1 0856‐25-7792 0856-25-7793 ○ ○ 〇 ○ × 3.0 2.6 ○ 応相談 応相談 × × × △ ○ ○ × ×
月、火、水、金
　8:30-18：00
木、土　8:00-12:30

木曜、土曜
の午後

日曜・祝日

20ウェルシア薬局益田駅前店698-0024 益田市駅前町17-1 0856-31-1280 0856-31-1281 〇 〇 × 〇 × 1.0 1.0 薬局周辺 応相談 × × × 〇 〇 〇 × ×
月～土曜日
9:00～14:00、
15:00～18:00

日曜、祝日

21イオン薬局益田店 698-8505 益田市乙吉町イ95-10 0856-38-0116 0856-38-0117 〇 〇
2024年

７月以後
可の予定

〇 〇 3.0 3.0 〇
益田市内
（応相談）

応相談 〇 △ 〇 〇 ○ △ △
平日　9：00～20：00
土日祝　9：00～14：00
            15：00～18：00

なし

22調剤薬局タギ 699-5132 益田市横田町４３３番地４ 0856‐25-1725 0856-25-1645 ○ ○ × ○ × 1.0 1.0 ○ 応相談
平日19:00～
土曜14:00～

× 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ×
平日　8:30～18:00
土曜　8:30～13:00

土曜午後
日曜・祝日

23永戸薬局本店 699-5132 益田市横田町２３４ 0856‐25-2022 0856-25-1905 ○ 〇 ○ ○ × 2.0 2.0 ○ 西益田地区
月～金19:30～
土18:30～

× ○ × ○ ○ ○ × ×
平日　8:00～19:00
土曜　8:00～17:00

日曜・祝日

24めぐみ薬局 699-5132 益田市横田町２５３３番地１ 0856‐31-5060 0856-31-5061 ○ 〇 ○ ○ × 3.0 3.0 ○ 益田市内 14:00～15:00 × △ × ○ 〇 〇 △ ×
平日　8:30～18:00
木曜　8:30～17:00
土曜　8:30～13:00

土曜午後
日曜・祝日

安
田
地
区

25調剤薬局津田 699-3671 益田市津田町１２６８－１０ 0856‐27-1945 0856-27-1946 ○ ○ ○ ○ ○ 3.0 2.0 ○
益田市内全
域

13:30～18:00 × × × × ○ ○ ○ ×
平日　8:00-18:20
土曜　8:00-17:00

日曜・祝日

26大谷仁成堂薬局高津店698-0041 益田市高津８丁目５－３ 0856‐23－1771 0856-23-1772 ○ ○ 〇 ○ × 2.0 2.0 ○ 益田市全域 14:00～19:00 △ △ △ ○ ○ ○ ○ ×
月火水金8:30-18:00
木　8:30-17：00、
土　8:30-13:00

土曜の午後
日曜・祝日

益

田
市

益

田
地
区

吉

田
地
区

豊
田
地
区

基本情報
相談窓口

在宅医療に関する施設基準等 医療用麻薬の取り扱い
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部署 担当者氏名 営業時間 休業日

基本情報
相談窓口

在宅医療に関する施設基準等 医療用麻薬の取り扱い

27大谷仁成堂薬局松ヶ丘店 698-0041 益田市高津４丁目２４－８ 0856‐24-2376 0856-24-2733 ○ ○ ○ ○ × 2.0 2.0 可 近隣地域 応相談 × × × ○ ○ ○ × ×
平日　8:30-17:00
土曜　8:30-12:30

土曜午後
日曜・祝日

28甲佐薬局大和通店 698-0036 益田市須子町１０－２８ 0856‐22-2936 0856-22-3665 ○ ○ ○ ○ × 基準薬局 1.0 1.0 ○ 須子地区 19:00～20:00 × × ○ ○ ○

平日8:30～18:30
第1・3土曜8:30～12:00
第2・4水曜、土曜
8:30～17:30

日曜・祝日
第5土曜

29高津オオバ薬局 698-0041 益田市高津１丁目９－２ 0856‐31-0418 0856-24-8680 ○ ○ ○ ○ × 5.0 2.0 ○
益田市およ
び周辺地域

平日9:00～18:00
（時間外要相談）

× × × △ ○ ○ × ×
平日　8:30～18:30
土曜　8:30～13:00

土曜午後
日曜・祝日

30調剤薬局タギ高津店 698-0041 益田市高津６丁目１４番３０号 0856‐31-1327 0856-31-1328 ○ 〇 × ○ × 1.0 1.0 ○ 応相談
月火木金19:00～
水土13:00～

× 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ×
平日　8:30～18:00
水、土　8:30～12:00

水・土曜午
後

日曜・祝日

31能美恵壽堂薬局 698-0041 益田市高津五丁目３０－１７ 0856‐22-4380 0856-23-3464 ○ ○ ○ 1.0 ○ 高津 14:00～15:00 × × × ○ ○ × ×

平日　8:30～18:20
第1・3・4・5土曜
　　　　8:30～13:00

日曜・祝日
第2土曜

32能美薬局 698-0041 益田市高津２丁目１番２３号 0856‐22-0802 0856-22-8945 ○ × ○ ○ × 1.0 1.0 ○
高津を中心
に10㎞以内

水曜、土曜は14:00
以降
その他は18:00以
降

× × × ○ ○ ○ × ×

平日　8:20～18:30
水曜　8:20～17:00
土曜第2・4
　　　8:20～13:00

日曜・祝日
奇数の土曜
日（第1・3・

5）

33益田薬局緑ヶ丘店 698-0041 益田市高津６丁目２３－２１ 0856‐24-1541 0856-24-1542 ○ ○ ○ ○ × 3.0 2.0 ○ 高津 14:00～17:00 × × × 〇 〇 〇 × ×
平日　8:30～19:00
土曜　8:30～13:00

土曜午後
日曜・祝日

美
都

34みと薬局 698-0203 益田市美都町都茂１８１３－４ 0856‐52-3885 0856-52-3887 ○ ○ × 〇 × 1.0 1.0 ○ 美都町 要相談 × × × △ 〇 × × 平日　8:30-18:00 
土曜

日曜、祝日

日
原

35日星薬局 699-5600 鹿足郡津和野町枕瀬１８９－７ 0856‐74-0330 0856-74-0545 ○ ○ ○ 2.0 1.0 ○ 津和野町 火曜13:00～15:00 × × × ○ ○ 平日　8:30～17:30
土曜

日曜、祝日

36さくら薬局 699-5613 鹿足郡津和野町鷲原イ２０８－１ 0856‐72-4066 0856-72-0668 ○ ○ 〇 ○ × 1.0 1.0 ○
旧津和野地
区

13:00～14:00
木曜午後1時以降

× × × × ○ ○ × ×

月・火・水・金
　　　　8：30～18：00
木・土8：30～12：30

　日曜・祝日

37三五舎薬局 699-5604 鹿足郡津和野町森村ロ７０ 0856‐72-4035 0856-72-4002 ○ ○ ○ 2.0 ○
旧津和野地
区

平日午後 × × × △ ○ ○ × ×
平日　8:30～17:30
土曜　8:30～13:00

土曜午後
日曜・祝日

38てるてる薬局 699-5605 鹿足郡津和野町後田ﾛ393-1NTTﾋﾞﾙ1F 0856‐72-4123 0856-72-4161 ○ ○ ○ ○ × 2.0 2.0 ○ 相談 相談 × × × ○ ○ ○ × ×
月、火、水、金9:00-
18:00
土　8:30-17:00

木曜
日曜、祝日

39望月薬局 699-5605 鹿足郡津和野町後田ロ３４１番地 0856‐72-0045 0856-72-1459 ○ ○ ○ 2.0 ○
旧津和野町
地区

平日午後 × × × △ ○ ○ ×
平日　9:00～17:30
土曜　9:00～17:30

日曜・祝日

40あやめ薬局 699-5513 鹿足郡吉賀町六日市378-5 0856‐77-3073 0856-77-3079 ○ ○ ○ ○ × 3.0 3.0 ○
吉賀町六日
市周辺

午後（曜日による）
要相談

× × × ○ ○ ○ △
平日9:00～18:00
土曜9:00～13:00

土曜午後
日曜・祝日

41サイトウ薬局 699-5522 鹿足郡吉賀町七日市９０２番地 0856‐78-1000 × × × × × 1.0 1 × × × × × × × × × × AM7:30～PM6:30
日曜日、
1月1日～
1月3日

42ホワイト薬局 699-5513 鹿足郡吉賀町六日市793-2 0856‐77-3060 0856-77-3061 × × ○ × × 3.0 0.5 × × × × × × × × ×
月、火、水、金
9:00-18:30
木、土　9:00-13:00

木曜、土曜
の午後

日曜・祝日

43柿木つくし薬局 699-5301 鹿足郡吉賀町柿木村柿木６５１－５ 0856‐79-2491 0856-79-2492 ○ ○ ○ ○ × 1.0 ○

吉賀町柿
木、七日市、
津和野町左
鐙地区

木土13:00～19:00、
月・火・水・金　18：00～
19：00
緊急訪問　月～金
13：00～15：00

× × × ○ ○ ○ ×
平日7:00～18:00
土曜7:00～17:00

日曜・祝日

44すみれ薬局 699-5301 鹿足郡吉賀町柿木村柿木３１０－１ 0856‐79-8123 0856-79-8125 ○ ○ × ○ × 1.0 1.0 ○ 鹿足郡
13:00～14:00
18:00以降

× × × ○ ○ ○ × ×
月火水金8:00～17:30
木土8:00～12:00

木・土曜午
後

日曜・祝日

吉
賀
町

六
日
市

柿
木

高
津
地
区

津
和
野
町

津
和
野


